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第１章 第１節 地震対策の基本的視点 

（地震）19 

第１章 総 則 
 

第１節 地震対策の基本的視点 

 本計画の基本的な視点は次のとおりである。 

１．減災や多重防御に重点を置いたハードとソフトを組み合わせた総合的な防災対策 

ハード整備に依存した防災対策には限界があり、東日本大震災での巨大な津波では海岸保

全施設に一定の減災効果が認められたものの、施設の機能を超えた越流等が発生し、多くの

犠牲者が発生した。また、県内では地震に伴い石油コンビナート施設において爆発を伴う火

災が発生し、地震に伴う被害は様々な現象を伴って発生しうることが明らかとなった。 

今後想定すべき巨大災害に対しては減災の視点に重点を置き、様々な現象で発生する災害

に対し、住民の避難行動を軸とした人命の安全を守る対策を最優先に実施しなくてはならな

い。 

そのため、住民の「自助」、住民組織等の「共助」、行政による「公助」の各主体における

ソフト対策を講じることが不可欠であり、その上で、いかなる災害に対しても、多重防御の

視点から複合的な防災対策を講じ、ハード・ソフトを織り交ぜた総合的な防災対策を推進す

ることが重要である。 

２．過去の重大な災害の被害・対応・教訓等を踏まえた実効性の高い計画 

東日本大震災では、東北地方に甚大な被害をもたらしたが、県内でも津波による死者、行

方不明者が出たほか、住家、漁港、保安林、海岸保全施設、河川施設、港湾施設、農地や農

業用施設などにも大きな被害があった。また、各地で液状化が発生し、住宅、橋梁・道路、

河川施設、海岸保全施設、上下水道などのライフライン、学校、農業用施設などに被害があ

った。 

このような状況下において、県、町、ライフライン事業者の震災での対応状況や、被災者

の避難・避難所生活の状況等の検証が行われ、様々な課題が浮かび上がったところであり、

これらの検証結果や課題を踏まえた実効性の高い計画とすることが重要である。 

３．最大クラスの地震を考慮した計画 

中央防災会議は、東日本大震災を我が国の過去数百年の資料では確認できなかった大規模

地震であり、過去の地震・津波を前提とした、従前の想定手法の限界を意味するものであっ

たと報告している。 

これを踏まえ、今後の地震対策は、過去に発生した地震像の全容が必ずしも解明されてい

ない場合であっても、オーバーデザインとなることをおそれずに、あらゆる可能性を否定せ

ず、最大クラスのものを考慮することとする。 

なお、大規模な地震では、他の災害が併発することにより、被害が拡大するおそれがある

ことを踏まえ、これらを可能な限り事前に想定して、予防・応急対策を行うことも重要であ

る。 
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第２節 被害想定 

第１ 地震被害想定 

１．想定地震 

本町に関わる地震被害想定調査は、千葉県が平成 19 年度と平成 26・27 年度に実施してお

り、次の５つの地震を想定している。これらの想定地震うち、本町の被害が最大と予測され

たものは東京湾北部地震である。 

<県の想定地震一覧> 

調査年度 地震名 
ﾏｸﾞﾆ 
ﾁｭｰﾄﾞ 

30年以内 
発生確率 

町内 
最大震度 

位置付け 

平成 26 
   ・27 

千葉県北西部直下地震 7.3 70％ ６弱 
県が防災・減災対策の
主眼に置く地震 

大 正 型 関 東 地 震 7.9 0～2％ ６弱 
県が長期的視野に立っ
た対策を実施する地震 

平成 19 

東 京 湾 北 部 地 震 7.3 低い ６弱 
近い将来、県に大きな

影響があると考えられ

る地震 
千 葉 県 東 方 沖 地 震 6.8 - ６弱 

三浦半島断層郡による地震 6.9 0～3％ ５弱 

(注) 「30年以内発生確率」は、平成 26・27年度調査による。 

その他、町内の被害予測は行われていないが、内閣府が平成 24 年に公表した南海トラフ

巨大地震の被害想定調査では、南海トラフ巨大地震発生時の町内の震度は最大５弱と予測さ

れている。 

２．予測被害 

東京湾北部地震では、町域の北東部及び南部の一部で５強、その他町内の大半は震度６弱

となり、地震動で全壊 108棟、半壊 585棟、死者１人、負傷者 75人の被害が発生すると予測

されている。（冬 5時発生の場合。平成 19年度千葉県地震被害想定調査報告書）  

なお、予測被害量は調査を実施した時点の耐震化等の状況によるものであり、人的被害や

震災廃棄物の主な発生要因は建物被害であることから、耐震改修や建て替えによる耐震化の

進展によって予測被害量は年々減少傾向にあると考えられる。 

〈東京湾北部地震の予測被害量一覧と予測震度分布図（千葉県資料）〉 

建 物 

被 害 

全 壊 119棟 

火災による焼失 -  

半 壊 612棟 

人 的 

被 害 

死 者 2人 

(火災による死者) -  

重傷者 7人 

軽症者 71人 

避難者（最大） 2,348人 

LPガス漏えい被害 24軒 

震災廃棄物 5,875 ﾄﾝ 

(注) 冬の 5時に発生した場合である。予測被害量は調査を実施した時点の耐震化等の状況によ

るため、その後の耐震化の進展により予測被害量は年々減少していると考えられる。 
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第３節 減災目標 

 千葉県では、防災・減災対策の主眼に置く千葉県北西部直下地震による死者数や経済被害を

平成 38年（令和 8年）度までに概ね半減させることを目標とした地震防災戦略を策定し、計画

的に防災対策を推進している。 

 一方、近い将来発生する可能性が高い千葉県北西部直下地震や房総半島東方沖日本海溝沿い

地震のほか、近い将来発生する可能性は高くないとされているものの、被害がさらに甚大な東

京湾北部地震の地震想定もあり、いずれも無視できない状況である。 

 また、千葉県北西部直下地震の想定では、震源からやや離れた長柄町の内陸部は被害が比較

的軽微となる可能性があるが、東京湾北部地震では町内の広い範囲かつ南関東地域が広域的に

激甚被害となる可能性があり、それぞれの地震の被害特性を踏まえた対策が必要となる。 

第１ 減災目標 

 本町の減災目標は、県の地震防災戦略を考慮して設定する。 

第２ 減災施策 

 減災目標を達成するための主要な施策として、県の地震防災戦略に掲げられるものや東日本

大震災後の検証課題も踏まえ、次の施策を位置付ける。 

 

〈主要な減災施策〉 

施策 重要施策 

耐震化・液状

化対策 

◇建築物の耐震化、家具の転倒防止対策の促進 

 長柄町耐震改修促進計画を推進し、住宅や特定建築物等の耐震化を促

進する。また、家具の転倒防止対策の重要性を普及する。 

 【目標】住宅、特定既存耐震不適格建築物の耐震化率 95％ 

◇液状化対策の推進 

 液状化対策の普及、ライフライン施設の応急復旧体制の整備等を推進

し、埋立地等で懸念される液状化による被害を軽減する。 

◇橋梁耐震補強事業の推進 

 長柄町橋梁長寿命化修繕計画に基づく事業と併せて当事業を推進す

る。 

防火対策・消

防体制 

◇防火対策の推進 

 住宅用火災警報器、感震ブレーカー、防炎製品、ＬＰガス放出防止器

等の普及啓発を推進する。  

◇消防団員の確保 

 女性や学生等の加入促進、消防団協力事業所表示制度などの導入を推

進し、消防団員を確保する。 

 【目標】消防団員充足率の増加 
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施策 重要施策 

ライフライン

対策 

◇ライフライン施設の耐震化、応急復旧体制の整備 

 水道等の耐震化を推進し、断減水による生活支障を軽減するととも

に、医療施設等の重要施設への応急給水体制を確保する。 

 農業集落排水施設の耐震化を推進し、持続可能な農業集落排水施設の

機能を確保する。 

 【目標】水道耐震化計画の作成、重要施設への応急給水体制の整備     

長柄町公共施設等総合管理計画に基づく事業の推進 

備蓄・物流対

策 

◇備蓄・物流対策の強化 

被災者の食料、生活必需品等をあらゆる手段で備蓄する（現物、流

通、家庭内、集合住宅共同など）ほか、物資輸送の効率性を考慮して備

蓄拠点や物資集積拠点を配置するとともに、円滑な輸送、管理体制を構

築する。 

 【目標】想定避難者数の３日分を公的備蓄で確保 

自主防災体制

の整備 

◇地区の自主防災力の強化 

 防災訓練、防災リーダーの育成等により、自主防災組織の設置や活動

を促進する。 

 【目標】自主防災組織設置率 100% 

     地域防災リーダーとしてのコーディネーター養成を図る 

町の活動体制

の整備 

◇災害対応力の向上 

 町の初動対応の遅れを防止するため、災害時職員対応マニュアルの修

正、職員の教育、訓練等を行う。  

◇業務継続体制の強化 

 業務継続計画による業務継続体制の構築。 

 【目標】業務継続計画の継続的見直し 

応援協力体制

の整備 

◇応援協力体制の構築 

 県東部以外の地域から応援を受け入れる体制を構築する。また、南関

東地域が広域的に甚大な被害となった場合に南関東以外の地域から広域

応援を要請し、応援の受入れや震災廃棄物等の広域処理体制を構築す

る。 

 【目標】受援計画の作成、継続的見直し 

通信・情報伝

達体制の整備 

◇通信体制の強化 

 被災現場との通信体制を確保するため、指定避難所へのＭＣＡ無線機

の設置を推進するほか、防災行政無線が停電時にも稼働するようバッテ

リーの定期的な交換や電波の受信状況が悪い防災行政無線戸別受信機へ

の外部アンテナの設置を行う。 

◇情報収集体制の強化 

 風評被害を防止するため、交通事業者、ライフライン事業者、報道機

関等と連携した正確な情報の収集・共有体制を確保する。 

◇情報管理・広報体制の強化 

 防災行政無線親局制御装置の完全デジタル化対応により子局との双方

向通信を可能とした上で、メディア連携システムを導入し、防災メー

ル、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）等による災害避難情報の多メディア化を実現

する。また、避難指示等の内容を住民等に的確に伝達するため、災害広

報マニュアルや放送文例の点検、通信訓練等を実施する。 

 さらに、住民等のニーズに応じた災害情報を提供するため、災害情報

を時系列に整理、更新、発信できる情報管理体制を確保する。 
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施策 重要施策 

避難対策 ◇避難誘導体制の構築等 

 避難者の混乱を防止して円滑に誘導するため、地域の地理を把握して

いる消防団、自主防災組織等を活用した避難誘導や広報体制を構築す

る。また、二次避難を想定して交通事業者と連携した避難者の輸送体制

を確保する。 

 【目標】避難指示等判断基準伝達マニュアル等、災害対策を施すため

に必要なマニュアル、防災ハザードマップ等の更新や防災備

蓄倉庫等を設置し防災設備の充実を図る。 

◇避難所の運営体制、環境等の整備 

 町職員による円滑な避難所開設体制を確保するほか、地域住民が主体

となった開設・運営体制についても確保する。 

 また、要配慮者の避難生活に配慮し、指定避難所のバリアフリー化、

福祉避難所の受入体制の整備を進める。 

 【目標】災害時における避難所運営の手引きの継続的見直し 

◇新型コロナウイルス等感染症対策の推進 

 避難所における新型コロナウイルス等の感染を防止するため、過密防

止等の感染防止対策を講じる。 

医療・保健対

策 

◇災害時保健活動体制の推進 

 避難生活中の健康維持のため、災害時の状況を想定して心身両面の健

康相談及び啓発活動を実施できる体制を整備する。 

要配慮者支援

体制の整備 

◇避難行動要支援者の避難支援体制の整備 

 避難行動要支援者名簿の作成を概ね完了し、避難行動要支援者の避難

支援体制の整備を図る。 

◇要配慮者利用施設の避難確保体制の整備 

 社会福祉施設の入所者等の円滑な避難を確保するため、災害危険区域

にかかる利用施設における避難確保計画や避難訓練の実施を促進する。 

帰宅困難者対

策 

◇帰宅困難者対策の推進 

 県、町、交通事業者、関連企業等が連携して「むやみに移動を開始し

ない」基本原則を周知徹底するほか、帰宅困難者の誘導や一時滞在等の

支援体制を構築する。 
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第２章 災害予防計画 
 

第１節 防災意識の向上 

 

項  目 担  当 

第１ 防災教育 学校教育課、防災関係機関 

第２ 過去の災害教訓の伝承 総務課 

第３ 防災広報の充実 総務課、防災関係機関 

第４ 自主防災体制の強化 総務課、産業振興課 

第５ 防災訓練の充実 総務課、長生郡市広域消防本部 

第６ 地区防災計画の推進 総務課 

第７ 調査・研究 総務課 

第１ 防災教育 

町（学校教育課）及び各防災関係機関は、地域コミュニティにおける社会活動等を促進し、多様

な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及促進を図り、地域住民を含めた社会全体の防災力の

向上を図る。 

特に児童期からの防災教育が有効であることから、児童生徒等が災害や防災についての基礎的・

基本的な事項を理解し、災害時には自らの判断のもとに適切に対応し避難する力を養うため、教育

機関においては、家庭や地域等と連携し、防災に関する教育の充実に努める。 

小学校においては、家庭においても児童が率先して家族の避難行動を促すことができるよう防災

教育の強化に取り組む。中学校においては、災害時における避難所でのボランティア活動等、「共

助」の取組を自ら進んで行える人となるように、避難訓練等の機会を通して人材育成を推進する。 

防災教育の推進に当たっては、防災教育を位置付けた「学校教育指導の指針」等に基づき、各学

校において、児童生徒等の発達段階に応じた指導を行うとともに、自らの安全確保はもとより、他

者や地域の防災に貢献しようとする態度を身につけるなど、防災意識の向上を図り、より具体的で

継続的な指導を展開する。 

第２ 過去の災害教訓の伝承 

町（総務課）は、過去に起こった大規模災害の教訓を後世に伝えていくため、災害に関する調査

結果や資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、住民に閲覧できるよう公開する。 

住民は、過去の災害から得られた教訓の伝承に努め、また、自ら災害に備える手段を講ずるとと

もに、自発的な防災活動に参加し、防災意識の向上を図る。 

第３ 防災広報の充実 

町（総務課）及び各防災関係機関は、正しい知識、自ら考え行動する力、自助・共助の取組みを

住民等に普及するため、あらゆる広報媒体を活用した防災広報の充実に努める。 

また、広報の際は、重点的に普及する事項を明確にして行う。 
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〈町の防災広報手段・内容等〉 

媒 体 
広報ながら、講演会の開催、広報車、ビデオ、学級活動、パンフレット、リーフレッ

ト、テレビ、ラジオ、新聞、ホームページ、防災メール、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）等 

対 象 住民、自治会・自主防災組織、児童生徒、企業、町職員 

内 容 

(1) 自らの身を守るための知識 

ア 建物の耐震対策、家具の固定、ブロック塀等の安全対策、落下物防止対策 

イ 食料、飲料水等の備蓄、救急用品等非常持出品の準備 

ウ 出火の防止及び初期消火の心得、住宅用火災警報器、感震ブレーカーの設置 

エ 緊急地震速報の活用方法 

オ 警報や避難指示等の意味と内容の説明 

カ 室内外等における地震発生時の心得 

キ 避難場所、避難方法及び避難時の心得 

ク 水道、電気、ガス、電話等の震災時の心得 

ケ 地域の地盤状況、災害危険箇所、ハザードマップ 

コ 防災学習 

サ 帰宅困難者の心得 

(2) 地域防災力を向上させるための知識 

ア 救助救護の方法          イ 自主防災活動の実施 

ウ 防災訓練の実施          エ 企業の事業継続計画（ＢＣＰ） 

(3) その他一般的な知識 

ア 災害に関する一般知識、調査結果  イ 各防災機関の震災対策 

ウ 地域防災計画の概要 

第４ 自主防災体制の強化 

１．自主防災組織の育成等 

町（総務課）は、防災用資機材の整備助成、リーダー研修、防災訓練への協力等により、自主

防災組織の設置や活動の活性化を促進する。 

また、自主防災組織リーダーの育成に当たっては県の災害対策コーディネーター養成講座など

を活用するほか、自主防災組織の災害時における迅速かつ的確な行動力の養成等を図るため、継

続的な防災活動とそれを支える消防団、民生委員等、小中学校、地域のボランティア等による防

災ネットワークづくりを促進する。 

〈自主防災組織の活動〉 

平 

常 

時 

(1) 防災知識の広報・啓発（地域ぐるみでの防災意識の醸成、家庭内の安全対策） 

(2) 地震による災害危険度の把握（地域の災害履歴、ハザードマップ） 

(3) 防災訓練（個別訓練、総合訓練、体験イベント型訓練、図上訓練） 

(4) 家庭の安全点検（家具等の転倒・落下防止、火気器具・危険物品・木造建物の点検） 

(5) 防災資機材等の整備（応急手当用医薬品、消火用・救助用・防災資機材等の整備） 

(6) 避難行動要支援者対策（避難行動要支援者の把握、支援方法の整理など） 

(7) 他団体と連携した訓練活動の実施（近隣の自主防災組織（自治会等）・消防団・福祉団体・

企業などとの合同訓練、学校等との避難所運営訓練） 

発 

災 

時 

(1) 情報の収集及び伝達（被害状況及び警報、ライフラインの状況、避難指示など） 

(2) 出火防止、初期消火 

(3) 救出・救護（救出活動・救護活動） 

(4) 避難（避難誘導、避難所の運営等） 

(5) 給食・給水（避難所での食料や飲料水・救援物資の配分、炊き出しなど） 

【資料編「長柄町自主防災組織設置助成要綱」】 

２．中小企業の事業継続計画の促進 

 町（産業振興課）は、長柄町商工会と共同して、災害に対する危機管理対策の取組が遅れてい
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る中小企業者等を対象に、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定について、普及啓発と取組の促進を図

る。 

第５ 防災訓練の充実 

災害時における防災活動の迅速かつ円滑な実施を期するため、町（総務課）及び長生郡市広域消

防本部は、各防災機関相互及び地域の自主防災組織や住民との協力体制の確立に重点を置いた総合

訓練や各個別訓練を次のとおり実施する。  

実施に当たっては、地震及び被害の想定を明らかにするとともに通信や交通の途絶、停電等様々

な条件を設定し、参加者自身の判断が求められるなど実践的なものとなるよう工夫する。  

また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにしてその改善に努める。 

〈主な防災訓練計画〉 

総合

防災

訓練 

 町（総務課）は、原則として毎年１回、適当な日を定めて総合訓練を実施する。 

(1) 予知対応型訓練 

  非常招集訓練、災害対策本部運営訓練、情報伝達訓練、図上訓練等 

(2) 発災対応型訓練 

 災害対策本部設置訓練、避難所開設・運営訓練、通信訓練、情報収集訓練、広報訓練、

初期消火訓練、避難誘導訓練、応急救護訓練、救出救助訓練、応急給水訓練、各種復旧訓

練、炊き出し訓練、その他訓練 

個別

防災

訓練 

 町（総務課）は、町災害時における対応能力の向上を図る訓練を随時実施する。 

（主な訓練項目） 

 消防訓練、水防訓練、災害通信連絡訓練、避難等救助訓練、非常招集訓練、指令伝達訓

練、災害対策本部訓練、各種図上訓練（HUG等） 

自主

防災

訓練  

 町（総務課）、長生郡市広域消防本部及び消防団等が協力し、自主防災組織等による訓練

を随時実施する。 

（主な訓練項目） 

初期消火訓練、避難誘導訓練、応急救護訓練、給食給水訓練、図上型訓練、避難所開設・

運営訓練、避難行動要支援者の避難行動支援訓練、被害状況の収集・伝達訓練 

第６ 地区防災計画の推進  

町（総務課）は、地区内の居住者及び事業者等が共同して行う防災活動、訓練、備蓄等を定めた

地区防災計画の策定を支援し、計画的な防災活動を推進する。 

第７ 調査・研究 

１．防災関係機関との情報交換 

町（総務課）は、国、都道府県、区市町村、自衛隊、指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関における防災計画にかかわる情報について、適宜、情報交換を行う。 

２．防災に関する図書・資料等の収集・整理 

町（総務課）は、防災に関する学術刊行物をはじめ、その他防災に関する図書・資料等の収

集・整理を行う。 

３．専門的調査・研究の実施 

町（総務課）は、町の社会状況の変化、国や県の防災方針や災害予測に関する研究の進展に

応じて、防災アセスメントや地区別防災カルテの作成を行い、町防災計画の修正や防災教育等に

活用する。
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第２節 土砂災害予防対策 

 

項  目 担     当 

第１ 土砂災害の防止 建設環境課、総務課 

第２ 地籍調査の推進 建設環境課 

第１ 土砂災害の防止 

１．危険箇所の調査把握等 

(1) 土砂災害危険箇所の調査把握 

町（建設環境課及び総務課）は、県と協力して土砂災害警戒区域等及び土砂災害の危険性が

ある箇所の災害を未然に防止し、その被害の軽減を図るため、土砂災害警戒区域等の調査、把

握に努める。 

(2) 土砂災害危険箇所の公表 

町（建設環境課及び総務課）は、土砂災害危険箇所について、防災マップの作成、広報紙へ

の掲載、パンフレットの配布、説明会の開催、現場への標識・標柱の設置等により周辺地域

住民等に周知徹底を図り、あわせて一般住民への周知に努める。 

(3) 土砂災害警戒区域等の指定と警戒避難体制の整備等 

県は、建築物の損壊や住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地

の区域を「土砂災害警戒区域」又は、「土砂災害特別警戒区域」として指定する。 

建設環境課及び総務課は、主として以下の項目に留意して土砂災害に対する警戒避難体制を

整備するものとし、県は、これらについて町に対し、必要な支援を行う。 

① 土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及び伝達等土砂災害を防止する

ために必要な警戒避難体制に関する事項を本計画に定めるとともに、要配慮者の円滑な警戒

避難に資する土砂災害に関する情報等の伝達方法を定める。 

また、これらの情報を網羅したハザードマップを作成し、配布する。 

② 土砂災害警戒区域内において要配慮者施設が設置されている場合は、当該施設に対し、

土砂災害に関する情報、予報及び警報、避難指示等の情報の伝達方法を定めるとともに、当

該区域内における在宅の避難行動要支援者に対する避難支援体制を確立する。 

③ 土砂災害警戒区域の指定がされていない土砂災害危険箇所についても、指定地域におけ

る対応に準じた警戒避難体制の整備に努める。 

④ 土砂災害警戒区域内に存在する高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者が利用する施設の

所有者又は管理者は、土砂災害時における当該要配慮者利用施設の利用者の円滑かつ迅速な

避難の確保を図るために必要な訓練や、その他の措置に関する避難確保計画を作成し、町へ

の報告及び計画に基づく訓練を行う。また、自衛水防組織の設置に努める。 

町（総務課）は、避難確保計画の作成を促進し、計画の実効性を高めるため、計画の作成

や見直しの技術的支援、施設管理者等と共同で情報伝達訓練などを行う。 

なお、土砂災害防止法の規定により避難確保計画の作成及び訓練等を義務づける要配慮者

利用施設は、資料編に示す。 

【資料編「洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域にかかる要配慮者利用施設一覧」】 

(4) 土砂災害特別警戒区域への措置 

県は、土砂災害特別警戒区域について、居室を有する建築物の新築、増改築に際し建築確認
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申請があったとき、申請建築物が土砂災害に対して安全な構造であるか確認を行う。 

また、宅地分譲や要配慮者関連施設の建築のための開発行為について審査を行う。特に、著

しい損壊のおそれがある建築物の所有者に対しては、移転等の勧告を行うことができる。 

２．急傾斜地崩壊対策 

県は、町（建設環境課）と協議して、次の対策を実施する。 

(1) 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（以下｢急傾斜地法｣という。）第 3条の規定

により、急傾斜地崩壊危険区域の指定を行う。また、この指定区域に含まれていない土砂災

害が発生するおそれがある箇所についても、当該箇所 及び周辺地域の状況に応じて区域指定

の促進を図る。 

〈急傾斜地崩壊危険区域指定基準〉 

次の各号に該当するがけについて、知事が必要と認めるもの 

① 要配慮者利用施設に係る箇所、 

② 避難所や避難路を有する箇所、 

③ 崖の状態が悪く緊急性の高い箇所について重点的に施設整備を実施する。 

(2) 行為の制限 

急傾斜地における災害を防止するため、急傾斜地法に基づき崩壊を助長するような行為の制

限、防災措置の勧告及び改善措置の命令等を行う。 

また、急傾斜地崩壊危険区域内の居室を有する建築物については、建築基準法及び千葉県建

築基準法施行条例に基づく災害危険区域の指定により、建築物の建築に関する制限の徹底を

図る。 

(3) 防止工事の実施 

急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対し、急傾斜地の土地所有者、管理者及び被害を受け

るおそれのある者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当と認められ、かつ、急傾斜

地法に基づく工事採択基準に適合するもののうち、緊急度が高く、地域住民の協力が得られ

るものから順次、法面防護工、排水工等の防止工事を実施する。 

(4) 施設整備の向上 

土砂災害（がけ崩れ）が発生するおそれのある箇所や急傾斜地崩壊危険箇所のうち、急傾斜

地法第 3条の規定により、特に施設整備の必要な箇所について急傾斜崩壊危険区域に指定し、

①保全対象が多く地元要望の多い箇所、②要配慮者関連施設を含む箇所、③利用人家が 50 戸

以上の避難所で近傍に避難所がない避難所を含む箇所について重点的に施設整備を実施する。 

３．土石流対策 

県は、土石流危険渓流について、砂防法第 2条により土石流の発生を助長するような行為を制

限するため、砂防指定を促進し、土石流が発生するおそれの高い箇所や保全対象が多い箇所から

防止工事を実施する。 

４．山地災害対策 

県は、「山地災害危険地区調査要領」により、山腹崩壊危険地区、地すべり危険地区、崩壊土

砂流出危険地区の調査を実施し、計画的に治山事業を実施する。  

５．宅地造成地災害対策 

県は、大規模盛土造成地の崩壊等を防止するため、必要に応じて宅地造成等規制法に基づく宅 

地造成工事規制区域や造成宅地防災区域を指定し、災害防止措置を推進する。  
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町（建設環境課）は、長柄町大規模盛土造成地マップを周知し、大規模盛土の危険性や災害対

策を啓発する。 

第２ 地籍調査の推進 

町（建設環境課）は、災害による土地形状の変化が起こった際の円滑な復旧・復興に資するため、

国土調査事業十箇年計画（22年度より第6次計画）に基づく県の支援を受けて、地籍調査を推進す

る。 
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第３節 火災予防・防火等都市防災の推進 

 

項  目 担     当 

第１ 地震火災の防止 長生郡市広域消防本部 

第２ 防災空間の整備・拡大 企画財政課、産業振興課、建設環境課、県 

第１ 地震火災の防止 

１．出火の防止 

長生郡市広域消防本部は、以下の対策を推進する。 

(1) 一般家庭に対する指導 

自治会・自主防災組織、各種団体を通じて一般家庭に対し、火気使用の適正化及び消火器具

等の普及と取扱い方法について指導を行い「身の安全を確保した後、火の始末、火が出たら

消火」等の地震火災の心得の普及及び徹底を図る。 

また、すべての住宅への住宅用火災警報器の普及促進及び防炎製品活用の周知・啓発を図る。 

さらに、復電時における通電火災を防止するため、関係機関と連携し、感震ブレーカー等の

普及や自宅から避難する際にブレーカーを落として避難するよう啓発する等、出火防止対策

を推進する。 

(2) 防火対象物の防火・防災管理体制の確立 

防火・防災管理者選任義務対象の防火対象物には、必ず防火管理者、防災管理者の選任を記

すとともに、小規模防火対象物についても、災害に対する事前対策と発災時の応急対策が効

果的に行えるよう指導に努め、職場における防火・防災管理体制の確立を図る。 

(3) 火災予防に係る立入検査の強化指導 

消防法第 4条の規定による立入検査を強化し、消防対象物の用途に応じた計画的な立入検査

等を実施し、防火対象物の状況を把握するとともに、火災発生危険の排除に努める。 

(4) 危険物施設等に対する指導 

消防法の規制を受ける危険物施設等の所有者、管理者等に対し、自主防災体制の確立、保安

要員の適正な配置及び危険物取扱従事者等に対する教育を計画的に実施するよう指導する。

また、消防法の規定に基づく立入検査を実施し、災害防止上必要な助言又は指導を行うもの

とする。 

長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例の規定に基づく少量危険物及び指定可燃物の管理及

び取扱いについても、所有者、管理者等に対して必要な助言又は指導を行う。 

(5) 化学薬品等の出火防止 

出火等のおそれのある化学薬品を取り扱う学校等の立入検査を定期的に実施し、保管の適正

化の指導を行う。 

(6) 消防同意制度の活用 

建築物の新築・改築等の許可、認可、確認の同意時に、防火の観点からその安全性を確保す

るため、消防法第 7条に規定する消防同意制度の効果的な運用を図る。 

２．初期消火の普及 

長生郡市広域消防本部は、家庭及び職場での初期消火の徹底を図るため、各家庭や職場に対し

て消火器具の設置を奨励する。 
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また、地域住民に対して初期消火に関する知識、技術の普及、初期消火訓練の指導を行う。 

第２ 防災空間の整備･拡大 

１．公園緑地の整備 

 町（企画財政課、産業振興課、建設環境課）は、災害時における延焼防止帯、救援・復旧活動

の拠点、緊急避難場所を確保するため、市街地における公園緑地の整備を推進する 

２．幹線道路の整備 

 各道路管理者（町建設環境課、県）は、災害時における人・物を輸送する交通機能や火災の延

焼防止機能を確保するため、道路の新設・改良に努める。 

 町（建設環境課）は、未整備の道路整備を推進する。 
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第４節 消防体制の整備 

 

項  目 担     当 

第１ 消防体制・施設の強化 長生郡市広域消防本部 

第２ 消防職員、団員等の教育訓練 長生郡市広域消防本部 

第３ 警防計画の推進 長生郡市広域消防本部 

第１ 消防体制・施設の強化 

長生郡市広域消防本部は、火災をはじめとする各種災害から住民の生命、身体、財産を守るため、

消防ポンプ自動車等の車両及び防火水槽等の消防水利の現況を把握した上で消防施設整備事業を推

進し、消防力の充実・強化を図る｡ 

１．常備消防の強化 

 国の「消防力の整備指針」等に基づき、緊急消防援助隊登録車両を含めた消防車両の計画的な

整備及び増強を図る。 

 また、地震火災に対する事前の各種情報データの整備を行い、地震火災時に迅速、的確な火災

情報の収集及び指揮命令を伝達するため、情報通信体制を整備強化する。 

２．消防水利の整備 

 既存消防水利の機能維持を図るとともに、国が定める「消防水利の基準」、地震被害想定、地

域の火災危険等を考慮した消防水利の整備を推進する。 

 また、大規模地震時の断水に備えて耐震性貯水槽等の整備や自然水利の活用等を検討し、計画

的な整備を推進する。 

３．消防団の充実・強化 

 消防団の施設・装備・処遇の充実、教育訓練体制の充実、青年層・女性層を始めとした幅広い

層への入団促進等、消防団の活性化を推進し、その育成を図るとともに、消防団の活動に関する

普及・啓発を行う。  

 また、消防団に関する普及・啓発や消防団の施設・設備について、必要に応じて県に支援を要

請する。 

４．広域応援の備え 

 千葉県広域消防相互応援協定及び千葉県消防広域応援基本計画に基づき迅速かつ的確な広域応

援が実施できるよう、各種訓練に参加して応援部隊間の連携を図るとともに、県内消防本部との

連絡体制を密にする。 

第２ 消防職員、団員等の教育訓練 

長生郡市広域消防本部は、消防職員や消防団員等に対する教育訓練により活動能力の向上を図

る。 

(1) 総務省消防庁の消防大学校での教育訓練への消防幹部職員等の参加促進 

(2) 県消防学校での教育訓練への消防職員及び団員等の参加促進 

(3) 企業の自衛消防隊員等への教育訓練（講師の派遣等） 

(4) 消防大会及び操法大会への消防職員・団員の参加促進 

(5) その他、各種講習会等への参加促進 
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第３ 警防計画の推進 

長生郡市広域消防本部は、消防計画の見直しにおいて次の事項を検討し、消防対策を推進する。 

(1) 消防組織の整備強化 

(2) 消防施設整備計画 

(3) 火災等の警防計画 

(4) 消防職員及び消防団員の非常時招集計画 

(5) 火災等出動計画 

(6) 特殊消防対象物警防計画 

(7) その他の消防計画 

(8) 消防訓練計画 

(9) 火災予防計画 
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第５節 耐震化・液状化対策の推進 

 

項  目 担     当 

第１ 建築物等の対策 企画財政課、学校教育課、総務課、県 

第２ ライフライン施設の対策 長生郡市広域水道部、東京電力パワーグリッド(株)、東日本

電信電話(株) 

第３ 道路、河川等の対策 企画財政課、建設環境課、県、東日本高速道路（株） 

第１ 建築物等の対策 

１．既存建築物の耐震化 

町（建築環境課）は、長柄町耐震改修促進計画を推進し、住宅、特定既存耐震不適格建築物、

防災上重要な町有建築物等の耐震化を促進する。 

２．教育施設の耐震化 

町（学校教育課）は、小中学校施設等の吊り天井等非構造部材を含めた耐震対策を進める。 

３．建築設備等の耐震対策 

(1) エレベーターの閉じ込め対策 

町（総務課）は、地震時管制運転装置を設けていない既存エレベーターについて、定期報告

等の機会を捉えて同装置の設置の啓発に努める。また、揺れや停電によりエレベーターが停

止し、利用者が閉じ込められた場合の復旧対策について関係団体との情報共有等を進める。 

(2) 落下物防止対策 

町（総務課）は、千葉県落下物防止指導指針に基づき、窓ガラス等の落下に関する専門知識

及び技術の普及、建築物の所有者等への啓発等に努める。  

また、人通りの多い道路や町が定める避難主要道路に面する地上３階以上の既存建築物を対

象に、窓ガラス、袖看板等の落下による危険性のあるものについては、建築物の所有者等に

対して適切な改修や補修の指導を行う。 

(3) 家具・大型家電の転倒防止 

町（総務課）及び長生郡市広域消防本部は、家具・大型家電の転倒による被害を未然に防ぐ

ため、ホームページ、広報ながら、防災イベントにおいて、家具・大型家電の転倒防止対策

の重要性の啓発に努める。 

４．建築防災体制の整備 

町（総務課）は、既存建築物の耐震診断等の実施や県と連携し被災時の応急危険度判定の実施

体制を充実する。 

５．液状化対策の普及 

町（総務課）は、液状化のリスクが高いと推定される地域での建築時の地盤調査や液状化対策

を啓発する。 

県は、液状化対策に役立つ地盤情報の収集や公表、建築技術者等を対象とした液状化対策講習

会を開催する。 
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第２ ライフライン施設の対策 

ライフライン事業者は、施設の耐震化、災害時の代替手段や復旧体制の確保等の対策を推進する。

また、千葉県ライフライン対策連絡協議会の活動等を通じてそれぞれのライフラインが連携した対

策を推進する。 

１．水道施設 

長生郡市広域水道部は、耐震設計、管路の改良及び配水池の増強等により、耐震性を強化する

とともに、老朽化した施設の更新や補強を進める。また、地盤改良等による液状化の防止や液状

化発生時の施設被害を防止する対策の実施に努める。 

長生郡市広域水道部は水道事業ビジョン・経営戦略を推進し、本戦略において位置付けられた

更新計画により施設の耐震化率を計画的に向上させる。 

また、震災等により給水供給が停止した場合、浄水場・配水池だけでは給水用水が不足するた

め、給水拠点である浄水場の非常用水源として井戸を整備し、飲料水を確保する。 

(1) 隣接水道事業者との緊急時連絡管の協定 

(2) 配水施設の機能停止を想定した管路のループ化 

(3) 導水、送水、配水管などの老朽管の耐震化 

(4) 配水池、浄水施設、自家発電施設等の更新と合わせた耐震化 

(5) 施設の常時監視、保守点検、耐震・耐火・耐水の整備補強 

(6) 各配水池への緊急遮断弁等の流失防止装置の設置 

(7) 緊急時給水拠点の確保 

２．電力施設 

東京電力パワーグリッド（株）は、法令に定める技術基準に適合するよう設備の耐震化を推進

する。 

３．電話施設 

東日本電信電話株式会社は、法令に定める技術基準に適合するよう設備の耐震化を推進する。 

第３ 道路、河川等の対策 

１．道路 

各道路管理者（町建設環境課、県、東日本高速道路株式会社）は、橋台等の液状化が予想され

る橋梁については、耐震対策を実施して安全確保に努めるとともに、災害時における緊急輸送道

路の代替性を確保するため、災害に強い道路整備や、被災地の復旧復興に資する幹線道路等の整

備に努める。 

町（建設環境課）は、耐震補強事業に基づく耐震補強工事と橋梁長寿命化修繕計画に基づく修

繕工事を併せて実施するなど効率的な道路の耐震化を推進する。 

２．河川・ため池 

(1) 河川、水門、樋門 

河川管理者（県）は、堤防や護岸等の整備に当たっては液状化対策など耐震対策を考慮して

実施している。 

(2) ため池 

県は、老朽化、降雨、地震等により災害の発生するおそれのある農業用ため池についての

「農業用ため池台帳」を整備し、改修を必要とするものを計画的に改修する。 
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町（産業振興課）は、町の所有するため池について計画的な改修を行うほか、決壊した場合

の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池について、

緊急連絡体制の整備等を推進するとともに、決壊した場合の影響度が大きいため池から、防

災重点ため池のハザードマップを作成し、浸水区域や円滑な避難を普及する。 
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第６節 要配慮者等の安全確保のための体制整備 

 

項  目 担     当 

第１ 避難行動要支援者

の支援体制 

総務課、健康福祉課、地域包括支援センター 

第２ 要配慮者全般の支

援体制 

総務課、健康福祉課、地域包括支援センター、学校教育課 

第３ 社会福祉施設等の

対策 

健康福祉課、総務課、社会福祉施設管理者、県 

第４ 外国人の支援体制 企画財政課 

第１ 避難行動要支援者の支援体制 

町（総務課及び健康福祉課）は、災害対策基本法の規定や国の「避難行動要支援者の避難行動

支援に関する取組指針」に基づき、要配慮者のうち災害発生時に自ら避難することが困難で特に

支援を要する避難行動要支援者の名簿を作成し、これを活用した実効性のある避難支援体制を

整備する。 

１．避難行動要支援者名簿の作成等 

町（健康福祉課及び地域包括支援センター）は、避難行動要支援者の把握、「長柄町避難行動

要支援者名簿」の作成・更新・管理・共有、避難支援等関係者の安全確保等の対策を進める。 

なお、国の指針に基づき、長柄町避難行動要支援者の記載事項は次のとおりとする。 

〈長柄町避難行動要支援者名簿の記載事項〉 

項 目 内 容 

名簿の対象範囲 ① 障害者手帳を有し、障害の程度が１級又は２級の人 

② 療育手帳を有し、障害の程度が○Ａ、○Ａの１、○Ａの２、Ａの１

及びＡの２の人 

③ 精神障害者保健福祉手帳を有し、障害の程度が１級又は２級

の人 

④ 要介護認定者で要介護３以上の人 

⑤ 一人暮らしの高齢者 

⑥ 高齢者のみの世帯 

⑦ その他町長が必要と認める人 

名簿の記載事項 ① 氏名           ② 生年月日 

③ 性別           ④ 住所又は居所 

⑤ 電話番号その他の連絡先  ⑥ 避難支援等を必要とする事由 

名簿の情報提供先 

（避難支援等関係者） 

① 長生郡市広域市町村圏組合 ② 警察署 

③ 町の民生委員等      ④ 長柄町社会福祉協議会 

⑤ 自治会長         ⑥ 自主防災組織の代表者 

２．個別避難計画の策定 

町（総務課）は、自治会・自主防災組織、民生委員等に避難行動要支援者ごとの個別の支援計

画（個別避難計画）の作成を依頼し、説明会の開催等により作成を促進する。 

 自治会・自主防災組織、民生委員等の協力を得て個別避難計画の作成に努める。作成に当たっ

ては、避難行動要支援者の状態、災害の危険度、孤立化等を考慮して支援の優先度を検討し、効

果的に進める。 
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個別避難計画が未整備の避難行動要支援者については、町職員と民生委員等が連携して安否確

認等を円滑に実施する体制を確保するものとし、要支援者ごとの担当者や実施要領を整備する。 

また、避難行動要支援者及び避難支援等実施者（当該個別避難計画に氏名等が記載された避難

支援等の実施者）が同意した場合は災害対策基本法に基づいて避難支援等関係者に対して個別避

難計画情報を必要な限度で提供するとともに、情報漏えい防止など必要な措置を講じる。 

(1) 個別避難計画の作成 

ア 作成に係る方針及び体制等 

避難支援等関係者と連携し、避難行動要支援者の同意を得て個別避難計画の作成に努める。 

作成に当たっては、地域の実情や避難行動要支援者本人の状況を踏まえ、ハザードマップ

上危険な場所に居住する者等、特に優先して作成すべき対象を明確にする。また、避難支援

等関係者、避難行動要支援者本人らと打合せて作成することを基本とするが、状況に応じて

家族や自主防災組織等が作成する方式も考慮する。 

イ 個別避難計画の記載事項 

個別避難計画には、名簿情報に加えて次の事項を記載する。 

① 避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先 

② 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

③ 前各項目に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項 

ウ 個別避難計画のバックアップ 

庁舎の被災等を考慮し、個別避難計画のバックアップ体制を築いておく。また、個別避難

計画情報の提供に際し、避難支援等関係者が適正な情報管理を図るよう適切な措置に努める。 

エ 町における個別避難計画情報の適正管理 

国が策定した『地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン』

に基づき、機密性に応じた情報の取得方法等を具体的に定めた「情報セキュリティポリシー」

の遵守を徹底する。 

(2) 避難支援等関係者への個別避難計画情報の事前提供 

避難行動要支援者の同意等を得た上で（条例に特別の定めがある場合を除く。）、避難支援等

関係者に平時から個別避難計画を提供、共有する。また、個別避難計画を提供された避難支

援等関係者に対し、情報の漏えい防止に必要な措置を講ずる。 

(3) 個別避難計画の更新 

避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法の変更

等を適切に反映するため、適宜、個別避難計画を更新する。 

(4) 個別避難計画未作成者の支援体制の整備 

個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても避難支援等が円滑かつ迅速に

実施されるよう、平時から避難支援等に携わる関係者への必要な情報提供、関係者間の事前

の協議・調整その他の避難支援体制の整備など必要な配慮をする。 

(5) 地区防災計画との整合 

地区防災計画を作成する際は、地区全体の円滑な避難、地区内居住者の個別避難計画との一

体的な運用のため、両計画の整合を図り、訓練等に努める。 

(6) 県との連携 

県に個別避難計画等の作成状況を報告し、必要に応じて助言を求める。 
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第２ 要配慮者全般の支援体制 

１．支援体制の整備 

町（総務課及び健康福祉課）は、自主防災組織の育成及び指導並びに社会福祉施設等への依頼

により、災害時における情報伝達や救助、避難誘導等、自治会などの地域社会全体で要配慮者を

支援する体制づくりに努める。 

また、体制づくりに当たっては、女性の意見や支援体制への女性の位置付けなどを考慮する。 

２．避難指示等の伝達体制の充実・強化 

町（総務課）は、高齢者等避難開始、避難指示等の緊急情報を要配慮者へ迅速かつ確実に伝達

できるよう、情報伝達手段や伝達体制の充実を図る。 

〈要配慮者への避難指示等の伝達手段の現状〉 

同報系防災行政無線（屋外拡声子局、戸別受信機）、防災メール、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ

等）、Yahoo!防災速報、町ウェブサイト、緊急速報メール、広報車による巡回、避難支援

者・自主防災組織等の巡回 

３．防災設備等の整備 

町（総務課）は、一人暮らしの高齢者、障がい者、寝たきりの高齢者、視覚障がい者等の安全

を確保するため、緊急通報装置、文字放送受信装置、自動消火装置等の設置の普及に努める。 

また、災害に関する情報及び被災者に対する生活情報を大規模停電も含め常に伝達できるよう、

その体制及び施設・設備の整備に努めるものとする。 

４．避難施設等の整備及び周知 

(1) 避難所の環境整備 

町（総務課及び学校教育課）は、指定避難所の段差解消、多機能トイレの整備、要配慮者用

スペースの確保、ピクトグラムによるトイレなどの設備の表示等に努めるほか、要配慮者の

避難生活に必要となる車椅子、簡易ベッド、障がい特性に応じた障がい者用備品、ミルク、

ほ乳びん、おむつ等の乳児用備品、女性の視点に配慮した授乳のための設備、生理用品、食

物アレルギー対応食品などの指定避難所への備蓄に努める。 

また、町が備蓄困難な備品等は、関係団体、事業者との協定等により円滑に調達する体制を

確保するほか、個別の事情による医薬品等については要配慮者の家族等が備えておくよう周

知する。 

 (2) 福祉避難所の指定 

町（健康福祉課）は、一般の避難所での生活が困難な要配慮者のために特別の配慮がなされ

た福祉避難所を、町有施設の活用や民間の社会福祉施設との災害協力協定により確保し、受

入対象者を特定して指定する。 

町（総務課及び健康福祉課）は社会福祉施設等と連携協力し、福祉避難所開設・運営マニュ

アルの作成や運営訓練等を実施する。また、必要に応じ資機材等を整備する。 

町（総務課）は、乳幼児連れ世帯向けの福祉避難所の指定を検討する。 

【資料編「指定緊急避難場所・指定避難所等一覧」】 

 

５．防災知識の普及等 

県及び町（総務課）は、要配慮者及びその家族並びに社会福祉施設に対するパンフレット・チ

ラシ等の配布による広報の充実を図る。また、地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけ、災

害に対する基礎知識等の理解を高めるほか、避難支援等関係者との人間関係及び信頼関係の強化
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を啓発する。 

６．避難生活者等の支援体制の整備 

県及び町（健康福祉課及び地域包括支援センター）は、在宅避難や応急仮設住宅に入居する要

配慮者への健康相談や生活支援を災害時に円滑に行えるよう、地域組織、長生保健所、長柄町社

会福祉協議会、その他福祉関係機関のネットワークづくりを推進する。 

また、電源を必要とする医療機器を使用している在宅難病患者等に対し、災害に備えた補助電

源の準備や停電時の入院受入れ等について主治医や訪問看護ステーション等と相談するよう啓発

する。 

第３ 社会福祉施設等の対策 

 県及び町（総務課及び健康福祉課）は、社会福祉施設等において、次の防災対策が講じられるよ

う、施設等に対する指導に努める。 

１．施設の安全対策 

社会福祉施設や老人保健施設の管理者は、災害に対する施設の安全性確保に努める。  

また、電気、水道等の供給停止に備え、入所者及び児童生徒等が最低限度の生活維持に必要な

飲料水、食料、医薬品類等の備蓄を行うとともに、施設機能の応急復旧や施設入居者の酸素療法

等の治療等に必要な非常用自家発電機等の防災設備の整備を行う。 

２．組織体制・計画の整備 

社会福祉施設及び老人保健施設の管理者は、あらかじめ防災組織を整え、施設職員の任務分担、

動員計画、施設関係者緊急連絡体制、県へのライフライン等の被害・復旧状況報告体制等を盛り

込んだ非常災害に関する具体的計画を作成しておく。 

また、町との連携のもと、施設相互間並びに他の施設、近隣の自主防災組織等との日常の連携

が密になるよう努め、入所者及び児童生徒等の実態等に応じた協力が得られるよう体制づくりを

行う。 

その他、町との災害時の情報伝達方法を、相互に確認しておくようにする。 

３．防災教育・防災訓練の充実 

社会福祉施設や老人保健施設の管理者は、施設の職員や入所者及び児童生徒等が災害に関する

基礎的な知識や災害時にとるべき行動等について、理解や関心を高めるための防災学習を定期的

に実施する。 

また、施設職員や入所者及び児童生徒等が、発災時の切迫した状況下においても適切な行動が

とれるよう、施設の構造や入所者及び児童生徒等の判断能力、行動能力等の実態に応じた防災訓

練を定期的に実施する。 

第４ 外国人の支援体制 

町（企画財政課）は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人の要配慮者に対する防災対策に

努める。 

 (1) 外国語による防災パンフレットの配布 

   英語等の防災パンフレットを作成、配布し、日頃より啓発に努める。 

 (2) 在日外国人の防災訓練参加の促進 

   防災訓練実施の際、訓練実施区域に住む外国人の参加を促進する。 
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 (3) 避難場所等の外国語標記 

   指定避難場所等の案内表示板に外国語を併記し、外国人にも理解しやすいように努める。 

 (4) 通訳ボランティアの協力要請 

   被災した外国人の相談に応ずるため、災害時通訳ボランティアの協力体制の確立に努める。 
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第７節 情報通信体制の整備 

 

項  目 担     当 

第１ 情報通信施設の整備 総務課 

第２ 非常通信体制の充実強化 総務課 

第１ 情報通信施設の整備 

町（総務課）は、防災関係機関、住民等への災害情報の収集、伝達を円滑に行うため、多様な

通信手段の整備拡充に努める。特に、災害時に孤立化のおそれがある地区や施設については、

衛星携帯電話などの配備を検討し、当該地域の住民との双方向の情報連絡体制の確保等に努め

る。 

また、通信施設の設置に当たっては、揺れや浸水等の影響を考慮した耐震対策や浸水対策に

留意するほか、一週間程度の継続的な使用が可能な非常用電源設備の整備に努め、保守点検、

的確な操作の徹底等を図る。 

１．防災無線の整備・拡充 

町（総務課）は、防災無線のデジタル回線化、避難所等への無線機の配備、子局の予備バッテ

リーの確保などの整備・拡充を推進する。  

２．担い手の確保 

町（総務課）は、町職員等に対して無線従事者資格の取得を奨励し、無線従事者の増員・確保

を図るとともに通信機器の操作方法の研修を行う。 

３．多メディア化の推進 

町（総務課）は、ＣＡＴＶ、インターネット等多様な通信メディアの活用について検討し、災

害時における多様な通信連絡網の整備充実に努める。 

第２ 非常通信体制の充実強化 

１．非常通信協議会の活用 

町（総務課）は、災害時等に自己の所有する無線通信施設又は一般加入電話等が使用できない

とき、又は使用が困難になった場合に対処する電波法第 52 条の規定に基づく非常通信ルート

（第３章 「第２節 情報通信対策計画」参照）について、非常通信の伝送訓練など関東地方非

常通信協議会の活動等を通じて、非常通信体制の充実強化に努める。 

２．アマチュア無線の活用 

町（総務課）は、アマチュア無線関係団体への協力要請に基づく災害時通信ボランティアの登

録を促進する。また、日本アマチュア無線連盟などアマチュア無線従事者と共同での非常通信訓

練を行うなど、連携強化に努める。 

３．住民への情報提供体制の充実 

町（総務課）は、住民等へ災害情報をより確実に提供するため、町の情報提供の多メディア化

（防災メール、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）等）を推進するとともに、停電時における情報取得に備え

るため、モバイルバッテリー等の備蓄について普及、啓発する。 
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第８節 備蓄・物流計画 

 

項  目 担     当 

第１ 食料・生活必需物資等の供給体制の整備 総務課、県 

第２ 燃料の確保 総務課、長生郡市広域消防本部 

第３ 医薬品及び応急医療資機材等の確保 健康福祉課 

第４ 保健活動資機材の確保 健康福祉課 

第５ 水防資機材の確保 総務課 

第１ 食料・生活必需物資等の供給体制の整備 

１．備蓄意識の啓発 

町（総務課）は、各家庭や事業所等における食料・飲料水等の備蓄を促進するため、家庭等に

おける「最低３日、推奨１週間」分の食料や飲料水、その他生活必需物資を備蓄することについ

て品目や量、普段使用しているものを災害時にも使用する方法など、備蓄の考え方やノウハウの

普及啓発を推進する。 

また、防災関連行事やパンフレットの配布等を通じ、具体的な品目や点検・入れ替え等の方法

も含めて家庭内備蓄の普及・促進を図る。 

２．町の備蓄・調達体制の整備 

町（総務課）は、県の「災害時の緊急物資等の備蓄に関する計画」に準じ、想定避難者数及び

人口等の現況を踏まえて品目ごとに備蓄目標を設定し、現物又は流通による備蓄を推進する。 

なお、町の備蓄目標として、想定地震（東京湾北部地震）に対する備蓄量の確保に努める。 

(1) 現物備蓄の推進 

町（総務課）は、生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・生活必需品などの物資や

避難所運営等に必要な資機材など（感染症対策を含む。）の計画的な備蓄に努める。 

なお、備蓄物資の選定に際しては、地域特性や要配慮者・女性・子供（特に乳幼児）の避

難生活等に配慮するほか、保管期限や耐用年数を考慮した点検、入れ替え等を適切に実施し、

備蓄品の品質管理及び機能維持に努める。 

また、被災者に物資を迅速に提供するため指定避難所等への分散備蓄を進める。備蓄倉庫

を確保するため、既存施設等の活用に努める。 

(2) 流通備蓄の推進 

町（総務課）は、消費期限が短いなどの備蓄に適さない物資、大量に必要となるものです

べてを現物備蓄することが困難な物資、発災からの時間の経過とともに必要となる物資につ

いては災害時の調達で確保するものとし、災害協定の締結団体（企業）の在庫確認やさらな

る災害協定の締結を検討する。 

【資料編「災害協定一覧」】 

３．災害時物流体制の確保 

町（総務課）は、物資集積拠点（役場庁舎）から指定避難所への輸送等を円滑に行うため、千

葉県トラック協会長夷支部等との連携体制を確保する。 

また、物資集積拠点の見直しに当たっては、公共施設のほか、民間物流事業者の倉庫等も対象

として検討する。 
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４．県との連携確保 

町（総務課）は、県の「災害時における物流計画」や「千葉県大規模災害時応援受援計画」に

基づいて県の広域物流拠点から町の物資集積拠点へ輸送される支援物資を、災害時に円滑に受け

入れる体制を確保する。 

また、国の物資調達・輸送調整等支援システムにより、最新の備蓄情報を随時確認する。 

第２ 燃料の確保 

町（総務課）は、平時から公用車の燃料を半分以上確保するよう努める。 

また、千葉県ＬＰガス協会長夷支部や企業と締結した災害協定を踏まえ、緊急車両への優先給油

や災害対策拠点施設（災害対策本部、避難所、医療機関等）への円滑な燃料供給体制を整備する。 

また、長生郡市広域消防本部は、ガソリンスタンドが被災した場合等、燃料確保が困難な状況に

おいても緊急車両等へ燃料を安定供給し、継続的な災害対応を可能とするため、自家用給油設備の

整備を推進する。 

【資料編「災害協定一覧」】 

第３ 医薬品及び応急医療資機材等の確保 

町（健康福祉課）は、茂原市長生郡医師会との災害協定に基づき、医療資機材等を計画的に購入、

備蓄するほか、外房薬剤師会との災害協定に基づく医薬品等の供給を円滑に実施する体制を整備す

る。 

【資料編「災害協定一覧」】 

第４ 保健活動資機材の確保 

町（健康福祉課）は、災害時の保健活動に必要な物品を日常から保健センターに備蓄するととも

に、その保管場所を明確にしておく。 

第５ 水防資機材の確保 

 町（総務課）は、担当堤防延長２km に１箇所程度の割合で水防活動の利便性を考慮した場所に

水防倉庫を確保し、水防活動用資機材等の備蓄、点検に努める。 
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第９節 防災関連施設の整備 

 

項  目 担     当 

第１ 避難施設の整備 各施設所管課、総務課 

第２ 防災拠点の機能継続 各施設所管課 

第３ ヘリコプター臨時離着陸場の確保 総務課 

第１ 避難施設の整備 

１．避難場所等の整備 

町（総務課）は、災害対策基本法、内閣府の「指定緊急避難場所の指定に関する手引き」及び

「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」、県の「災害時における避難所運営

の手引き」により指定緊急避難場所及び指定避難所を指定、整備する。 

また、指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うことについて、日頃から住民等へ周知徹底

する。 

〈指定緊急避難場所等の指定状況〉 

種 類 機 能 指定状況 

指 定 緊 急 避 難 場 所 
切迫する災害（地震、洪

水）から避難する施設 
小中学校・体育館等 

指 定 一 般 避 難 所 
住居が被災した住民等が

一時滞在する施設 
小中学校・体育館等 

指 定 福 祉 避 難 所 
住居が被災した要配慮者

等が一時滞在する施設 
福祉センター 

【資料編「指定緊急避難場所・指定避難所等一覧」】 

(1) 指定緊急避難場所の指定等 

町（総務課）は、災害時における緊急の避難場所と、一定期間滞在して避難生活を送るため

の避難所とを区別して避難施設の整備を行う。 

ア 指定緊急避難場所の指定 

災害の種類ごとに、災害から安全を確保する指定緊急避難場所を、施設管理者の同意を得

た上で指定し、住民へ周知徹底する。  

また、指定緊急避難場所は、災害に対して安全な構造を有する施設又は周囲等に災害が発

生した場合に住民の生命及び身体に危険を及ぼすおそれのない場所とする。 

なお、洪水に対応する指定緊急避難場所は過去の浸水履歴や洪水浸水想定を考慮し、予測

される浸水深以上の高さに避難スペースがあるものとする。 

その他、近隣市町村への避難が効果的な場合は、当該市町村の協力を得て指定緊急避難場

所を指定する。 

 指定緊急避難場所を指定又は廃止したときは、県に通知するとともに公示する。 

イ 指定緊急避難場所の周知 

指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には発生する

おそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択すべきであることについて、

日頃から住民等への周知徹底に努める。 

特に、指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合には、特定の災害においては当

該施設に避難することが不適当な場合があることを日頃から住民等へ周知徹底に努める。 
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ウ 誘導標識の設置 

指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種別

一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努める。 

また、災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努める。 

(2) 指定一般避難所の指定 

ア 指定避難所の指定 

町（総務課）は、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災

者を受け入れることが可能な構造又は設備を有し、災害による影響が比較的少なく、災害救

助物資等の輸送が比較的容易な場所にある施設を、施設管理者の同意を得た上で、あらかじ

め避難所として指定し、住民への周知徹底を図る。 

また、施設の選定に当たっては、災害により重大な被害が及ばないよう既に耐震性、耐火

性が確保され、地域の被災者を収容することが可能な構造又は設備を有するものとする。ま

た、平時から指定避難所の所在地、収容人数等を住民に周知するほか、災害時に指定避難所

の開設状況や混雑状況等を周知する手段の整備に努める。 

なお、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 

指定避難所を指定又は廃止したときは、県に通知するとともに公示する。 

イ 指定避難所の整備等 

災害関連死を減らすには、避難生活でのストレス障害や持病の悪化などを抑制する必要が

あり、パーソナルスペースの確保、飲食料等の備蓄、災害用トイレの準備など避難所の環境

整備が重要となることから、次の点に留意した指定避難所の整備に努める。 

① 天井等の非構造部材の耐震対策を図るとともに、必要に応じ冷暖房施設、換気、照明等

避難生活の環境を良好に保つための設備（その施設を稼働させるために必要な電源や燃料

を含む。）の整備に努める。 

② 救護所、通信機器等施設・設備を整備する。 

③ 要配慮者の入所できる福祉避難用のスペースを確保し、段ボールベッドやパーティショ

ン等を配備する。 

④ 食料（アレルギー対応食品等を含む。）、水、非常用電源（自家発電設備）、医薬品、炊き

出し用具・設備、毛布、仮設トイレ等避難生活に必要な物資等を備蓄する。また、灯油、

ＬＰガスなどの非常用燃料を確保する。 

※備蓄については、第８節「第１ 食料・生活必需物資等の供給体制の整備」参照 

⑤ 間仕切りやワンタッチパーティション、照明等、被災者のプライバシー及び安全を確保

する設備等を整備する。 

⑥ 指定避難所の運営管理のためマニュアルの作成、訓練等を通じて、必要な知識等の普及

に努める。この際、住民等に対しては、住民等が主体的に避難所を運営する体制、熱中症

の予防、対処法等の普及啓発に努める。 

⑦ 学校を指定する場合は、学校が教育活動の場であること、避難所としての機能は応急的

なものであることを考慮し、教育委員会等関係部局や地域住民等関係者と事前に調整する。 

⑧ 指定管理施設の場合は、町と指定管理者により、事前に避難所運営に関する役割分担、

町との連絡体制、施設・設備・事務機器・備品等の使用範囲及びルール、備蓄品の保管、

費用負担等を定める。 

⑨ 選挙の投票所となる施設については、災害時にも投票が行われる場合を想定し、投票所

と避難所の使用スペース等を事前に協議しておく。 

⑩ ペット同行避難者のペットの管理スペースについて施設管理者と事前に協議しておく。 
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(3) 指定福祉避難所の指定 

町（総務課）は、一般の避難所での生活が困難な要配慮者のための福祉避難所を、第６節・

第２「４.避難施設等の整備及び周知」により指定する。また、指定福祉避難所については、

施設のバリアフリー化、ポータブルトイレ等の整備、生活相談職員（概ね 10 人の要配慮者に

1人）等の配置体制確保に努める。 

福祉避難所を指定する際は受入れ対象者を特定して公示し、平時からその周知に努める。ま

た、個別避難計画の作成等の際に、福祉避難所に受け入れる避難行動要支援者を調整し、避

難行動要支援者が福祉避難所へ直接避難できる体制の整備に努める。 

(4) 避難路の整備 

町（総務課）は、避難路の安全性の点検、避難誘導標識の設置、住民への周知徹底等に努め

る。 

(5) 震災対策用貯水施設等の整備 

町（各施設所管課）は、本格的な応急給水が行えるまでの間の水を確保するため避難所等に

飲料水兼用型耐震性貯水槽、耐震性井戸付貯水装置又は災害用井戸の整備に努める。 

(6) その他避難場所の整備・管理 

町（総務課）は、都市公園等を災害発生時における地域住民の一時的な避難場所や救援・復

旧活動の拠点等として整備・管理する。 

【資料編「災害協定一覧」】 

第２ 防災拠点の機能継続 

町（各施設所管課）は、庁舎、避難所等の災害対策拠点施設を大規模地震発生時にも機能を継続

させるため、国土交通省の「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」に基づき、対

象建築物の企画段階から機能継続に係る目標を設定して構造体の変形量等の水準やライフライン途

絶時における自立期間等を想定した設計を行う。また、対象建築物の運用段階においても、本ガイ

ドラインを参考に、大規模地震発生時の対応を円滑化するため普段からの準備（維持管理・訓練等）

を行う。 

第３ ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

町（総務課）は、上空からの情報収集、救助・救急活動、救援物資・人員の搬送、中高層建築物

等における消防活動等で大きな役割を果たすヘリコプターを有効活用するため、日吉小学校などに

臨時離着陸場を確保する。 

なお、指定避難所等の敷地内に臨時離発着場を設ける場合は、使用の際の避難者の安全確保を考

慮した運用方法を検討しておく。
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第１０節 帰宅困難者等対策 

 

項  目 担     当 

第１ 一斉帰宅の抑制対策 総務課、産業振興課、学校教育課、通信事業者、企業、

学校 

第２ 帰宅困難者※1の安全確保対策 総務課、産業振興課、学校教育課、観光施設等管理者 

第３ 関係機関の連携等 総務課、交通事業者、観光施設等管理者 

第１ 一斉帰宅の抑制対策 

１．基本原則の周知・徹底 

町（総務課）は、広報紙、ホームページ、ポスターなど様々な媒体を活用し、「むやみに移動

を開始しない」という基本原則の周知徹底を図る。 

２．安否確認手段の普及・啓発 

町（総務課）及び各通信事業者は、災害用伝言ダイヤル 171、災害用伝言版、災害用伝言板

（web171）、J-Anpi、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）、IP電話などの安否確認手段について、体験サービス

の活用を啓発し、発災時の円滑な利用を促進する。 

また、企業や学校など関係機関において、家族等との安否確認手段やルールを決めておくよう

啓発する。 

３．帰宅困難者等への情報提供体制の確保 

町（総務課）は、関係機関と連携してエリアメール、防災メール、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）、ポ

ータルサイトなどを活用した災害時の帰宅困難者への情報提供体制を検討する。 

４．企業、学校などの施設内待機の促進 

町（産業振興課及び学校教育課）は、企業・学校などにおける従業員等や児童生徒を安全に待

機させるための耐震診断・改修、家具の転倒・落下・移動防止等の環境整備、従業員等との安否

確認手段の確保、家族との安否確認手段の周知などの対策を促進する。 

各企業は施設内待機方針や安否確認手段の従業者への周知、飲料水、食料、毛布などの備蓄に

ついて自ら準備に努め、学校等は、家庭や地域と連携協力した準備に努める。 

※ 帰宅困難者：震災発生時の外出者のうち、地震の発生により交通機関の運行が停止した場合

に、自宅までの距離が遠く、徒歩による帰宅が困難な人を「帰宅困難者」とする。また、自

宅までの距離が近く、徒歩による帰宅が可能な人を「徒歩帰宅者」とし、「帰宅困難者」及

び「徒歩帰宅者」の両方を含めて「帰宅困難者等」とする。 

第２ 帰宅困難者の安全確保対策 

１．一時滞在施設の確保 

町（総務課）は、大規模集客施設等の周辺で予想される帰宅困難者の受入れに有効な一時滞在

施設を公共施設などから選定して指定する。 

また、有効な民間施設についても施設管理者と協議して指定を推進するとともに、一時滞在施

設の周知、受入体制、情報提供手段、備蓄などを検討する。 

２．観光施設等における利用者保護体制の確保 

町（産業振興課）は、観光施設の訪問者等を保護するため、施設管理者や事業者との情報連絡
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体制を確保する。 

観光施設等の管理者は、平時から利用者の保護に係る方針を定めておくとともに、震災発生時

の施設内待機に係る案内や安全な場所への誘導手順についてもあらかじめ検討しておく。 

３．企業、学校などの訓練 

町（産業振興課、学校教育課）は、企業・学校などにおける従業員や顧客、児童生徒の混乱防

止、誘導訓練、情報の収集伝達訓練、安否の確認及び情報発信訓練など、帰宅困難者等の発生を

想定した訓練を促進する。 

第３ 関係機関の連携等 

町（総務課）、交通事業者、観光施設の管理者等は、千葉県帰宅困難者・滞留者対策に関する基

本的指針を踏まえ、個人で準備・行動できることの普及・啓発を図るとともに、関係機関と連携し

た対策の検討、実施を推進する。 
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第１１節 防災体制の整備 

 

項  目 担     当 

第１ 町の防災体制の整備 総務課、企画財政課、各課 

第２ 避難所運営体制の整備 総務課、健康福祉課、学校教育課 

第３ 学校・こども園の防災体制の整備 学校教育課 

第４ 文化財保護対策の推進 生涯学習課、長生郡市広域消防本部 

第１ 町の防災体制の整備 

１．災害対策本部体制の整備 

(1) 活動体制の整備 

 町（総務課）は、災害対策本部設置訓練、HUG や DIG 等の図上訓練、職員研修等を実施

し、「長柄町災害時職員初動マニュアル」の普及、検証、見直しを行う。 

(2) 避難所担当職員の指名  

町（総務課）は、避難所の開設及び初動運営を円滑に行うため、避難所担当職員を指名

する。 

避難所担当職員は、原則として各指定避難所の直近に居住する職員を複数指名する。 

(3) 災害対応マニュアルの作成等 

町（総務課）は、災害対策本部各部の所掌事務を円滑に実行するため、災害対応マニュ

アルの作成、見直しを継続的に実施する。 

(4) 危機管理能力の向上 

町（総務課）は、発災時にプロアクティブの原則（「疑わしいときは行動せよ」「最悪の

事態を想定して行動せよ」、「空振りは許されるが見逃しは許されない」）に則り迅速に災

害対応ができるよう、職員向けの訓練や研修を行うとともに、日頃から、国、県、防災関

係機関の研修を活用し、危機管理に係る知識の取得や危機管理意識の醸成に取り組む。 

２．罹災証明交付体制の強化 

町（税務住民課）は、遅滞なく被災者に罹災証明書を交付できるよう、被災者生活再建支

援システムの導入を検討する。 

３．受援体制の整備 

町（総務課）は、災害の規模や被災地のニーズに応じて他の自治体や防災関係機関から円

滑な応援を受けることができるよう、要請先、連絡手順、連絡調整体制、役割分担、応援部

隊の活動拠点、資機材等の集積・輸送体制等を明確にした受援計画により受援体制を整備す

るとともに、計画内容について継続的に見直しを実施する。 

４．業務継続体制の強化 

(1) 業務継続計画の推進 

町（各課）は、長柄町業務継続計画に基づく対策を推進し、必要な資源の継続的な確保、

定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積、状況の変化等に応じた

体制の見直しを図る。また、計画の評価、検証を踏まえた修正を行う。 
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(2) 策定に係る重要６要素 

町（総務課）は、業務継続計画の策定等に当たっては、特に以下の重要６要素（11 項目）

について定めておくものとする。 

ア 首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制 

○首長不在時の代行順位を定めておく。 

○休日･夜間等における災害発生を想定し、災害応急対策の遂行に必要な職員を確保す

るための参集基準や参集範囲を定めておく。 

イ 本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定 

○災害対策本部を設置する庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎を特定しておく。 

ウ 電気・水・食料等の確保 

○災害対策本部を設置し、応急対策を実施する庁舎用の非常用発電機の台数を具体的に

定めておく。 

○非常用発電機に必要な燃料の備蓄量を具体的に定めておく（72 時間は外部からの供給

なしに稼働できるよう燃料等を備蓄するとともに、停電の長期化に備え、燃料販売事

業者等との優先供給に関する協定を締結している）。 

○職員のために必要な水･食料等の備蓄量を具体的に定めておく。 

エ 災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 

○災害時に必要な通信機器の種類を具体的に定めておく。 

オ 重要な行政データのバックアップ 

○業務の遂行に必要となる重要な行政データを特定し、同時被災しないよう保管してお

く。 

カ 非常時優先業務の整理 

○大規模災害発生時に優先して実施すべき業務（非常時優先業務）を特定しておく。 

○非常時優先業務ごとの遂行体制（全庁的な役割分担、人員配置）を定めておく。 

○非常時優先業務の遂行が職員のみでは困難となる場合に備えるための、他の地方公共

団体からの応援職員受け入れに関する規定（受援を調整する担当組織、派遣要請の手

順、支援を要請する他団体の連絡先、応援職員を受け入れて実施する業務など）を定

めておく。 

第２ 避難所運営体制の整備 

１．地域による避難所運営体制の整備 

町（総務課、学校教育課）は、指定避難所の施設管理者（学校長等）、自治会・自主防災

組織と連携して県の「災害時における避難所運営の手引き」に基づく避難所運営委員会の形

成を平時から推進し、手引きに基づく委員会の編成、運営ルール等の整備、運営訓練の実施

等を促進する。 

２．避難所担当職員による円滑な避難所開設体制の強化 

町（総務課）は、避難所の開設及び初動運営を担う避難所担当職員等に対し、「避難所運

営マニュアル―開設と運営の手順―」を普及するとともに、避難所開設・運営訓練（HUG や

避難所運営資機材の取扱訓練など）を行う。 

３．新型インフルエンザ等感染症対策 

町（健康福祉課）は、避難所における感染症（新型インフルエンザウイルス、新型コロナ
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ウイルス等）を防止するため、次の対策を推進する。 

(1) 避難行動の周知 

避難所での感染を防止するため、災害時には危険な場所にいる人は避難することが原則

のもと、適切な避難行動を住民に周知する。 

ア ハザードマップによる避難の要否（避難が必要な区域等）の確認 

イ 避難時の持出品（マスク、体温計等）の準備 

ウ 避難所以外の避難先（親戚、知人宅等）の確保 

(2) 自宅療養者等の避難確保 

町（健康福祉課）は、平時から長生保健所と連携し、避難指示等発令時における自宅療

養者や濃厚接触者の避難の要否、避難方法、避難先について事前に協議しておく。 

(3) ホテル・旅館等の活用 

避難所の過密を防止するため、町内の宿泊施設や研修施設との災害応援協定を推進する

とともに、これらの施設への優先避難者（高齢者、基礎疾患を有する方等）を検討する。 

(4) 避難所の環境整備 

避難所における感染防止に必要な装備や備品（非接触型体温計、消毒液、パーティショ

ン、段ボールベッド等）を備蓄し、避難所担当職員等に対応を習熟する訓練を実施する。 

４．ペット同行避難 

ペット同行避難者のためのペット保管スペースを確認するとともに、住民に対してペット

同行避難時の持参品（ケージ等）を周知する。 

第３ 学校・こども園の防災体制の整備 

１．学校における事前準備 

町（学校教育課）は、各学校における立地条件などを考慮した災害時の学校安全計画の作

成を促進する。また、学校長に対し、災害に備えた次の対策の実施を指導する。 

(1) 防災施設、設備の点検、整備 

(2) 児童生徒等の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置、保護者との連絡方法の確保 

(3) 町、長生郡市広域消防本部、警察署への連絡体制、保護者への連絡網の整備 

(4) 勤務時間外における職員への連絡体制、非常招集体制の確保、職員への周知 

(5) 地震対応マニュアルや避難訓練計画の作成、訓練 

２．認定こども園における事前準備 

 町（健康福祉課）は、各こども園における立地条件等を考慮した災害時の応急活動や応急

保育を的確に実施するための計画の作成を促進する。また、こども園の責任者に、災害発生

に備えて次のような対策及び措置を講じるよう指導する。 

(1) 防災施設、設備の点検、整備 

(2) 児童の避難訓練、災害時の事前及び事後措置、保護者との連絡方法の確保 

(3) 町、長生郡市広域消防本部、警察署への連絡体制、保護者への連絡網の整備 

(4) 食料、飲料水、離乳食等の備蓄 

(5) 勤務時間外における職員の連絡体制及び非常招集体制の確保並びに職員への周知 

(6) 保護者の引き取りが困難な場合における児童の保護対策 

(7) 地震防災マニュアルや避難訓練計画の作成、訓練等 
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第４ 文化財保護対策の推進 

町（生涯学習課）、長生郡市広域消防本部は、地震、火災等からの文化財の保護対策を実施

する。 

(1) 文化財防火デー（1月 26日）における消防と教育委員会の共同査察 

(2) 重要建造物への消防設備等の設置、火気の使用規制、防火管理体制の促進 

(3) 所有者・管理者、関係機関との協議による文化財の価値を損なわない耐震対策の促進 
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第３章 災害応急対策計画 
 

第１節 組織及び動員計画 

 

項  目 担     当 

第１ 町職員の配備 各部 

第２ 町災害体制本部の設置 各部 

第１ 町職員の配備 

地震に対する町職員の配備基準、体制は次のとおりとし、町内の震度、地震情報の種類によって

は自動配備をとる。 

非常配備職員の編成計画は毎年作成し、職員に周知しておく。 

〈地震時の非常配備基準〉 

態勢 配備基準 配備内容 配備人員 

災

害

対

策

本

部

設

置

前 

第 
１ 
配 
備 

①町内震度が４を記録したとき《自動待機》 

②町内震度が３以下を記録し、被害が生じた場

合で町長が必要と認めたとき 

必要に応じて災害

関係課等の職員で

情報収集連絡活動

が円滑に行える体

制 

総務課 

建設環境課 

第 
２ 
配 
備 

①町内震度が５弱を記録したとき《自動配備》 

②町内で震度が４以下を記録し、被害が生じた

場合で町長が必要と認めたとき 

③気象庁において、南海トラフ地震関連情報

（巨大地震注意）を発表したとき 

《自動配備》 

第１配備体制を強

化し、事態の推移

に伴い速やかに災

害対策本部を設置

できる体制 

第１配備に加え 

産業振興課 
※大規模な発生が
予 想 さ れ ると
き：各部長・本
部付 

災

害

対

策

本

部

設

置

後 

第 
３ 
配 
備 

①町内震度が５強を記録したとき《自動配備》 

②地震等により局地災害が発生した等で、本部

長が必要と認めたとき 

③気象庁が南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

警戒）を発表したとき《自動配備》 

情報、水防、輸

送、医療、救護等

の応急対策活動が

円滑に行える体制 

第 ２ 配 備 に 加

え、各課の職員

を適宜増員する 
※大規模な発生が
予 想 さ れ ると
き：各部長・本
部付 

第 
４ 
配 
備 

①町内震度が６弱を記録したとき《自動配備》 

②地震等により大規模な災害が発生した等で、

本部長が必要と認めたとき 

第３配備体制を強

化し対処する体制 

全員 

第 
５ 
配 
備 

①町内震度が６強以上を記録したとき 

《自動配備》 

②町内全域にわたり大規模な被害が発生した場

合で、本部長が必要と認めたとき 

町の組織及び機能

のすべてを挙げて

対処する体制 

全員 

 また、職員は非常配備の際及び非常配備に備え、次の事項を遵守する。 

勤

務

時

間

内 

① 配備についていない場合も常に災害に関する情報、本部の指示に注意する。 

② 勤務場所を離れる場合には、所属長と連絡をとり常に所在を明確にしておく。 

③ 状況に応じて不急の行事、会議、出張等を中止する。 

④ 正規の勤務時間が終了しても所属長の指示があるまで退庁せず待機する。 

⑤ 速やかに災害対策作業を開始できる服装、名札等を用意する。 

⑥ 自らの言動によって住民に不安や誤解を与えないよう発言には細心の注意を払う。 
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勤

務

時

間

外 

 

① 災害が発生し、その災害が配備基準に定める事項に該当することを知ったとき、又は

該当することが予測されるときは、参集指示を待つことなく、自主的に指定の勤務場所

に参集する。その際、食料１食分及び飲料水を持参する。 

② 災害の状況により勤務場所への登庁が不可能な場合、病気その他やむを得ない状態に

より参集が不可能な場合は、なんらかの手段をもって、その旨を所属の長へ連絡する。 

③ 参集途上においては、可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に努め、参集後

直ちに参集場所の責任者に報告する。 

１．職員の動員 

(1) 勤務時間内 

勤務時間内は、庁内放送及び各課への連絡等を通じて各職員に非常配備を周知する。動員職

員は、直ちにあらかじめ指定された参集場所に参集する。 

なお、体感や身の回りの状況から、震度４弱以上の揺れが発生したと推定できる場合は、推

定震度に相当する配備体制をとる。 

また、被害状況等により、職員の安否を確認した上で必要に応じて町長判断による配備体制

をとる。 

(2) 勤務時間外 

ア 状況確認 

町職員は、地震が発生した場合や地震に関する情報が発表された場合、震度及び警報等の

種類をテレビ、ラジオ、インターネット等で速やかに確認し、自らの配備基準に該当する場

合は、家族の身の安全を確認した後、できる限り早く登庁し、配備につく。 

なお、地震災害時には道路の寸断や交通渋滞の可能性があるので、自動車の使用は控え、

徒歩又は自転車やバイクを利用する。 

イ 参集行動 

指名職員（避難所担当職員等）はあらかじめ指定された場所に参集し、その他の職員は通

常の勤務場所に参集する。緊急に参集する際は、防災服又は作業に適する服装を着用し、身

分証明書を携帯する。 

参集途上においては可能な限り被害状況等の把握に努め、参集後直ちに参集施設の責任者

に報告するほか、参集途中において救助等を要する災害現場に遭遇した場合は、必要に応じ

付近住民と協力して救助等の応急対策活動を行うとともに、最寄りの防災機関へ通報し、援

助を求める。 

なお、災害の状況により参集場所への移動が不可能な場合は最寄りの町の施設に参集し、

当該施設の責任者の指示に基づき、災害対策に従事する。 

ウ 宿日直者の対応 

 宿日直者が災害情報等を収受したときは、直ちに総務課長に報告する。 

 総務課長は町長等に状況報告し、また、配備等に関する指示を受けて各課長に必要な職員

を動員するよう指示する。 

２．警戒活動（災害対策本部設置前） 

(1) 課長の対応 

 各課長は、地震が発生した場合、又は、発生するおそれがある場合、非常配備等の指示の

有無に係わらず必要な職員を配置して警戒活動を開始する。 

 警戒配備態勢が発令された場合は、あらかじめ定める任務分担に基づき、所属職員の指揮

をとる。また、配備した職員や活動状況を総務課に随時報告する。 

 総務課長は、町長及び副町長が不在かつ緊急を要する場合、町長、副町長に代わって次の
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行為をすることができる。この場合、総務課長は、その旨を速やかに町長に報告する。 

① 避難指示等の発令（災害対策基本法第 56条、第 60条、町長の権限） 

② 警戒区域の設定（災害対策基本法第 63条、町長の権限） 

③ 通行規制（道路法第 46条、道路管理者の権限） 

(2) その他の職員の対応 

 勤務時間外に参集した職員は、課長等の指示に基づき、警戒活動を開始する。 

 役場においては、概ね次の警戒活動を実施するものとし、課長等の指示がない場合、参集

職員は積極的にこれらの活動に協力する。 

〈災害初期の主な警戒活動〉 

① 防災行政無線（同報系）、防災メール、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）等による住民への情報伝

達 

② 防災行政無線（移動系）等による情報収集 

③ 県及び防災関係機関との情報連絡 

④ 災害対策本部設置の準備 

⑤ 避難所、救護所の設置準備及び開設運営の支援、その他救護活動の準備 

⑥ 住民からの通報等の対応 

⑦ 参集職員の指揮 

⑧ 自治会・自主防災組織役員との連絡調整 

⑨ 災害情報の収集 

⑩ 住民への避難の呼びかけ 

⑪ その他総務課長等の指示事項 

第２ 町災害対策本部の設置 

１．災害対策本部の設置 

(1) 設置基準 

町長は、「非常配備基準（震災時）」の第３配備に該当する場合、長柄町災害対策本部（以下

「町本部」という。）を設置する。 

(2) 本部室の設置 

本部室を役場本庁舎に設置する。また、役場庁舎が使用不能な場合は、公民館に設置する。 

(3) 設置の通知 

町本部を設置したとき及び解散したときは県に通知するほか、町職員その他必要な機関に周

知する。 

通 知 先 通 知 方 法 

町職員 庁内放送、町防災行政無線、職員連絡メール、電話、口頭 

県（防災対策課） 県防災行政無線、電話、ＦＡＸ、県防災情報システム、メール 

防災関係機関 県防災行政無線、電話、口頭、メール 

住民 
町防災行政無線、広報車、町ホームページ、防災メール、ＳＮＳ

（ＬＩＮＥ等）、緊急速報メール、Ｌアラート 

報道機関 電話、ＦＡＸ、記者発表 

隣接市町 電話、ＦＡＸ、文書、メール 

２．本部組織の確立・運営 

(1) 本部組織の確立 

町長は、長柄町災害対策本部条例に基づき、次の組織体制を確立する。 
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【資料編「長柄町災害対策本部条例」】 

〈町本部機構〉 

 機能・職務等 

本 部 長 本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。 

副 本 部 長 
本部長を補佐し、本部長不在時、又は事故あるときは本部長の職務を代

理する。 

本 部 付 
本部長、副本部長を補佐し、本部長及び副本部長の不在時、又は事故あ

るときは本部長の職務を代理する。 

本部派遣職員 警察、消防本部等防災関係機関から本部長が派遣を求める者 

部 長 部の職員を指揮する。 

本 部 会 議 

本部長、副本部長、本部付、部長び本部派遣職員（以下「本部員」とい

う。）で構成し、本部長の招集により次の事項を審議する。 

 ① 災害対策の基本方針の決定 

 ② 災害対策、活動体制等の総合調整 

 ③ その他重要事項の決定 

また、審議事項に応じて関係する本部員等に限って会議を開催すること

ができる。この場合、審議事項及び決定事項等を本部員等に報告する。 

本 部 連 絡 員 部長が部内職員から指名する者で、本部と部内との連絡調整を行う。 

(2) 本部機構の指揮監督 

   本部事務の総括・指揮監督は本部長の権限により行われるが、本部長不在時、又は事故ある

ときは、以下の順位により権限を委任する。 

〈指揮監督権限の委任〉 

第１順位 副町長      第２順位 教育長      第３順位 総務課長 

(3) 部編成及び事務分掌 

 各部の編成及び事務分掌は次表のとおりとする。 

 なお、支援に関する事務分掌は、当該事務を主担当とする部が指揮を執ることとし、業務

内容や人員等について事前に調整するよう努める。 

  

部 部長 部員 

総務部 総務課長、議会事務局長 総務課職員、議会事務局職員 

管財経理部 企画財政課長、会計課長 
企画財政課職員、会計課職員、 
税務住民課職員 

公安部 健康福祉課長、税務住民課長 健康福祉課職員、税務住民課職員 

技術部 建設環境課長 建設環境課職員 

経済部 産業振興課長 産業振興課職員 

教育部 学校教育課長、生涯学習課長 
学校教育課職員、生涯学習課職員、 
学校給食センター職員、ながらこども園職員 

長生郡市広域市町村組圏組合消防団第８支団 支団員 

※部長が複数名の部については、並び順に代行する。 

本 部 長（町長） 
副本部長（副町長） 
本 部 付（教育長） 

本部派遣職員 

（防災関係機関） 

本部連絡員 
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〈長柄町災害対策本部の部編成及び事務分掌（案）〉 

構成課・係 所掌事項 

総務部（総務課、議会事務局） 

庶務秘書係 

行政管財係 

議会事務局 

 

〇本部長、副本部長の庶務に関すること 

〇災害対策従事者の勤務、健康管理、食料等に関すること  

〇飲食料・生活用品の調達、救援物資の募集に関すること 

〇自衛隊災害派遣、他自治体の応援等の受入れに関すること 

〇自治会・自主防災組織との連絡調整に関すること 

〇災害視察者、見舞者の接遇に関すること 

〇災害対策本部の設置、運営に関すること 

〇災害対策本部会議の庶務に関すること 

〇災害対策の総合調整に関すること 

〇災害情報の収集・整理、関係機関への対応要請に関すること 

〇防災行政無線等の通信統制に関すること 

〇県災害対策本部への報告、自衛隊等関係機関への要請に関すること 

〇防災気象情報等の監視、避難情報の発令に関すること  

〇共用資源（施設、輸送手段、燃料等）の確保・ 管理・調整に関すること 

〇住民からの通報、問い合わせ等の受付、記録に関すること 

〇被災者相談に関すること 

〇議会の災害対策に関すること 

〇所掌不明事項（本部長特命事務）への対応に関すること 

管財経理部（企画財政課、会計課、税務住民課） 

企画広報統計係 

財政係 

会計課 

課税係 

収税係 

〇被害状況調査に関すること 

〇帰宅困難者に関すること 

〇災害広報、報道・取材対策に関すること 

〇被災者台帳の総括に関すること 

〇復興計画に関すること 

〇災害対策資金に関すること 

〇災害救助法事務費用に関すること 

〇義援金に関すること 

〇被害家屋認定調査、罹災台帳、罹災証明書の発行に関すること 

〇町税の特例措置に関すること 

公安部（健康福祉課、税務住民課） 

国保年金係 

戸籍係 

介護保険係 

福祉係 

健康管理係 

新型コロナウイル

ス感染症対策室 

〇避難者情報、住民安否情報の総括に関すること 

〇遺体の処理、埋火葬に関すること 

〇国民健康保険、国民年金の特例措置に関すること 

〇要配慮者（要介護高齢者、障がい者）の支援 

〇福祉避難所に関すること 

〇災害ボランティアセンターに関すること 

〇災害見舞金、災害弔慰金、災害障害見舞金、生活援護資金、被災者生活再建支

援金に関すること 

〇要配慮者（乳幼児、妊産婦）の支援に関すること 

〇医療救護、助産に関すること 

〇防疫（消毒、害虫駆除等を除く。）、保健衛生に関すること 

技術部（建設環境課） 

道路河川係 

管理地籍係 

生活環境係 

〇道路（緊急輸送道路含む。）、橋梁の被害、応急対策（通行規制含む。）、復旧に

関すること 

〇河川氾濫の警戒、水防活動に関すること  

〇土砂災害の警戒、応急対策に関すること 

〇被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定に関すること 

〇被災住宅の応急修理、住居障害物の除去に関すること 

〇応急仮設住宅の供給に関すること 
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構成課・係 所掌事項 

〇仮設トイレの調達、し尿処理に関すること 

〇災害廃棄物に関すること 

〇浄化槽・集落排水の被害、復旧に関すること 

〇環境汚染等の監視、対策に関すること 

〇防疫（消毒、害虫駆除等に限る。）に関すること 

〇家庭動物の保護に関すること  

経済部（産業振興課） 

農林振興係 

農業委員会 

商工観光係 

〇ため池・用水路の氾濫の警戒、被害、復旧に関すること 

〇農林業の被害、復旧に関すること 

〇家畜被害に関すること 

〇商工観光業の被害、復旧に関すること 

教育部（学校教育課、生涯学習課） 

学校教育係 

生涯学習係 

学校給食センター 

ながらこども園 

〇教育・保育施設の災害対策、復旧に関すること 

〇被災児童・生徒等の学用品の調達、応急教育に関すること 

〇へリコプター臨時離着陸場（日吉小学校グラウンド）の運用に関すること 

〇学校給食施設を活用した炊き出しに関する こと 

〇文化財の保護に関すること。 

〇応急保育に関すること 

各部共通 

各部 〇所管施設等に避難所を設置する場合の開設・運営に関すること 

〇所管施設等の被害、応急対策、復旧に関すること 

〇管理施設の保全、施設利用者等の安全確保に関すること 

〇所掌事務に関係する機関・団体、専門ボランティアとの連絡調整に関すること 

〇所掌事務が災害救助法適用事務となった場合における帳簿等の作成に関するこ

と 

３．職員の配置・応援等 

(1) 職員の配置・健康管理 

各部長は部の職員の参集状況に応じて各部の所掌事務を円滑に実行できるよう職員を配置

するとともに、過労や健康障害を防止するため、職員の休憩や交替勤務を指示する。 

なお、災害対応が長期化する場合は、職員の健康調査の実施や帰宅が困難な職員のための

休息スペースの確保、避難所担当職員の早期ローテーションにより職員の健康管理に努める。 

本部連絡員は部内の職員の配置状況、勤務状況及び交替勤務の計画等を総務部に随時報告

する。 

(2) 職員の応援 

各部長は、部の職員が不足する場合、他の部の職員の応援を総務部長に要請する。 

総務部長は、各部の職員配置状況、応援を要する職種等を考慮し、また、各部長と協議し、

部門間の職員の応援を調整する。 

なお、町本部内の職員では対応できない場合、他の自治体等への応援要請を行う。（「第10節 

応援等の要請・受入計画」参照） 

４．災害特別調査班の編成 

 本部長は、被災地の専門的な調査が必要な場合、専門技術を有する職員をもって災害特別調査

班を編成する。災害特別調査班は、速やかに現地調査を行い、調査結果を総務部に報告する。 

５．現地災害対策本部の設置 

本部長は、災害現場近くで総合的な応急対策を指揮する必要がある場合、現地災害対策本部を

現場近くの町有施設等に設置し、副本部長その他の本部員等の中から現地災害対策本部の本部長、
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本部員等を指名する。 

現地本部長は、緊急を要する場合、本部長に代わって次の行為をすることができる。この場合

において、現地本部長は、その旨を速やかに本部長に報告する。 

① 避難指示等の発令（災害対策基本法第 56条・第 60条、町長の権限） 

② 警戒区域の設定（災害対策基本法第 63条、町長の権限） 

③ 通行規制（道路法第 46条、道路管理者の権限） 

④ 関係機関等への応援要請（本部と連絡ができない場合） 

その他、現地調査等を円滑に実施する必要がある場合、現地付近の公共施設等に現地活動拠点

を設置する。 

６．防災関係機関との連携 

本部長は、災害の状況に応じて防災関係機関に先遣隊や連絡調整員の派遣を求め、必要な調整

等を行う。 

また、国や県、防災関係機関の先遣隊や連絡調整員が町本部に派遣された場合や現地災害対策

本部が町内に設置されたときは、総務部との連絡体制を確保し、十分な連絡調整を行う。 

なお、県は災害即応体制時から、あらかじめ選定した県職員を情報連絡員（リエゾン）として

町に派遣し、被害や災害対応の状況、人的・物的ニーズなどの情報を収集する。 

７．県との連携 

災害の発生又は災害の発生が見込まれる際に、市町村における災害対応状況の把握及び県と市

町村間の連絡調整等を円滑に行うため、県から情報連絡員（リエゾン）が派遣された場合は総務

部に受入れ、県との連絡調整を行う。 

また、県災害対策本部会議に町職員の出席を求められた場合、本部長は副本部長その他の本部

員等の中から適切な職員を指名し、県に派遣する。 

８．町本部の解散 

本部長は町の地域において、災害が発生する危険が解消したと認めたとき、又は災害応急対策

が概ね終了したと認めたときは、町本部を解散する。 

また、町本部を解散した場合、１の「(3) 設置の通知」に準じて関係機関に通知する。 

なお、本部解散後においても継続すべき被災者支援や災害復旧等の事務がある場合は、当該事

務を担当する部を構成する課のいずれかに引き継ぐほか、必要に応じて復旧対策本部を設置して

事務を継承する。復旧対策本部の組織体制及び事務分掌等は災害対策本部に準ずるものとし、最

小限の部及び職員で構成する。 
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第２節 情報通信対策計画 

 

第１ 地震情報等の伝達 

１．地震情報 

町（総務部、長生郡市広域消防本部）及び防災関係機関は、千葉県防災情報システム等を通じ

て気象庁及び銚子地方気象台が発表する地震情報を速やかに確認し、関係者に伝達する。 

なお、通信回線の障害・不通時は、テレビ・ラジオ等から情報を入手する。 

また、緊急地震速報で町内の震度が５弱以上の場合は、防災行政無線を利用して住民に伝達す

る。 

(1) 地震情報 

 気象庁は震度５弱以上が予想される場合に緊急地震速報（警報）を発表するほか、次の基

準により、震度、震源等に関する情報を発表する。 

〈地震情報の種類・発表基準等〉 

地震情報の種類 発表基準 内 容 

緊 急 地 震 速 報 
（ 警 報 ） 

・震度５弱以上 
・長周期地震動階級３以上 

最大震度５弱以上を予想した場合、または長周期
地震動階級３以上を予想した場合に、震度４以上
を予想した地域、または長周期地震動階級３以上
を予想した地域（本町は千葉県北東部）に対して
発表する。 

震 度 速 報 ・震度３以上 
地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地
域名と地震の揺れの検知時刻を速報 

震 源 に 
関 す る 情 報 

・震度３以上 
（津波警報又は津波注意報を発
表した場合は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ
ード）を発表 
「津波の心配がない」又は「若干の海面変動があ
るかもしれないが被害の心配はない」旨を付加 

震 源 ・ 震 度 に 
関 す る 情 報 

以下のいずれかを満たした場合 
・震度３以上 
・大津波警報、津波警報又は津
波注意報発表時 

・若干の海面変動が予想される
場合 

・緊急地震速報（警報）を発表
した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ
ード）、震度３以上の地域名と市町村ごとの観測
した震度を発表 
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し
ていない地点がある場合は、その市町村名を発表 

各 地 の 震 度 に 
関 す る 情 報 

・震度１以上 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場
所（震源）やその規模（マグニチュード）を発表 
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し
ていない地点がある場合は、その地点名を発表 

項  目 担     当 

第１ 地震情報等の伝達 総務部、長生郡市広域消防本部、防災関係機関 

第２ 通信の確保 各部、防災関係機関 

第３ 被害情報等の収集・報告 各部、総務部、防災関係機関 

第４ 災害広報・報道対応 総務部、管財経理部、防災関係機関、報道機関 

第５ 災害相談窓口の設置 総務部、各部 

第６ 被災者台帳の作成 総務部、管財経理部、各部 
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遠 地 地 震 に 
関 す る 情 報 

国外で発生した地震について以
下のいずれかを満たした場合等 
・マグニチュード 7.0以上 
・都市部など著しい被害が発生
する可能性がある地域で規模
の大きな地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）及びその規模
（マグニチュード）を概ね 30分以内に発表 
日本や国外への津波の影響に関しても記述して発
表 

そ の 他 の 情 報 
・顕著な地震の震源要素を更新
した場合や地震が多発した場
合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多
発した場合の震度１以上を観測した地震回数情報
等を発表 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 
観測した各地の震度データをもとに、250m 四方ご
とに推計した震度（震度４以上）を図情報として
発表 

〈情報連絡系統〉 

 

２．異常現象等の通報 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、直ちにその旨を町長（総務部）、長

生郡市広域消防本部、警察官に通報する。 

通報を受けた警察官は、その旨を速やかに町長（総務部）、長生郡市広域消防本部に通報する。

通報を受けた町長（総務部）は、直ちに次の機関に通報する。 

(1) 銚子地方気象台 

(2) その災害に関係のある近隣市町 

(3) 最寄りの県出先機関及び警察署 

第２ 通信の確保 

１．通信体制の確立 

町（各部本部連絡員）及び各防災関係機関は、管理する通信設備の機能を維持し、関係者間の

通信手段及び住民等への伝達手段を確保する。また、通信機器ごとに連絡担当者を配置して通信

記録をとる。 

報道機関 

茂原警察署 

県の関係機関 

住民 

ＮＨＫ 

消防庁 

気象庁本庁又は 

大阪管区気象台 
千葉県警察本部 交番・駐在所 警視庁 

携帯電話事業者※ 

ＮＴＴ東日本又は 

ＮＴＴ西日本 

千葉県 

防災危機管理部 

防災対策課 
銚子地方気象台 

長柄町 
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〈主な災害時通信手段と通信拠点〉 

 主な通信手段 主な通信拠点等 

双 
方 
向 

災害時優先電話 
町庁舎、長生郡市広域消防本部、他市町村、主要防災関係

機関、国等 

県防災行政無線（地域衛星

通信ネットワーク） 

町庁舎、長生郡市広域消防本部、他市町村、県内主要防災

関係機関（陸上自衛隊高射学校、銚子地方気象台、ＮＴＴ

東日本千葉支店、東京電力パワーグリッド、日本赤十字

社） 

町防災行政無線（移動系） 町庁舎、現場（携帯機） 

消防無線（消防団専用波） 消防団 

単 
方 
向 

町防災行政無線（同報系） 町庁舎 → 屋外スピーカー、戸別受信機 

エリアメール、防災メー

ル、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等） 
町庁舎 → 携帯電話・スマートフォン（登録者等） 

【資料編「防災無線設置状況」】 

２．代替通信手段の確保 

各防災関係機関は、管理する通信設備の被災、機能低下又は電気通信施設の障害等により通信

に著しい支障が生じた場合は、関東地方非常通信協議会等の加入機関の協力を得るなどして代替

手段の確保に努める。 

第３ 被害情報等の収集・報告 

町（各部）及び各防災関係機関は、地震発生直後から所管する地域、施設等の被害情報等を収集

し、また、災害の危険が解消した段階で被害調査を実施し、随時、町及び県へ報告する。 

なお、被害情報等の主な項目、担当、県への報告様式は次のとおりである。 

〈被害情報等の主な項目と収集・調査の担当〉 

分類 情報項目 
町の担当部 
（協力担当） 関係機関 県への報告様式 

人的被害 
死者、行方不明者、 

重症者、軽症者 

公安部 

広域消防本部 

警察署、自衛隊 

医療機関 

様式１ 

（人的被害） 

住家被害 
罹災世帯 
・罹災者 

全壊・全焼・全流出､ 
半壊・半焼､一部損壊､ 
床上浸水､床下浸水 

総務部 
管財経理部 
広域消防本部 

 － 
様式２ 

（住家等被害） 非 住 家 

被 害 

公共建物 各部 各機関 

その他の建物 総務部 各機関 

道路被害 道路、橋梁被害 技術部 各道路管理者、警察署 
様式３ 
交通規制 
・道路被害 

そ の 他 

被  害 

火災発生件数 広域消防本部  － 

様式４ 

（その他の被害） 

河川施設等被害 各部 長生土木事務所 

清掃施設 技術部  － 
停電、電話不通、 
ガス供給停止の戸数 

(総務部) 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ、
NTT東日本、大多喜ｶﾞｽ 

ﾌﾞﾛｯｸ塀等の倒壊数 総務部  － 

水道施設被害、断水戸数 広域水道部  － (水政・水道) 

田畑の被害 経済部 
長生農業事務所 

農業協同組合 

（農林水産） 
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避難指示等発令状況 総務部  － 
様式５ 

（避難指示等） 

物資資源情報(備蓄物資､集積拠点) 総務部  － 
様式６ 

（物資情報） 

避難所等情報（諸元､開設状況） 総務部  － 
様式７ 

（避難所等情報） 

消防庁が指定する災害情報 
総務部 

広域消防本部 
 － 

災害即報 

第４号様式 

(注) 各項目の被害認定基準及び県への報告要領は「千葉県危機管理情報共有要綱」による。 

【資料編「千葉県危機管理情報共有要綱（抜粋）」】 

１．災害初期の情報収集・伝達 

(1) 被害情報等の収集・伝達 

町（各部本部連絡員）及び各防災関係機関は、次の点に留意して所管の被害情報等を収集し、

町（総務部）に伝達する。 

① 勤務時間外の地震発生時は、職員の参集途上の見聞情報を速やかに集約する。 

② 被災地の映像など、被害規模を推定するための概括的な情報の収集に努める。 

③ 死者・重傷者の多発、市街地火災、電線・電柱・道路の被害や倒木等の多発、ガス漏

れ、堤防の決壊の前兆など、生命保護のため直ちに対処すべき、重要かつ緊急性の高い事

案については、他の情報に優先して伝達する。また、必要に応じて職員を現地に派遣し、

速やかに状況を確認する。 

また、町（総務部）は、被害が甚大なため被害状況の収集及び報告が困難なとき、又は被害

等の調査に専門的な知識や技術を必要とするときは、県、自衛隊等に応援を求める。 

(2) 各地区の被害情報の収集・伝達 

町（総務部）は、自治会・自主防災組織の連絡網を活用して各地区の被害状況や被災者ニー

ズを収集し、町本部へ報告する。併せて、町本部からの広報等を自治会・自主防災組織を通

じて地区住民に提供する。 

町（総務部）は、甚大な被害が発生した地区について、必要に応じて全戸訪問調査を実施す

る。調査に当たっては調査班を編成し、被害状況や被災者ニーズを速やかに調査するととも

に、必要に応じて救援物資や臨時広報紙等を被災者に提供する。 

２．活動状況、被害調査結果等の伝達 

町（各部本部連絡員）及び各防災関係機関は、被害への対応状況やその後の被害調査の結果を

県への報告様式又は町の「被災状況報告」の様式を使用して町（総務部）へ伝達する。 

被害等の調査・報告に当たっては、関係機関との連絡を密にし、調査漏れや重複等のないよう

十分留意するとともに、被害数値等の整合を図る。 

なお、町（各部本部連絡員）及び各防災関係機関は、総務部長が指定する時刻に毎日報告する

ことを原則とする。 

３．県への報告 

 町（総務部）及び防災関係機関は「千葉県危機管理情報共有要綱」に基づき、県（総務部）に

被害情報等を報告する。 

(1) 報告基準 

 町（総務部）及び防災関係機関は、次の基準に該当する災害の場合、千葉県防災情報シス

テム等で被害情報等を報告する。 
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〈報告基準〉 

① 震度５弱以上を観測した場合 

② 気象警報が発表された場合 

③ 町災害対策本部を設置した場合 

④ 災害等の発生が予想され、あらかじめ必要であると県（本部事務局）が認めた場合  

⑤ 上記以外で、災害等による被害を覚知した場合  

⑥ 上記以外で、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い事案が発生した場合 

 

(2) 町からの報告 

町（総務部）は、町内に災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、速やかに被害

情報を収集し、千葉県防災情報システム及び電話・ファクシミリ又は防災行政無線により県

本部事務局（防災対策課）に報告する。 

また、次の点に留意し、災害の状況に応じて国（総務省消防庁）への報告等を行う。 

報

告

事

項 

① 災害の原因  

② 災害が発生した日時  

③ 災害が発生した場所又は地域  

④ 被害の状況（被害の程度等は「千葉県危機管理情報共有要綱」に基づき判定）  

⑤ 災害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置  

 ・災害対策本部の設置状況及び職員の配備状況  

 ・主な応急措置の実施状況  

 ・その他必要事項  

⑥ 災害による住民等の避難の状況  

⑦ 災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類  

⑧ その他必要な事項 

補

足

事

項 

① 県に報告できない場合は、国（総務省消防庁）に報告し、事後速やかに県に報

告する。 

② 震度５強以上を記録したときは消防庁の「火災・災害等即報要領」に基づき、

被害の有無を問わず、第１報等について県及び国（総務省消防庁）に報告する。  

③ 大規模な災害により消防機関へ通報が殺到したときは、その通報件数を国（総

務省消防庁）及び県に報告する。  

④ 道路等の途絶によるいわゆる孤立集落については、早期解消の必要があること

から、道路のほか、通信、電気、ガス、水道等のライフラインの途絶状況を把握

するとともに、その復旧状況と併せて県に連絡する。 

⑤ その他、当該地域における備蓄の状況、医療的援助が必要な者など要配慮者の

有無の把握に努める。 

 

〈国及び県への連絡方法〉 

 総務省消防庁 県 

勤
務
時
間
内 

【消防庁応急対策室】 

① 県防災行政無線 

電話 120-90-49013  （地上系） 

048-500-90-49013（衛星系） 

FAX  120-90-49033  （地上系） 

 048-500-90-49033（衛星系） 

② 一般加入電話 

電話 03-5253-7527 

FAX 03-5253-7537  

【県防災対策課】 

① 県防災行政無線 

電話 500-7320  （地上系）  

012-500-7320（衛星系） 

FAX   500-7298  （地上系）  

012-500-7298（衛星系） 

② 一般加入電話 

電話 043-223-2175 

FAX 043-222-1127 
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勤
務
時
間
外 

【消防庁宿直室】 

① 県防災行政無線 

電話 120-90-49012  （地上系） 

 048-500-90-49102（衛星系） 

FAX  120-90-49036  （地上系） 

 048-500-90-49036（衛星系） 

② 一般加入電話 

電話  03-5253-7777 

FAX  03-5253-7553 

【県防災行政無線統制室】 

① 県防災行政無線 

電話 500-7225  （地上系） 

 012-500-7225（衛星系） 

FAX 500-7110  （地上系） 

 012-500-7110（衛星系） 

② 一般加入電話 

電話 043-223-2178 

FAX 043-222-5219 

第４ 災害広報・報道対応 

町及び各防災関係機関は、相互に協力してそれぞれが有する広報メディアを有効活用し、状況に

応じた正確な広報に努める。 

また、報道機関は、住民の安全確保や避難生活のプライバシーへの配慮、町及び防災関係機関の

災害対策の支障とならないように留意して適切な報道や取材を行う。 

１．町の広報 

町は、的確かつ正確な広報活動を実施する。 

なお、大規模災害の場合、町本部長は被災者を激励し、災害対策の現状や今後の方針、町外か

らの応援状況等をトップメッセージとして発表する。 

(1) 広報内容 

町（総務部）は各部から情報を収集し、災害の状況にあわせて次の情報を発信する。 

災害情報 

①  地震等の気象情報（観測情報と今後の見通し）  

② 災害の発生状況と応急対策の状況  

③  二次災害に関する情報（火災、倒壊建物、浸水等の危険性）  

④  避難指示、指示等の情報 

⑤  安否情報 

⑥  緊急医療情報（応急救護所、医療機関の開設状況）  

⑦ 緊急道路・交通規制情報  

⑧ 住民、事業者のとるべき措置（ガスの安全使用等、電話や交通機関等の

利用制約等） 

生活情報 

① ライフライン情報（電気、ガス、水道、電話等の被害状況と復旧見込み

情報）  

②  食料、物資等供給情報 

③  風呂、店舗等開業状況 

④  バス等交通機関の運行、復旧見込み情報  

⑤  道路情報 

⑥  医療機関の活動情報 

⑦  治安情報 

⑧  災害ボランティア情報 

行政施策 

情  報 

①  住宅情報（応急仮設住宅、空き家あっせん等）  

②  各種相談窓口の開設情報 

③  罹災証明書の発行情報  

④  税・手数料等の減免措置の状況 

⑤  災害援護金等の融資情報等 

⑥ 被災建築物応急危険度判定実施情報 



第３章 第２節 情報通信対策計画 

（地震）67 

被災地外 

への広報 

① 災害の発生状況と応急対策の状況  

② 二次災害に関する情報（火災、倒壊建物、浸水等の危険性）  

③ 安否情報  

④ バス等交通機関の運行、復旧見込み情報 

(2) 広報手段の確保 

町（総務部、管財経理部）は広報の内容、対象者、緊急度等を考慮して次の手段を活用した

広報を行う。 

特に、大規模停電や通信障害等が長期化した場合、災害情報を求める被災者や帰宅困難者が

避難所等を訪れるため、町本部発表の最新情報や臨時広報紙を避難所等に適宜提供する。 

① 広報車による巡回放送 

② 町ウェブサイトへの掲載 

③ 防災メール、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）の配信 

④ 報道機関（放送事業者等含む。）への情報提供（「２．町の報道対応」参照） 

⑤ 臨時広報紙の発行 

⑥ 同報系防災行政無線による放送 

⑦ 各避難所における情報の掲示、配布 

⑧ 自治会・自主防災組織の連絡網等を活用した臨時広報紙等の各戸配布 

２．町の報道対応 

(1) 記者発表 

町（総務部）は、記者会見を定時に開いて必要な情報を報道機関へ提供する。 

〈記者発表の概要〉  

記者会見場所 庁舎２階 

会見 (発表 )者 

第１位 本部長（町長） 

第２位 副本部長（副町長） 

第３位 総務部長（総務課長） 

発 表 内 容 
被害状況、災害応急対策の状況、町の体制、協力要請の状況、今後の

見通しなど 

(2) 災害対策本部や避難者への配慮 

町（管財経理部）は、報道機関の災害対策本部内への立入りと取材を原則禁止する措置をと

るとともに、避難者のプライバシー等に十分配慮するよう報道機関に要請する。 

(3) 放送要請 

町（管財経理部）は、災害の予警報や災害に対してとるべき措置等を住民等に伝達するに当

たり、電気通信設備や無線設備で通信できない場合で特別の必要があるときは、災害対策基

本法第 57 条に基づいて、基幹放送事業者（日本放送協会千葉放送局、(株)ニッポン放送、千

葉テレビ放送(株)、(株)ベイエフエム等）に放送を要請する。 

第５ 災害相談窓口の設置 

町（総務部）は、被災者からの相談や問い合わせに対応し、また、被災者の各種申請手続きを促

進するため、町庁舎や状況に応じて避難所等に災害相談窓口を設置する。 

また、相談窓口には各部の担当者を配置し、被災者の相談に円滑な迅速な対応ができるように努

める。なお、相談窓口で扱う主な事項は次のとおりである。 
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〈災害相談の主な項目・担当〉 

主な相談対応事項 担当部 

被災者生活再建支援金の支給 管財経理部 

義援金の支給 管財経理部 

罹災証明書（火災証明含む。）の交付、不服申し立て 
管財経理部 

長生郡市広域消防本部 

町税の減免 管財経理部 

被災外国人の相談 総務部 

家族等の安否照会 
公安部 

国民年金の減免等 

遺体の埋火葬の支援、災害弔慰金等の支給 公安部 

国民健康保険の減免等 公安部 

動物の保護 技術部 

高齢者、障がい者の支援 公安部 

介護保険、後期高齢者医療費の減免 公安部 

保育料の減免、応急保育の申請 公安部 

被災住宅の修理の支援、応急住宅への入居 技術部 

被災建築物及び被災宅地危険度判定結果の相談 技術部 

被災中小企業等の支援 経済部 

被災農林事業者の支援 経済部 

被災家屋・家財等の処理 技術部 

給水設備の復旧、水道料金の減免 長生郡市広域水道部 

第６ 被災者台帳の作成 

被害が甚大な場合等で本部長が必要と認める場合、災害対策基本法による被災者台帳を作成し、

被災状況に応じて被災者が受けられる援護措置に漏れや重複などがないか確認するとともに、各種

援護措置の効率化を図る。 

１．被災者台帳の作成 

町（管財経理部）は、被災者の基本情報、被害情報及び各種援護措置の実施状況等を収集し、

被災者台帳として整理する。また、災害救助法による救助が行われたときは、災害対策基本法第

90 条の 3 第 4 項の規定により、必要に応じて県に対して被災者台帳に関する情報提供を要請す

る。 

〈被災者台帳の項目一覧〉 

情報項目（備考） 収集先 

① 氏名（住民基本台帳） 管財経理部 

② 生年月日（住民基本台帳） 管財経理部 

③ 性別（住民基本台帳による） 管財経理部 

④ 住所又は居所（住民基本台帳、避難者名簿等） 管財経理部 

⑤ 住家の被害その他町長が定める種類の被害状況（罹災台帳） 管財経理部 

⑥ 援護の実施状況 関係各部 

⑦ 要配慮者については、その旨及び要配慮者に該当する事由 公安部 

⑧ 電話番号その他連絡先 管財経理部 

⑨ 世帯の構成 管財経理部 

⑩ 罹災証明書の交付状況  管財経理部 
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情報項目（備考） 収集先 

⑪ 台帳情報の提供先（町以外の者への台帳情報の提供に被災者本人が

同意した場合） 
管財経理部 

⑫ 台帳情報を提供した旨及び日時（台帳情報を提供した場合） 管財経理部 

⑬ 個人番号（マイナンバー※を利用する場合） 管財経理部 

⑭ その他被災者の援護の実施に関し町長が必要と認める事項 関係各部 

※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）にお

いて、被災者台帳の作成事務にマイナンバーを利用できることが規定されている。 

２．被災者台帳の利用、提供 

町（総務部、管財経理部）は、罹災証明書の発行窓口や災害相談窓口において、被害に応じて

受けられる各種援護措置（支援金等の支給、税金・公共料金の減免等）の申請に当たっては被災

者台帳の掲載情報を町が利用することで各種援護措置の効率化（支援金の支給申請における罹災

証明書添付の省略等）が図られることを説明する。 

また、災害相談窓口において、被災者本人又は家族等から被災者台帳情報についての照会を受

け付け、当該情報を提供する。 
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第３節 地震・火災等避難計画 

 

項  目 担     当 

第１ 避難指示等の発令 総務部、長生郡市広域消防本部、県、茂原警察署、自衛隊 

第２ 避難誘導等 総務部、茂原警察署、公安部、長生保健所、自治会・自主防災組

織、各部、消防団、民生委員 

第３ 避難所の開設・運営 総務部、避難所担当職員、公安部、各部、技術部 

第４ 在宅等避難者の支援 総務部、管財経理部、公安部 

第５ 臨時避難所の確保等 総務部 

第６ 安否照会への対応 管財経理部 

  

 地震による火災等から住民の安全を確保するため、避難指示等を円滑に発令する。また、住居が

被災した避難者等の生活を確保するため避難所を速やかに開設するとともに、避難者をはじめとす

る被災者の安否を把握し、被災者の家族等に適切に提供する。 

第１ 避難指示等の発令 

１．避難指示等の発令 

町長（本部長）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、必要と認める地域の必

要と認める居住者、滞在者その他の者に対し、避難を指示する。 

また、避難指示等に先立ち、避難の準備と要配慮者等の避難の開始を促すため「高齢者等避難」

を発表する。 

なお、立退き避難を行うことにより、かえって生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、

緊急を要するときは「緊急安全確保」を発令する。 

その他、知事、警察官、自衛官等は、災害対策基本法等の規定に基づき、災害から人命等を保

護する必要がある場合は当該地域の住民等に対して避難指示等を発令する。 

〈避難指示等の発令権者及び要件〉 

発令者 種類 要      件 根   拠 

町 長 災害全般 

(指示、緊急安全確保) 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、人命又は身体を災害から保護し、その他災害

の拡大を防止するため、特に必要があると認めると

きは立ち退き避難を指示し、急を要するときは緊急

安全確保を指示できる。 

災害対策基本法 

第 60条第

１項・第３項 

知 事 災害全般 

(指示、緊急安全確保) 

町長が上記の事務の全部又は大部分の事務を行うこ

とができなくなったときに代行できる。 

警察官 災害全般

(指示、緊急安全確保) 

町長が避難のための立ち退きを指示することができ

ないと認めるとき、又は町長から要求があったとき

に、立ち退き避難又は緊急安全確保措置を指示でき

る。 

災害対策基本法 

第 61条 

自衛官 災害全般

(指 示) 

災害派遣を命じられた自衛官は、災害の状況により

特に急を要する場合で、警察官がその現場にいない

ときに立ち退き避難を指示できる。 

自衛隊法 

第 94条 

知事、その命 
を受けた職員 

地すべり 

(指 示) 

地すべりにより著しい危険が切迫していると認める

ときに立ち退き避難を指示できる。 

地すべり等防止法 

第 25条 
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発令者 種類 要      件 根   拠 

知事、その命 
を受けた職員 
又は水防管理者 

洪 水 

(指 示) 

洪水、雨水出水により著しい危険が切迫していると

認めるときに立ち退き避難を指示できる。 

水防法 

第 29条 

〈避難指示等の種類と住民等の行動〉 

[警戒レベル] 

避難情報等 
居住者等がとるべき行動等 

[レベル５] 
緊急安全確保 

●発令される状況：災害発生又は切迫（必ず発令される情報ではない） 

●居住者等がとるべき行動：命の危険  直ちに安全確保！ 

・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場

合、緊急安全確保する。 

ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができると

は限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限ら

ない。 

[レベル４] 
避難指示 

●発令される状況：災害のおそれ高い   

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から全員避難 

・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。 

[レベル３] 

高齢者等避難 

●発令される状況：災害のおそれあり 

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から高齢者※等は避難 

・高齢者等は危険な場所から避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。 

※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障

がいのある人等、及びその人の避難を支援する者 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動

を見合わせ始め、又は避難の準備をするなど自主的に避難するタイミン

グである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居

住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。 

（注）「立退き避難」とは災害リスクのある区域等の居住者等が、自宅・施設等にいては命が脅か

されるおそれがあることからその場を離れ、リスクのある区域等の外側等、

対象とする災害に対し安全な場所に移動することであり、避難行動の基本で

ある。 

「屋内安全確保」とは災害リスクのある区域等に存する自宅・施設等であっても、ハザード

マップ等で自ら自宅・施設等の浸水想定等を確認し、上階への避難や高層階

に留まること等によって計画的に身の安全を確保する行動で、居住者等が自

ら判断する。 

２．警戒区域の設定 

町長、知事、警察官、自衛官、消防吏員、消防団員等は、災害対策基本法等の規定に基づき、

災害から人命等への危険を防止するため必要がある場合は警戒区域を設定し、当該区域への立

ち入りの制限、禁止、退去を命ずる。 

〈警戒区域の設定権者及び要件等〉 

設定権者 種 類 要      件 根拠法令 

町 長 

 

災害全般 災害が発生し、又は災害が発生しようとしている場

合において、人の生命又は身体に対する危険を防止

するため特に必要があると認めるとき。 

災害対策基本法 

第 63条 

知 事 同上 上記の場合において、町が全部又は大部分の事務を

行うことができなくなったとき。 

災害対策基本法 

第 73条 

警察官 同上 上記の場合において、町長若しくはその委任を受け

た町の職員が現場にいないとき、又はこれらの者か

ら要求があったとき。 

災害対策基本法 

第 63条 
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設定権者 種 類 要      件 根拠法令 

自衛官 同上 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、町長その

他職権を行うことができる者がその場にいない場合

に限り行う。 

災害対策基本法 

第 63条 

消防吏員又

は消防団員 

(消防長又は

た消防署長) 

水災を除く 

災害全般 

火災の発生現場や危険物の漏えい等の事故が発生

し、当該事故により火災が発生するおそれが著しく

高く、人の生命又は財産に著しい被害が生じるおそ

れがあるとき。 

消防法 

第 28条 

（第 23条の 2） 

 

警察官 

(警察署長) 

同上 上記の場合で、消防吏員又は消防団員が火災現場にい

ないとき、又はこれらの者から要求があったとき。 

消防団員、 

消防職員 

洪水 水防上緊急の必要がある場所において 水防法 

第 21条 

警察官 同上 上記の場合で、消防機関に属する者がいないとき。 

３．避難指示等の解除 

避難指示等を発令した者及び警戒区域を設定した者は、その危険が解消されたと認める場合、

それらを解除する。 

４．情報共有 

避難指示等の発令及び警戒区域の設定を実施した場合及び解除した場合、町、消防団、県、警

察署、自衛隊等の関係機関は、その旨を相互に連絡する。 

５．複合災害措置 

地震発生時に大規模な火事、洪水、土砂災害などの同時発生が予想される場合には、それらす

べての災害危険区域を避難対象地区とし、すべての災害事象に対応する指定緊急避難場所へ避難

するよう住民等に伝達する。 

６．広域避難 

避難指示等を行った場合の立退き先を町内の指定緊急避難場所等とすることが困難で、他市町

村に避難させる必要がある場合に、災害対策基本法による広域避難を実施する。 

(1) 広域避難の要請 

県内の他市町村に受入れを要請する場合は、その旨を県に報告し、当該市町村と協議する。 

県外の市町村への広域避難が必要な場合は、県に対して当該都県と協議するよう求める。緊

急を要する場合は、県に報告して当該市町村と協議する。 

(2) 広域避難の受入 

他市町村又は県から本町への広域避難の受入れを求められた場合は、正当な理由がある場合

を除いてこれを受諾し、指定緊急避難場所等を提供する。 

第２ 避難誘導等 

１．避難指示等の伝達 

(1) 住民等への伝達 

町（総務部、各部）は、避難指示等を発令した場合、対象地域の避難が必要となる住民及び

要配慮者利用施設等に対して次の事項を速やかに伝達する。 

伝達 

事項 

① 避難対象地域及び対象者   ② 避難先 

③ 避難経路          ④ 避難指示等の理由 

⑤ その他必要な事項 
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伝達 

手段 

① 同報系防災行政無線        ② 放送機関への放送要請 

③ Ｌアラート            ④ 町ウェブサイト 

⑤ 防災メール、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等） ⑥ 広報車、消防団による巡回放送 

⑦ 自治会・自主防災組織の連絡網 

⑧ 要配慮者利用施設への連絡（電話、メール、ＦＡＸ等） 

(2) 新型コロナウイルス等感染者への伝達 

町（公安部）は、新型コロナウイルス等に感染した自宅療養者に避難指示等の発令情報が速

やかに伝達されるよう長生保健所と連携するとともに、その後の避難状況について情報共有

を図る。 

２．避難誘導 

 警察署は、避難経路の要所への誘導員の配置に努める。 

 自治会・自主防災組織及び消防団は、避難対象地域内の住民等を適切に避難誘導する。 

 民生委員等の避難支援等関係者は、避難対象地域内の避難行動要支援者の避難支援を行う。 

  なお、避難方法は徒歩を原則とするが、次の場合は車両の使用を認める。 

(1) 高齢者や障がい者などが長い距離を避難する場合 

(2) 避難者が自力で避難できない場合及び遠隔地の避難所へ早急に避難させることが必要と認め

られる場合 

第３ 避難所の開設・運営 

避難指示等を発令した場合及び災害救助法の適用が見込まれる場合、本部長（町長）は避難所の

開設・運営を開始する。また、災害救助法の適用後は知事が実施主体となり、町長（本部長）は知

事を補助する。 

なお、避難所の開設・運営は「避難所運営マニュアル―解説と運営の手順―」を基本とし、避難

所運営委員会が整備された地域においては避難者による自治運営を推進し、未整備の地域において

は臨時の避難所運営委員会を速やかに組織する。 

また、町は、避難場所や避難所に退避したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切

に受け入れる方策について定めるよう努めるものとする。 

１．避難所の開設・避難者の受入れ 

(1) 避難所の開設 

 町本部長（総務部）は、新型コロナウイルス等感染症の感染防止のため避難所の過密防止

を考慮しつつ、災害の状況に応じて開設する避難所を決定し、避難所の安全性を確認した上

で避難所担当職員に開設を指示するとともに、県に状況を報告する。 

なお、勤務時間内に災害が発生した場合は、施設管理者に開設を依頼する。 

また、あらかじめ指名された避難所担当職員は町本部の指示により参集し、避難所を開設す

る。 

さらに、避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶によ

る孤立が続くと見込まれる場合には、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討

するものとする。 

(2) 避難者の収容 

避難所担当職員は、施設管理者、自治会・自主防災組織、避難所運営委員会等と協力して避

難者を受け入れ、また、避難者名簿を作成して入退所を管理し、町（公安部）に報告する。 

 また、町（公安部）は避難者名簿をとりまとめ、避難者を把握する。 
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２．避難所の運営・避難者の生活支援 

避難所の運営は「避難所運営マニュアル―解説と運営の手順―」を基本として町職員、施設管

理者及び避難者の積極的な自治による運営体制を構築する。 

なお、女性職員の巡回により女性や子育て世代等のニーズの把握に努めるなど、女性の視点に

も配慮した良好な生活環境を確保するほか、避難所等における女性や子供等に対する性暴力・Ｄ

Ｖを予防するための注意喚起や相談窓口の設置等に努める。 

また、避難者の生活支援は、在宅等避難者も含めて実施する。（第４ 在宅等避難者の支援」

参照） 

(1) 避難所担当職員等の派遣 

避難所の開設が長期化することが予想される場合や短期間に複数の災害が発生した場合等、

避難所担当職員のストレス障害等を防止する必要があるときは、全庁的なローテーションに

よる避難所担当職員の派遣体制をとる。この場合、本部長（総務部）は各部に担当避難所を

割り当て、各部長は割り当てられた避難所に部の職員を避難所担当職員として派遣する。 

(2) 食料・生活必需品の供給 

町（総務部）は、各避難所の食料・生活必需品等の需要を確認し、各避難所へ食料等を供給

する。また、各避難所への食料等の到着予定を確認し、各避難所に受け入れ、保管等の準備を

指示する。 

避難所担当職員は避難所運営委員会と協力して支給する食料等の原材料表示や献立表の掲示

等を行い、食物アレルギーの避難者に周知する。 

(3) 要配慮者等の支援 

避難所担当職員は避難所運営委員会等と協力して要配慮者や女性等専用の福祉避難室の確保

に努めるとともに、要配慮者のニーズを把握し、必要に応じて町（公安部）に要配慮者の介助

等を要請する。（「第４節 要配慮者等の支援計画」参照） 

(4) トイレ対策 

避難所担当職員は避難所運営委員会等と協力し、施設のトイレが使用できない場合は災害用

の組み立てトイレを設置する。また、トイレが不足する場合やし尿収集を要する場合は、町

（技術部）に仮設トイレの設置やし尿収集を要請する。（第 16節「第１ 災害廃棄物処理」参

照） 

(5) 保健衛生対策 

避難所担当職員は避難所運営委員会等と連携し、また、町（公安部）に要請し、避難所の衛

生確保、避難者の健康管理等を行う。（「第 14節「第１ 保健・防疫活動」参照） 

(6) 新型インフルエンザ等感染症対策 

避難所担当職員は、避難所における感染症（新型インフルエンザウイルス、新型コロナウイ

ルス等）を防止するため、感染症の流行状況等により次の対策を行う。 

また、町は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、総務部と公安部が連携

して感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

なお、感染症により自宅療養中の住民が指定避難所に避難する可能性を考慮し、避難所の運

営に必要な情報を関係部で共有するほか、避難者の健康管理、避難所の衛生管理、十分な避難

スペースの確保、適切な避難所レイアウトなど感染症対策に必要な措置を講じる。 

ア 健康管理 

受付の際や滞在期間中に、運営職員や避難者の検温、健康状態の調査を行う。また、その

ための受付スペースを確保する。 
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イ 滞在スペースのゾーニング等 

避難所担当職員は、一般の避難者、高齢者や基礎疾患のある方、発熱・咳等がある方、濃

厚接触者等を適切にゾーニングし、動線の分離に努める。 

ウ 衛生確保 

避難所内の十分な換気、滞在スペース等の清掃、消毒を行うほか、食料提供など避難者の

各種支援に当たっては衛生管理を考慮した方法で実施する。また、避難者には、手洗い、咳

エチケット、その他の衛生管理を考慮した生活ルールを周知、徹底する。 

エ 車中泊等の対策 

浸水等の危険がないグラウンドや駐車場での車中泊による避難を周知し、エコノミークラ

ス症候群等を防止するための保健指導を行う。 

また、感染防止対策を講じつつ、避難所滞在者に準ずる避難生活の支援に努める。 

オ 新型コロナウイルス感染症対策 

避難者に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある場合は、事前に確保している

専用スペースへ隔離し、長生保健所に連絡相談し、その指示に従う。 

(7) ペット対策 

避難所担当職員及び避難所運営委員会はペットの飼育スペースを確保し、同行避難者に対し

てペットの飼育ルールの遵守を徹底する。 

また、ペットの救護等の問題が生じた場合は、町（技術部）に対策を要請する。（第 14 節

「第３ 動物対策」参照） 

(8) ボランティアの確保 

長柄町社会福祉協議会は、各避難所のボランティアニーズを収集し、町災害ボランティアセ

ンターにボランティアの募集を要請する。（「第 20節 災害ボランティア対応計画」参照） 

３．避難所の閉鎖 

避難所の閉鎖に当たっては、あらかじめ避難者に対して閉鎖を予告し、地域的に統廃合し、順

次閉鎖するものとする。また、学校施設については、授業再開に必要となる教室等から順次閉鎖

する。 

第４ 在宅等避難者の支援 

１．在宅等避難者の支援 

町は、在宅、車中泊、テント生活など、避難所以外の場所での避難生活を余儀なくされた住民

（「在宅等避難者」という。）に対し、避難所滞在者に準ずる避難生活の支援に努める。 

なお、在宅等避難者への食料等の支給、保健衛生指導等の各種支援措置は、避難所を拠点とし

て実施する。 

町（公安部）は、自治会・自主防災組織の協力を得て、在宅等避難者の所在を確認し、在宅等

避難者名簿を作成する。 

町（総務部、管財経理部）は、在宅等避難者に対し、避難所等で食料の支給等の各種支援を実

施することを周知する。 

第５ 臨時避難所の確保等 

 大規模災害により避難者数が避難所の収容力を上回る場合は、町内の宿泊施設の確保、他市町村

への受入要請等により対処する。 
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１．他市町村への受入要請 

町（総務部）は、災害協定や災害対策基本法に基づき、他市町村に避難者の受入れを要請する。 

また、災害対策基本法に基づき、県知事に県外市町村への避難者の広域一時滞在を要請する。 

２．宿泊施設の借り上げ 

 町（総務部）は、町内の旅館、ホテル、保養所等の借り上げによる避難所の設置を検討する。

また、千葉県旅館ホテル組合等に宿泊施設への避難所設置協力を要請する。 

３．テント避難場所の確保 

 町（総務部）は、指定緊急避難場所及び指定避難所の空地その他公園等にテント設営避難所を

指定し、車中泊等の避難者にテントの設営を許可する。 

 また、千葉県テントシート工業組合や災害協定を締結する団体・企業に、テント、発電機、仮

設トイレ等の供給、設営を要請する。 

 なお、農村公園等は応急仮設住宅の建設候補地のため、建設着工までの期間に限って活用す

る。 

第６ 安否照会への対応 

町（管財経理部）は、被災者の安否情報について家族及び親族等から照会があった場合、災害対

策基本法に基づき、被災者関係者の利益侵害（暴力、ストーカー行為、児童虐待、債権の取り立て、

営業行為による被害等）のないように配慮して適切に回答する。 

１．安否情報の収集、管理 

町等が管理する被災者の安否に関する情報（管財経理部、公安部、長生郡市広域消防本部等が

所管する避難者名簿、在宅等避難者名簿、医療救護記録、避難行動要支援者名簿による安否確認

結果、行方不明者リスト等）を必要な限度で内部利用し、また、必要に応じて警察署等に住民の

安否に関する情報提供を求め、被災者ごとの安否情報を整理する。 

２．安否照会の受付 

災害相談総合窓口等で安否照会を受け付け、照会者に対して運転免許証、健康保険の被保険証、

在留カード、住民基本台帳カードなどの本人確認書類等の提示を求めて本人確認を行う。 

〈安否照会者の確認事項〉 

① 照会者の氏名、住所 

② 照会に係る被災者の氏名、住所、生年月日及び性別  

③ 照会をする理由 

３．安否情報の回答 

災害対策基本法に基づき、照会者の区分に応じて、次の安否情報を提供する。 

〈照会者の区分と提供可能情報〉 

照会者の区分 提供する情報 

被災者の同居の親族 
被災者の居所、負傷若しくは疾病の状況又は連絡先その他

安否の確認に必要と認められる情報 

被災者の親族（上記を除

く）又は職場の関係者 
被災者の負傷又は疾病の状況  

被災者の知人等 町が保有している安否情報の有無 

上記のすべて 照会に際しその提供について被災者が同意した安否情報 
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第４節 要配慮者等の支援計画 

 

項  目 担     当 

第１ 避難行動要支援者の避難支援 総務部、公安部、長生郡市広域消防本部、茂原警察

署、自治会・自主防災組織、民生委員等、消防団、

町社会福祉協議会 

第２ 避難所における要配慮者の支援 教育部、公安部、管財経理部、、避難所担当職員 

第３ 福祉避難所の設置 公安部 

第４ 応急生活支援 公安部、技術部 

第５ 要配慮者利用施設の避難確保 公安部、要配慮者利用施設管理者 

 

災害時に特別な配慮を要する高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者の安全を確保するとともに、

特に自ら避難することが困難な在宅の避難行動要支援者については、避難支援等関係者（自治会長、

民生委員等、長生郡市広域消防本部、消防団、警察署、町社会福祉協議会等）の協力を得て安全確

保に努める。 

また、社会福祉施設、医療機関等で要配慮者が入所する施設（「要配慮者利用施設」という。）の

管理者等は事前に作成した避難確保計画等に基づいて利用者の安全確保に努める。 

第１ 避難行動要支援者の避難支援 

避難指示等が発令された場合、避難支援等関係者は避難行動要支援者等と連絡をとり、また、安

否を確認し、避難指示等の内容を相互に確認の上、事前に作成した避難支援プラン個別計画等に基

づき、要支援者の避難支援を行う。 

避難支援等関係者は、避難行動要支援者の安否確認や避難支援の結果を、避難所担当職員を通じ

て町（公安部）に報告する。また、避難行動要支援者名簿を避難所担当職員に引き継ぎ、避難所生

活での支援に活用する。 

なお、本部長（総務部）は、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、避難行動要支援者を保

護するために特に必要な場合、本人の同意のない避難行動要支援者名簿、個別避難計画の情報を、

災害対策基本法第 49条の 11及び 49条の 15の規定により、避難の支援等に必要な範囲で避難支援

等関係者等に提供する。 

第２ 避難所における要配慮者の支援 

１．避難所の生活環境等の確保 

町（公安部、避難所担当職員）は各避難所の避難所運営委員会等の協力を得て、要配慮者用の

スペース（福祉避難室）の確保に努めるほか、障がい者用トイレやスロープの仮設に努める。 

また、避難生活が長期化する場合は、畳、マット、間仕切り、おむつ交換等が可能な簡易ベッ

ドなどの設置に努める。 

なお、これらの備品等が不足する場合は、災害協定の締結団体に供給を要請する。 

２．要配慮者の介助 

町（公安部、避難所担当職員）は各避難所の避難所運営委員会や避難支援等関係者等の協力を

得て、避難所や在宅避難の要配慮者の健康状態、避難生活上のニーズ等を把握する。 

また、福祉関係職員、保健師、看護師等と連携し、健康相談、健康被害の予防活動、生活支援

等に努める。 
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３．情報提供等の支援 

町（管財経理部、公安部、避難所担当職員）は、各避難所の避難所運営委員会や手話通訳者等

の協力を得て、聴覚障がい者のための手話、筆談等による情報提供や相談対応に努める。 

４．ＤＷＡＴの要請 

避難所の高齢者、障がい者、乳幼児その他の要配慮者の生活機能の低下の防止等のため、町

（公安部）は、必要に応じて「千葉県災害福祉支援チームの派遣に関する基本協定」により千葉

県災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）の派遣を県に要請する。 

第３ 福祉避難所の設置 

１．福祉避難所の設置 

町本部長（公安部）は、避難所や在宅避難による生活が困難な要配慮者がいる場合又はその

可能性がある場合、福祉避難所の設置を決定する。 

町（公安部）は、災害協定を締結する団体に福祉避難所の設置、運営及び福祉避難所への介

護員の派遣を要請する。 

また、身体状況の悪化により、緊急に入所介護・療養等が必要な要配慮者については、社会

福祉施設への緊急入所や病院への入院措置を支援する。 

【資料編「災害協定一覧」】 

２．福祉避難所等への搬送 

町（公安部）は要配慮者の障がいの状態や、心身の健康状態等を考慮し、福祉避難所への受

入れの優先順位を検討する。また、福祉避難所等の施設管理者と協議し、要配慮者の状態や介

助者の有無等を考慮して受入先を調整し、施設管理者及び要配慮者の家族等の協力を得て搬送

する。 

第４ 応急生活支援 

１．福祉仮設住宅への優先入居等 

町（技術部）は、応急仮設住宅等の確保及び提供に当たって要配慮者の実態を考慮し、福祉

仮設住宅の確保や入居選定時の優先措置などに努める。 

２．生活支援 

町（公安部）は社会福祉士、介護福祉士、児童相談員等の協力を得て、応急仮設住宅に入居

する要配慮者等の巡回相談や介助サービスの提供に努める。 

第５ 要配慮者利用施設の避難確保 

 避難指示等が発令された場合、要配慮者利用施設の管理者等は事前に作成した避難確保計画等に

基づき入所者の避難等を実施する。 

 また、利用者や施設の被災状況等を町（公安部）に連絡する。
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第５節 消防・水防対策計画 

 

項  目 担     当 

第１ 消防・救助・救急活動 長生郡市広域消防本部 

第２ 危険物等の対策 長生郡市広域消防本部、県 

第３ 水防活動 長生郡市広域消防本部 

第１ 消防・救助・救急活動 

１．活動方針 

 大規模地震発生時は、人命にかかわる多様な危険現象が複合的に発生することが予想されるこ

とから、災害事象に対応した活動体制を消防本部、消防団の全機能をあげて展開し、住民の生

命・身体及び財産の保護に努める。 

２．長生郡市広域消防本部の活動 

(1) 消防活動 

ア 人命の安全を優先とした避難路確保の活動を行う。 

イ 重要かつ延焼拡大の危険要素が高い地域を優先に活動を行う。 

ウ 複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先して活動を行う。 

エ 工場、大量危険物貯蔵施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市街地に

面する部分及び市街地の延焼火災の消火活動を優先とし、それらを鎮圧した後に部隊を集中

して活動に当たる。 

オ 重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に被災した場合は、重要対象物の防御活動を

優先する。 

(2) 救急・救助活動 

ア 救命処置を要する重症者を最優先する。 

イ 火災現場付近に発生している事象を優先する。 

ウ 多数の人命を救護することを優先する。 

エ 災害の状況等を判断し、現場救護所を設置する等、効果的な救護活動を行う。 

オ 医療機関への搬送は、関係機関との連携を密にし、効果的な搬送体制の確保に努める。 

カ 救護能力が不足する場合は、消防団員、自主防災組織等に協力を求めるなど、関係機関

との連携を密にし、効果的な活動を行う。 

キ 災害の状況により救急・救助を伴う場合は、努めて救急隊と救助隊等が連携して活動す

る。 

３．消防団の活動 

(1) 地震等の発生により、災害発生が予測される場合は、住民に対し、災害防止のため広報活動

をするとともに、被災した場合は、住民と協力して消防活動を行う。 

(2) 長生郡市広域消防本部の出動不能若しくは、困難な地域における消防活動、又は主要避難路

確保のための活動については、単独又は長生郡市広域消防本部と協力して行う。 

(3) 避難指示等が発令された場合は、これを伝達するとともに、関係機関と連絡をとりながら住

民を安全に避難させる。 

(4) 長生郡市広域消防本部、自主防災組織等と協力し、要救助者の救出・救助、負傷者に対する
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応急措置及び安全な場所への搬送を行う。 

４．救助資機材の確保 

 長生郡市広域消防本部は、倒壊家屋等からの救助のために重機等を必要とする場合、災害協定

を締結する企業に重機の派遣を要請する。 

【資料編「災害協定一覧」】 

５．消防広域応援の要請 

(1) 緊急消防援助隊 

 町長（本部長）は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、県知事に対して

緊急消防援助隊の出動を要請する。 

(2) 千葉県広域消防相互応援 

 千葉県内消防機関による広域的な応援を実施する必要が生じる場合は「千葉県広域消防相

互応援協定」及び「千葉県消防広域応援基本計画」・「千葉県消防広域応援隊運用要綱」に定

めるところにより、迅速な消防相互応援を実施する。 

 また、千葉市に航空特別応援の要請を必要とする場合は「千葉県広域消防相互応援協定に

基づく航空特別応援事前計画」により要請する。 

６．消防・警察・自衛隊等との連携 

 消防広域応援部隊、警察広域緊急援助隊、自衛隊災害派遣部隊等による合同での救助活動等を

行う場合、長生郡市広域消防本部は状況に応じて合同指揮所や調整会議等を設け、活動方針、任

務分担、担当区域、情報共有等について適切な連携を図る。 

第２ 危険物等の対策 

１．高圧ガス等の保管施設 

県及び長生郡市広域消防本部は、必要に応じて事業所に対してガス保安措置等についての指導

を行うとともに、関係機関との情報連絡を行う。 

２．石油類等危険物保管施設 

長生郡市広域消防本部は、危険物施設の所有者等に対し、次に掲げる措置を当該施設の実態に

応じて講じるよう指導する。 

(1) 危険物の流出・爆発等のおそれのある作業及び移送の停止措置並びに施設の応急点検と出火

等の防止措置 

(2) 混触発火等による火災の防止措置、初期消火活動、タンク破壊等による流出及び異常反応、

浸水等による広域拡散の防止措置と応急対策 

(3) 災害状況の把握及び状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命安全措置並びに防災機

関との連携活動 

３．火薬類保管施設 

県及び関東東北産業保安監督部は、延焼等により被害が拡大するおそれのある施設を対象に、

緊急時における管理上の措置命令を発する。 

４．危険物等輸送車両 

長生郡市広域消防本部は、関係機関と連携して次の応急措置を行う。 
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(1) 事故通報等に基づきその状況を把握の上、交通規制等について関係機関と密接な情報連絡

を行う。 

(2) 必要に応じ、地域住民への広報活動や警戒区域に対する規制等を行う。 

(3) 危険物輸送車両の関係者に対して、必要に応じ使用停止又は使用制限の緊急措置命令を発す

る。 

第３ 水防活動 

 洪水のおそれがあるときは水防計画に準じて水防活動を行うが、地震時には河川施設の被害状況

に応じて施設等の監視、操作及び洪水防御活動を的確に実施する。 

その他 風水害編 第３章第６節「第３ 水防活動」に準ずる。 
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第６節 医療･救護計画 

 

第１ 医療救護活動 公安部、茂原市長生郡医師会、茂原市長生郡歯科医師会、千葉

県柔道整復師会南総支部、外房薬剤師会、千葉県看護協会長夷

地区部会、各医療機関、長生郡市広域消防本部、日本赤十字社

千葉県支部 

第２ 地域医療の応急対策 公安部、長生保健所 

第１ 医療救護活動 

災害により、通常受けられる医療が受けられなくなった住民等に対して、地域における診療機能

が一定程度回復するまでの間、救護所の設置をはじめとした医療救護活動を行う。 

１．初動医療 

(1) 救護本部の設置 

町（公安部）は、長柄町健康福祉課に長柄町救護本部を設置し、県の災害医療本部及び合同

救護本部、長生郡市町村及び広域医療救護所設置予定病院（公立長生病院、塩田記念病院、

宍倉病院）、茂原市長生郡医師会、茂原市長生郡歯科医師会、日本赤十字社千葉県支部等の医

療関係団体等と連携した医療救護活動を実施する。 

(2) 広域医療救護所の設置 

町救護本部は、長生郡市町村及び広域医療救護所設置予定病院との災害協定に基づき、必要

に応じてこれらの関係機関と広域医療救護所の設置について協議する。 

なお、広域医療救護所では次の医療救護を行う。 

ア 来院したすべての傷病者のトリアージ 

イ トリアージされた傷病者に対する重症度に応じた処置 

ウ 処置困難な傷病者に対する域外搬送の手配 

(3) 救護班の編成 

町救護本部は広域医療救護所に職員を派遣するともに、広域医療救護所が設置されたことな

どを住民に周知する。 

２．後方医療 

町救護本部は、広域医療救護所等で対応できないときは、後方医療施設での対応を要請する。

周辺に後方医療施設を確保できない場合は、長生地域合同救護本部を通じて、県災害医療本部に

対し、広域的な受入先の調整やヘリコプター等の搬送手段の確保を要請する。 

【資料編「災害協定一覧」】 

〈災害医療救護施設〉 

種 類 候補施設 医療機能 

地域災害 

拠点病院  
東千葉メディカルセンター 

重傷者の受入れ、広域搬送の対応、ＤＭ

ＡＴ等の派遣・受入れ など 

災害医療 

協力病院 

公立長生病院、宍倉病院、塩田記

念病院 

中等症者・重傷者の受入れ、災害拠点病

院への重傷者の搬送・広域搬送への対応 

３．傷病者の搬送 

救出現場から医療救護所までの重症者の搬送は、長生郡市広域消防本部が救急車等により行う。 
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長生郡市広域消防本部で対応できない後方医療機関又は県外の医療機関までの搬送は、町救護

本部が長生地域合同救護本部を通じて、県災害医療本部に対し救急車又はヘリコプター等による

搬送を要請する。 

軽症者の搬送は、自主防災組織、事業所等が協力して行う。 

第２ 地域医療の応急対策 

１．地域医療の確保 

町（公安部）及び長生保健所は、周辺の医療機関の稼働状況を収集して広報する。また、関係

機関の協力を得て、医療機関への通院支援や巡回診療を行うなど地域医療の確保に努める。 

２．人工透析患者等への対応 

町（公安部）は、在宅の人工透析、人工呼吸器装着者等について医療機関の対応状況の確認、

情報提供に努める。また、必要に応じて、受入れ可能な医療機関への移動を支援する。 
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第７節 災害警備計画 

 

項  目 担     当 

第１ 災害警備 茂原警察署 

第２ 防犯活動 総務部、茂原警察署 

第１ 災害警備 

千葉県警は、「千葉県警察災害警備計画」に基づき、地震に伴い災害が発生し、又は発生するお

それがある場合において、他の防災関係機関との連携のもと、人命の保護を第一に、被災者の救

出・救護、避難誘導、交通の規制、各種犯罪の予防及び取締り、その他社会秩序の維持に当たる。 

１．警備体制 

警察署は、地震に伴い災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その規模に応じ指

揮体制を確立し災害警備活動を行う。 

(1) 連絡室 

震度 4以上の地震が発生した場合等 

(2) 対策室 

震度５弱の地震が発生した場合等 

(3) 災害警備本部 

震度５強以上の地震が発生した場合、又は東海地震の警戒宣言が発せられた場合等 

なお、災害警備本部設置予定場所が被災して使用不可能な場合、町の施設を借上げて設置 

２．活動要領 

① 要員の招集及び参集         ② 地震、その他災害情報の収集及び伝達 

③ 装備資機材の運用          ④ 通信の確保 

⑤ 負傷者の救出及び救護        ⑥ 避難誘導及び避難地区の警戒 

⑦ 警戒線の設定            ⑧ 災害の拡大防止と二次災害の防止 

⑨ 報道発表              ⑩ 行方不明者の捜索及び迷子等の保護 

⑪ 死傷者の身元確認、遺体の収容 

⑫ 交通対策（現場周辺の交通規制及び緊急交通路の確保） 

⑬ 地域安全対策（犯罪の予防・取締り、相談活動） 

⑭ 協定に基づく関係機関への協力要請  ⑮ その他必要な応急措置 

第２ 防犯活動 

警察署は、被災地、避難所周辺における犯罪等の防止活動に当たる。 

町（総務部）は、自主防犯組織等に対して被災地区の防犯活動等を要請する。 

① 被災家屋等のパトロール       ② 不審者や不審車両の発見及び警察への通報 

③ 被害情報等の収集、避難者への広報  ④ 立て看板の表示及び設置 

⑤ その他必要な防犯活動 
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第８節 交通・輸送対策 

 

項  目 担     当 

第１ 緊急通行路線の確保 技術部、茂原警察署、長生土木事務所、東日本高速道路（株） 

第２ 緊急輸送 総務部、公安部、技術部 

第１ 緊急通行路線の確保 

 緊急通行車両の通行路線を確保し、また、災害対策拠点（災害対策本部、消防分署、救護所、ヘ

リコプター臨時離発着場等）間の緊急輸送ネットワークを確保するため、被災地区への通行を規制

するとともに、重要な道路区間の交通規制、道路啓開等を速やかに実施する。 

 【資料編「緊急輸送道路分布図」】 

１．道路・交通情報の把握 

道路管理者（技術部、長生土木事務所、東日本高速道路株式会社）及び警察署は、道路の被災

状況や交通状況等の情報を収集し、相互に共有する。 

情報収集は、県が指定する緊急輸送道路を優先する。 

２．規制区間等の設定 

(1) 規制区間等の設定 

道路管理者及び警察署は、緊急通行車両の通行支障の状況、道路の復旧見込み、災害対策拠

点の設置状況等を考慮し、災害対策基本法等に基づき交通規制等を実施する道路の区間又は

区域（以下「規制区間等」という。）を指定する。 

また、状況に応じて一般車両の迂回路を設定する。 

(2) 広報 

道路管理者及び警察署は、規制区間等を指定した場合及び廃止した場合は、当該区間名、迂

回路、運転者の注意事項等をラジオ、道路情報板、ホームページ等で周知する。 

当該区間内にある車両の運転者は、速やかに規制区間以外の場所へ車両を移動し、移動が困

難なときは道路の左側端に駐車するなど緊急通行車両の通行妨害とならないようにする。 

３．規制等の実施 

道路管理者及び警察署は、災害対策基本法、国土交通省の「災害対策基本法に基づく車両移動

に関する運用の手引き」等により、規制区間等の交通規制及び道路啓開を推進する。 

(1) 交通規制実施体制の確保 

   警察官や職員の配置、検問所や標識の設置など、効果的な交通規制に努める。 

(2) 道路啓開実施体制の確保 

(一社)千葉県建設業協会や災害協定を締結する団体の協力を得て、障害物の除去や応急復旧

に必要な要員、資機材、重機等を確保する。 

また、ライフライン施設等の道路占用物件を除去する場合は、当該施設管理者と協力して啓

開作業を実施する。 

その他、国が指定する重要物流道路及び代替補完路については、状況に応じて国に道路啓開

や復旧の代行を要請する。 

【資料編「災害協定一覧」】 
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(3) 移動物件等の保管場所の確保 

道路啓開により除去する物件等は、仮置場の確保（第16節・第1・ 1「(3) 仮置場の確保」）

に準じて仮置場を確保して保管する。また、災害対策基本法に基づく車両移動を行う場合は、

同法に基づく土地の一時使用等の権限を状況に応じて有効活用し、近隣の民地等を仮置場と

して確保する。 

〈交通規制等の実施者・内容等〉 

実施機関 実施できる状況・内容 根拠法令 

公安委員会 

道路における危険防止、交通の安全と円滑化、交通障害の防止

のために必要な場合、交通整理、交通規制を行う。 

道路交通法 

第4条 

災害応急対策の的確、円滑な実施のため緊急を要する場合、道

路の区間又は区域（「通行禁止区域等」という。）を指定して

緊急通行車両以外の車両の通行を規制する。 

災害対策基本法 

第76条 

必要に応じて道路管理者等に対し、災害対策基本法第76条の6の

規定による車両の移動等を要請する。 

災害対策基本法 

第76条の4 

警 察 署 長 
道路交通法第4条の交通規制のうち、適用期間の短いものを行

う。 

道路交通法第5条､

第114条の3 

警 察 官 

道路の損壊、火災等による危険を防止するため緊急を要する場

合、必要な限度で通行を一時禁止し、又は制限する。 

道路交通法第6条､

第75条の3 

通行禁止区域等において緊急通行車両の通行支障となる車両等

について、当該車両の所有者等に道路外への移動等を命ずる。

また、所有者等が不在等の場合は自ら移動等を行う。 災害対策基本法 

第76条の3 災害派遣によ
る 自 衛 官 ､ 
消 防 吏 員 

警察官がその場にいない場合に限り、上記の措置を行う。 

道路管理者 

道路の破損等により交通が危険となる場合、道路を保全し、又

は交通の危険を防止するため、区間を定めて道路の通行を規制

する。 

道路法第46条 

道路管理者等 

災害により車両の停止等が生じ、緊急通行車両の通行確保等の

ため緊急を要する場合、道路の区間を指定して運転者等に車両

の移動等を命じる。運転者不在等の場合は、自ら車両の移動等

を行う。 

災害対策基本法 

第76条の6 

国 土 交 通 

大臣、知事 

必要に応じて道路管理者に対し、災害対策基本法第76条の6の規

定による車両の移動等を指示する。 

災害対策基本法 

第76条の7 

第２ 緊急輸送 

１．車両輸送 

(1) 車両の確保・管理 

町（総務部）は公用車を管理し、各部の要請に基づき使用目的に応じた配車を行う。また、

車両が不足する場合は、災害協定を締結する他市町村や交通事業者から車両の確保や輸送業

務の要請を行う。 

【資料編「災害協定一覧」】 

(2) 緊急通行車両等の申請 

ア 緊急通行車両 

町（総務部）は、災害対策基本法に規定する緊急通行車両（道路交通法による緊急自動車、
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災害応急対策の実施に必要な車両）の届出済証の交付を受けていない車両について「緊急通

行車両等確認申請書」を県又は公安委員会に提出する。また、交付された標章を当該車両の

助手席側の内側ウインドウガラス上部の前面から見やすい箇所に貼付し、証明書を当該車両

に備えつける。 

なお、届出済証の事前交付を受けている車両については、警察本部、警察署又は交通検問

所に当該届出済証を提出し、緊急通行車両の確認を受けることができる。 

イ 規制除外車両 

町（公安部、技術部）は、規制除外車両となる次の車両を所有・管理する機関と協力し、

前記アに準ずる届出を推進する。 

① 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両 

② 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両 

③ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 

④ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 

(3) 優先給油 

町（総務部）は、災害対策車両である公用車や応援車両に対して優先給油を行うよう協定

を締結している企業に要請する。 

【資料編「災害協定一覧」】 

２．航空輸送 

(1) ヘリコプターの運航要請 

町（総務部）は、災害により陸上輸送が困難な場合や緊急の航空輸送を必要とする場合、県

にヘリコプターの運航を要請し、日吉小学校にヘリコプター臨時離発着場を開設する。 

(2) ヘリコプター臨時離発着場の開設 

町（総務部）は、開設されたヘリコプター臨時離発着場について施設の点検及び設備等の飛

散防止措置等を講じ、自衛隊等の協力を得てヘリコプターの離着陸及び輸送品の受け渡し等

を支援する。 
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第９節 水・食料・生活物資等対策 

 

項  目 担     当 

第１ 応急給水 総務部、各部、長生郡市広域水道部 

第２ 食料・生活必需品等の供給 総務部、教育部 

第３ 燃料の確保及び供給 総務部 

第１ 応急給水 

本部長は、災害救助法の適用が見込まれる場合、飲料水の供給を開始する。なお、災害救助法の

適用後は知事が実施主体となり、町長（本部長）は知事を補助する。 

１．実施方針 

(1) 飲料水の供給 

地震発生直後は各家庭や町が備蓄するペットボトルの飲料水で対応するものとし、それ以降

は、町が調達した飲料水や公共施設の水道開放、給水活動により対応する。 

(2) 給水活動 

 飲料水や生活用水の給水活動は、町が長生郡市広域水道部の協力を得て、次の方針で実施す

る。 

① 医療施設等の重要施設が断水の場合は、優先的に運搬給水を実施する。 

② 断水が広範囲の場合は、段階的に給水拠点を設置する。 

(3) 水道事業者との連携 

町（総務部）は、水道事業者と給水計画や給水体制の調整を行い、被災者対応について連携

を図る。 

２．給水活動の実施 

町は長生郡市広域水道部の協力を得て、次のように給水活動を行う。 

(1) 給水計画 

１人当たりの給水量は１日３ℓを基準とし、水道施設の復旧の進捗により順次増量する。 

長生郡市広域水道部は、町内の水道施設の被害状況及び復旧見込みを把握する。 

町（総務部）は、医療施設等の重要施設及び避難所・避難者等の給水需要を把握する。 

また、給水需要の変化、作業体制、輸送ルート等の状況を考慮し、給水計画を作成する。 

(2) 補給水源の確保 

長生郡市広域水道部は、浄水場（配水池）を補給水源として活用する。また、町は状況に応

じ、保有する耐震性井戸の活用や公共施設等の受水槽の一時利用を行う。 

(3) 給水体制の確保 

長生郡市広域水道部は、災害時の給水等の応急措置を実施するために必要があると認めると

きは、「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づき、他の水道事業体等に応援要請をする。 

【資料編「災害協定一覧」】 

(4) 給水拠点の設置等 

応急給水は、拠点給水を原則とし、被害の状況に応じて運搬給水及び応急復旧の進捗に伴い、

設置仮設給水栓により実施する。応急給水を行う給水拠点場所は、町内の避難所とし、非常
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用飲料水ポリ袋等を整備する。 

なお、ポリ袋は不足する場合は、要配慮者に優先して配布する。 

(5) 公共施設の水道開放 

町（各部）は断水時に水道の利用が可能な施設について、当該施設における水道の開放を検

討する。また、関係機関に対して同様のサービスの提供を要請する。 

(6) 給水広報 

町（総務部）は、長生郡市広域水道部と調整を図り、給水の場所や時間、ポリタンク等の持

参、その他受水時の注意事項等を住民等に広報する。 

また、町（各部）は、公共施設における水道の開放について、町（総務部、管財経理部）と

連携して住民等に広報する。 

第２ 食料・生活必需品等の供給 

本部長は、災害救助法の適用が見込まれる場合、食料、生活必需品の供給を開始する。なお、災

害救助法の適用後は知事が実施主体となり、町長（本部長）は知事を補助する。 

町は、備蓄物資の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し

情報共有を図り、相互に協力するよう努めるものとする。 

１．実施方針 

地震発生直後は家庭内備蓄及び町の備蓄で対応するものとし、その後は、町が調達した食料・

生活必需品を避難所等に供給する。 

２．需要把握 

 町（総務部）は公安部に、避難者（在宅避難者を含む。）や災害対策従事者等の食料・生活必

需品の需要を確認する。 

 なお、災害救助法による支給対象者は次のとおりである。 

〈食料・生活必需品の支給対象者〉 

食 料 

① 避難所に収容された者 

② 住家の被害が全壊（焼）、半壊（焼）等で炊事のできない者 

③ 住家に被害を受けたため、一時縁故先等へ避難する者 

④ 旅行者、滞在者、通勤通学者で他に食料を得る手段のない者 

⑤ 施設で調理することができない社会福祉施設等の入所者 

⑥ 災害応急対策活動従事者 

生活 

必需品 

 住家の被害が全壊（焼）、半壊（焼）等であって次に掲げる条件を満たす者 

① 被服、寝具その他生活上必要な最小限度の家財を喪失した者 

② 被服、寝具その他生活必需品がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な者 

３．食料・生活必需品の供給 

 町（総務部）は、備蓄品が枯渇した場合、不足する食料・生活必需品を調達し、避難所等へ供

給する。なお、避難所以外の公共施設等で在宅避難者等に直接配給する場合は、災害状況や被災

者ニーズ、女性の視点等を考慮し、状況に応じて休日、夜間の配給に努める。 

〈主な調達品目〉 

食 

料 

一   般 ･･･ 飲料水、牛乳、パン、おにぎり、弁当 等 

要配慮者等 ･･･ 粉ミルク（ほ乳びん）、離乳食、おかゆ 等 

※アレルギー患者に配慮して原材料や献立等の表示に留意する。 
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生 

活 

必 

需 

品 

寝   具 ･･･ タオルケット、毛布、布団 等 

被   服 ･･･ 洋服上下、子供服等の上着、シャツ、パンツ等の下着 

身の回り品 ･･･ タオル、靴下、靴、サンダル、傘 等 

日 用 品 ･･･ 石けん、歯磨用品、ティッシュペーパー、トイレットペーパ

ー、生理用品 等 

炊 事 用 具 ･･･ 炊飯器、鍋、包丁、ガス器具 等 

食   器 ･･･ 茶碗、皿、箸 等 

光 熱 材 料 ･･･ マッチ、使い捨てライター、固形燃料 等 

そ の 他 ･･･ 要配慮者等の日常生活に必要な紙おむつ、ストーマ用装具 等 

(1) 県・災害協定団体等への要請 

 町（総務部）は、県又は災害協定の締結団体・企業等に対して不足する食料、生活必需品

の供給を要請する。 

 なお、壊滅的な被害のため、町からの支援要請を待たずに水、食料、生活必需品を県が発

送した場合は、物資集積所（(3)「イ 物資集積所の開設」参照）に受け入れる。 

〈食料・生活物資等の供給に関する災害協定締結団体〉 

千葉県内市町村、神奈川県山北町、千葉県ＬＰガス協会長夷支部、利根コカコーラボトリン

グ（株）茂原支店、(株)ナフコ、ジャパンフーズ(株)、斎田電気産業(株)、日吉ＳＳ(株)、

コメリ 

(2) 救援物資の募集 

 町（総務部）は、県や災害協定団体等への要請では食料・生活必需品が不足する場合、全

国的に救援物資の提供を募集する。 

ア 必要とする物資の品目、数量、時期、送付方法等を明らかにし、ホームページや報道機

関等の広報手段を活用して募集する。 

イ 仕分け等の手間を考慮し、受入対象は原則として企業や団体からの大口のものとする。 

ウ 応募者を随時受け付け、必要とする時期に必要な品目・数量を避難所等に供給するよう、

応募者に要請する。 

エ 物資が充足した時点で募集を打ち切り、その旨を広報する。 

(3) 物資の輸送・保管 

 調達する食料・生活必需品は、原則として発送元の団体・企業等に対して各避難所へ直接

配送するよう依頼する。 

 ただし、発送元が配送できない場合や、避難所以外の施設で一時保管する必要がある場合

は、町が輸送手段や一時保管施設（物資集積所）を確保する。 

ア 輸送手段の確保 

 町（総務部）は、町内の貨物輸送業者に物資の輸送を要請する。 

イ 物資集積所の開設 

町（総務部）は、物資集積所（候補施設：役場庁舎）を開設し、食料・生活必需品の受入

れ、仕分け、一時保管、在庫管理、払い出し等を行う。また、作業要員を確保するため、町

災害ボランティアセンターにボランティアの派遣を要請する。 

 なお、物資集積拠点が不足する場合や町が設置・運営できない場合は、民間の営業倉庫を

確保するものとし、県を通じて千葉県倉庫協会に物資集積所の開設・運営を要請する。 

(4) 物流の管理・調整 

町（総務部）は、食料・生活必需品等の調達、輸送、保管等の物流を的確に実施するため、

県トラック協会長夷支部に対し、物流情報の一元管理や関係者との総合調整を支援する物流

コーディネーターの派遣を要請する。 



第３章 第９節 水・食料・生活物資等対策 

（地震）91 

４．炊き出しの実施 

  炊き出しによる食料提供を行う場合は、町が食材等を調達し、炊き出し施設に供給する。 

(1) 実施計画 

 町（総務部、教育部）は、避難者等の炊き出し需要を把握し、給食センターや避難所を拠

点とした炊き出し計画（品目、数量、供給日時、作業体制等）を作成する。 

(2) 食材等の確保 

ア 食材等の調達 

町（総務部）は、災害協定を締結する団体・企業に対し、炊き出し拠点へ食材等を供給す

るよう要請する。 

 また、政府所有米穀を調達する場合は町長（総務部）から知事に要請し、農林水産省（農

産局長）の指示に基づき、保管された事業所において米穀の引き渡しを受ける。なお、状況

に応じて町長から農林水産省に直接連絡した場合は、事後その旨を知事に報告する。 

 引き渡しに当たっては、町内の貨物輸送業者に対し、当該事業所から炊き出し拠点への輸

送を要請する。 

イ 水の調達 

 炊き出し用水が不足する場合は、長生郡市広域水道部（水道事業者）に対して炊き出し拠

点への給水を要請する。 

ウ 調理器具・燃料等の調達 

 既存設備や災害用備蓄品を使用するものとし、不足する場合は災害協定を締結するホーム

センター、ＬＰガス協会等に供給を要請する。 

【資料編「備蓄倉庫・備蓄品一覧」】 

エ 自衛隊への要請 

 自衛隊の炊飯車両等を活用した炊き出しを行う場合は、町（総務部）を通じて災害派遣部

隊に要請する。 

(3) 炊き出し要領 

 給食センターを炊き出し拠点とする場合、町（教育部）は調理等委託業者に炊き出し作業

を依頼する。また、避難所では避難所運営委員会を主体として炊き出し作業を行うものとし、

必要に応じて災害ボランティア、町赤十字奉仕団等の協力を確保する。 

第３ 燃料の確保及び供給 

町（総務部）は、災害対策本部や医療施設等の非常用発電機の燃料が不足する場合、また、災害

対策車両や避難所の暖房や炊き出し等に用いる燃料が不足する場合は、災害協定を締結する企業や

ＬＰガス協会に燃料の供給を要請する。 

また、状況に応じて経済産業省に石油組合への燃料の優先供給及び優先給油券の発行を要請する

とともに、各部に優先給油券の利用方法を周知する。 

【資料編「災害協定一覧」】
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第１０節 応援等の要請・受入計画 

 

項  目 担     当 

第１ 町の受援体制の確立 総務部、各部、長生郡市広域消防本部 

第２ 自衛隊の災害派遣要請 総務部 

第３ 県・他市町村等への応援要請 総務部、各部 

第１ 町の受援体制の確立 

１．受援の準備 

 町（総務部）は、応急措置を実施するための職員、資機材等の不足状況に関する情報を各部の

本部連絡員から収集する。 

また、県や関係機関から派遣された先遣隊と、町の被害状況、職員・資機材等の不足状況を共

有するとともに、応援職員等の執務スペースの確保等を行い、円滑な受援に向けた準備を行う。 

２．要請連絡窓口の確保 

町（総務部）は、法制度や災害協定等による応援協力を迅速に確保しつつ、応援協力の重複や

混乱等を防止するため、応援協力を予定する各団体への町の連絡窓口を次のとおり設定する。 

連絡窓口以外の部はこれらの団体に要請する場合は連絡窓口となる部を通じて行い、連絡窓口

となる部は受援担当者を選定し、個々の応援活動の指揮命令体制が確立するまで担当する団体と

の連絡・調整を行う。 

〈各応援協力団体への町の要請連絡窓口〉 

応援協力予定団体 主な応援協力内容 要請連絡窓口  

県、他市町村、郵便局 多分野の総合応援 総務部 

関東地方整備局、市原ＦＭ 災害情報の提供、放送等  〃 

千葉市少年自然の家、皿木自治会 緊急避難場所の開設  〃 

郵便局 避難場所、物資集積所等の提供  〃 

佐川急便、千葉トヨタ ほか、 

県ＬＰガス協会、日吉ＳＳ 

救援物資の受入・配送、車両・エネ

ルギーの供給 等 
 〃 

東京電力パワーグリッド 停電復旧等  〃 

県行政書士会 相談窓口の設置、運営  〃 

ゼンリン 住宅地図の提供等  〃 

ナフコ、ジャパンフーズ、斎田電気

産業、コメリ ほか 
飲食料・物資等の供給  〃 

県土地家屋調査士会 罹災証明発行等 管財経理部 

茂原市長生郡医師会 ほか 医療救護活動、医薬品等の供給 公安部 

県理容生活衛生同業組合 理容ボランティアの派遣  〃 

千葉県測量設計業協会、アクティオ 公共施設の応急復旧、重機等の提供 技術部 

県ペストコントロール協会 消毒  〃 

県、他の消防本部 消防応援 広域消防本部 

第２ 自衛隊の災害派遣要請 

知事が自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、原則として人命及び財産の保護のため必要であり、

かつ緊急やむを得ない事態と認められるもので、他に実施する組織等がない場合とし、概ね以下の

とおりとする。  



第３章 第 10 節 応援等の要請・受入計画 

（地震）93 

〈災害派遣の内容〉 

項  目 内  容 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行い、被害状況

を把握する。 

避 難 の 援 助 
避難の命令等が発せられ、避難、立退き等が行われる場合で必要があると

きは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

遭 難 者 等 の 

捜 索 救 助 

行方不明者、傷者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優先して捜

索活動を行う。 

水 防 活 動 
堤防、護岸等の決壊に際し、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行

う。 

消 防 活 動 
火災に際しては、利用可能な消防車その他の防火用具(空中消火が必要な場
合は航空機)をもって、消防機関に協力して消火に当たるが、消火薬剤等
は、通常関係機関の提供するものを使用する。 

道 路 又 は 

水 路 の 啓 開 

道路若しくは水路が損壊し又は障害物がある場合は、それらの啓開又は除

去に当たる。 

応 急 医 療 、 

救護及び防疫 

被災者に対し、応急医療及び防疫を行うが、薬剤等は通常関係機関の提供

するものを使用する。 

人員及び物資の

緊 急 輸 送 

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び援助物資の緊急輸送を実
施する。この場合において航空機による輸送は、特に緊急を要すると認め
られるものについて行う。 

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

物資の無償貸付

又 は 譲 与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する省令」に基づ

き、被災者に対し生活必需品等を無償貸付し、又は救じゅつ品を譲与す

る。 

危険物の保安 

及 び 除 去 

能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を

実施する。 

そ の 他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、所

要の措置をとる。 

１．災害派遣の要請 

町長（総務部）は、人命又は財産の保護のため必要があると認めた場合、知事に対して次の事

項を明記した文書をもって自衛隊の派遣を要求する。 

ただし、緊急を要する場合において文書をもってすることができないときは、電話等で依頼し、

事後速やかに文書を送達する。 

また、通信の途絶等で知事に要求できないときは、自衛隊に直接通報し、事後、速やかにその

旨を知事に通知する。 

その他、町長は、知事に対して自衛隊に災害派遣の要請の要求を行った旨及び町域に係る災害

の状況を自衛隊に通知できるものとし、通知したときは速やかにその旨を知事に通知する。 

〈災害派遣要請の手続き〉 

連 絡 先 県防災危機管理部防災対策課 

要請事項 

(1) 災害の情況及び派遣を要請する事由 

(2) 派遣を希望する期間 

(3) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(4) 連絡場所、連絡責任者、宿営地の状況等その他参考となるべき事項 
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〈緊急時の連絡先〉 

部隊名 連絡責任者 電話番号 県防災行政無線 

高 射 学 校 

（下志津） 

企画室副室長 

（ 時 間 内 ） 

駐屯地当直司令 

（ 時 間 外 ） 

下志津 043-422-0221 

 内線 204(時間内) 

    302(時間外) 

500-9631(時間内) 

500-9633(時間外) 

第一空挺団 

（習志野） 

第３科防衛班長 

（ 時 間 内 ） 

駐屯地当直司令 

（ 時 間 外 ） 

習志野 047-466-2141 

 内線 236(時間内) 

    302(時間外) 

632-721(時間内) 

632-725(時間外) 

２．災害派遣部隊の受入れ 

町（総務部）は災害派遣部隊の受入れに当たり、次の計画や環境等を確保する。 

また、自衛隊の作業が他の応援隊の作業と競合し、又は重複することのないよう、重点的か

つ効率的に作業を分担する。 

〈自衛隊の受入体制〉 

項   目 内           容 

作業計画の作成 

(1) 作業箇所及び作業内容 

(2) 作業箇所別必要人員及び必要機材 

(3) 作業箇所別優先順位 

(4) 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

(5) 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

資 機 材 の 準 備 
必要な機械、器具、材料、消耗品等の確保に努め、諸作業に関係のある

管理者の了解を速やかにとり得るよう事前に配慮する。 

集結場所・宿営地 

ヘリポートの確保 

候補施設：町役場 

ヘリポート：日吉小学校グラウンド 

なお、町は、自衛隊の受け入れに際して、態勢、要領及び他の機関等との役割分担を明確に

するため、必要に応じ、県、自衛隊等との間で調整組織を構築する。この際、町は、長生郡市

広域消防本部や消防団の消防力の活用、自衛隊による教育支援を含めた対応要領の普及等、共

助体制の確立に努める。 

３．自衛隊の自主派遣 

自衛隊は、災害の発生が突発的で、その救援が緊急を要し、知事の要請を待ついとまがない

ときは、次の判断基準により部隊等を自主派遣することができる。 

〈自衛隊自主派遣の判断基準〉 

(1) 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集

を行う必要があると認められること 

(2) 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる

場合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められること 

(3) 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に

関するものであると認められること 

(4) その他災害に際し、上記に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまがな

いと認められること 

４．災害派遣部隊の撤収要請 

災害派遣の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、本部長（総務部）は、

知事及び派遣部隊の長と協議の上、派遣部隊の撤収要請を行う。 

５．経費負担区分 

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として町が負担するものとする。 



第３章 第 10 節 応援等の要請・受入計画 

（地震）95 

ただし、複数の市町村にわたって活動した場合の負担割合は、当該市町村長と協議して定め

る。 

〈経費の負担区分〉 

(1) 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係るものを除く）等

の購入費、借上料及び修繕費 

(2) 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料 

(3) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話料等 

(4) 天幕等の管理換に伴う修理費 

(5) その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と町が協議

する。 

第３ 県・他市町村等への応援要請 

１．県への要請 

町長（総務部）は、災害が発生し、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事

に対し、応援の要求及び応急措置の実施の要請を行う。 

〈県への応援要請手続き〉 

要  請  先 県防災危機管理部防災対策課 

連 絡 方 法 文書（緊急の場合は電話、千葉県防災行政無線で行い、事後文書送付） 

応 援 の 要 求 

(1) 災害の状況 

(2) 応援を必要とする理由 

(3) 応援を希望する物資等の品名、数量 

(4) 応援を必要とする場所・活動内容 

(5) その他必要な事項 

根拠法令 

・災害対策基本法第68条 

 

なお、県は壊滅的な被害を受けたことにより行政機能が低下したと推測される市町村に対して

県職員の派遣やプッシュ型支援を計画しており、被害等の情報収集、災害対策本部の運営、必要

最低限の水、食料、生活必需物資等の供給、物資の仕分け、避難所運営、罹災証明書の交付等の

支援が本町に対して積極的に行われることがある。 

また、被災により町がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能になった場合には、県が

警戒区域の設定、応急公用負担等の措置を代行する。 

２．応急対策職員派遣制度の活用 

町（総務部）は、応急対策職員派遣制度により他の市区町村職員による災害マネジメント等の

対口支援を確保する場合は、対口支援団体の決定前においては県を通じて総務省へ、対口支援団

体の決定後においては対口支援団体へ、総括支援チーム※の派遣を要請する。 

※災害マネジメント総括支援員（災害対応に関する知見を有し、地方公共団体における管理職の経験など

を有する者）と災害マネジメント支援員（避難所運営業務や罹災証明の交付業務などの災害対応業務に

関する知見を有する者）など数名で構成し、被災市区町村長の指揮下で災害マネジメントを総括的に支

援するチーム。 

３．指定地方行政機関等への要請 

町長（総務部）は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があると認めるときは、指定地方

行政機関又は特定公共機関（指定公共機関のうち、業務の内容等を勘案して内閣総理大臣が指

定するもの）の長に対し、職員の派遣要請、又はその派遣について県知事に対しあっせんを求

める。 
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〈指定地方行政機関等への応援要請手続き〉 

要 請 先 指定地方行政機関又は特定公共機関（あっせんを求める場合は県） 

連絡方法 文書（緊急の場合は電話、千葉県防災行政無線で行い、事後文書送付） 

職員派遣・

あっせん要

請 

(1) 派遣の要請・あっせんを求める理由 

(2) 職員の職種別人員数 

(3) 派遣を必要とする期間 

(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

(5) その他職員の派遣・職員の派遣のあっせ

んについて必要な事項 

(1) 派遣の根拠 

・災害対策基本法第 29条 

(2) あっせんの根拠 

・災害対策基本法第 30条 

・地方自治法第 252条の 17 

４．他市町村への応援要請 

町長（総務部）は、応急措置実施のため必要があると認めるときは、県内他市町村、神奈川

県山北町との相互応援協定に基づき、他の市町村に応援を要請する。 

〈県内他市町村への応援要請手続き〉 

要 請 先 要請先市町村（複数にわたる場合は知事） 

連絡方法 文書（緊急の場合は電話、千葉県防災行政無線で行い、事後文書送付） 

要請事項 

(1) 被害の状況           (2) 応援の種類 

(3) 応援の具体的内容及び必要量   (4) 応援を希望する期間 

(5) 応援場所及び応援場所への経路  

(6) 前各号に掲げるものの他必要な事項 

応援の種類 

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資

の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供 

(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣 

(5) 被災者の一時収容のための施設の提供 

(6) 被災傷病者の受入れ 

(7) 遺体の火葬のための施設の提供 

(8) ごみ・し尿等の処理のための施設の提供 

(9) ボランティアの受付け及び活動調整 

(10)前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

【資料編「災害協定一覧」】 

５．応援隊の受入れ 

町（総務部）は、応援隊の集結・宿泊拠点（町有施設のほか、民間施設の借り上げ等の措置を

講ずる）を確保して応援隊を受け入れ、応援を要する各部に応援職員を配置する。 

町（各部）は、応援職員の作業を指揮し、執務環境・資機材等を確保する。 

６．広域防災拠点との連携 

県は、大規模な自然災害発生時に「千葉県大規模災害時応援受援計画」（令和 4年 4月）

に基づいて広域防災拠点を設置し、県外からの救援部隊、医療救護活動、救援物資、ボラン

ティアの受入れ等を円滑に行う計画である。 

このため、県が広域防災拠点を設置した場合、町（各部）はこれらの拠点と連携して広域

応援等の受け入れを円滑に行う。 
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<長柄町が属する支援地域内の広域防災拠点> 

拠点の種類 支援地域 施設名 備考 

広域活動拠点等 

（救援部隊の受入） 長生・夷隅 

ゾーン 

いすみ市文化とスポーツの

森公園 

県立長生の森公園 

大多喜町 B&G海洋センター 

睦沢町総合運動公園 

長南町陸上競技場 

自衛隊､消防､警察  

 

自衛隊､消防､警察 

自衛隊 

自衛隊  

自衛隊 

災害拠点病院等 

（ＤＭＡＴの受入等） 

近隣の災害拠点病院（東千

葉メディカルセンター） 
 

広域物資拠点（救援物

資の受入れ・管理等） 

長生・夷隅 

ゾーン 

近隣の営業倉庫 

（県倉庫協会加盟） 
 

広域災害 

ボランティアセンター 

海匝・山武・

長生地域 
さんぶの森公園 

九十九里広域災害ボ

ランティアセンター 
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第１１節 応急教育等対策 

 

項  目 担     当 

第１ 災害発生時の対応 教育部、学校長 

第２ 避難所の協力 学校長 

第３ 応急教育 教育部、学校長 

第４ 文化財の応急対策 教育部、文化財所有者 

第１ 災害発生時の対応 

１．児童生徒の避難 

 学校長は、災害発生時に児童生徒の安全を確保し、状況に応じて安全なスペースや近隣の避難

場所等に避難させる。 

 また、保護者等の引き取りがあるまで、児童生徒を一時保護する。 

２．情報共有 

学校長は、施設の被害状況、児童生徒の安否等を町（教育部）に報告する。 

また、保護者等に対し、防災メール、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）等を活用して児童生徒の安否、保

護の状況等を提供する。防災メール、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）が使用できない場合は、町（総務部、

管財経理部）に対して町の広報手段による保護者への情報提供を要請する。 

３．夜間休日の対応 

町（教育部）及び学校教職員が協力して児童生徒の安否を調査する。 

第２ 避難所の協力 

学校長は、町の避難所担当職員、自治会・自主防災組織と連携して、施設の開錠、施設の安全点

検、避難所の開設及び避難者の受入れを支援する。 

また、避難所開設後は、町の避難所担当職員、自治会・自主防災組織と、避難所運営委員会の委

員として避難所運営に協力する。 

第３ 応急教育 

１．応急教育 

町（教育部）及び学校長は、被害状況や復旧状況等を考慮し、また、学校教育を早期に再開す

るため、応急教育計画を作成し、児童生徒及び保護者に授業の再開等を周知する。 

また、教職員を確保できない場合は、臨時の学級編制、近隣学校からの応援等により対処する。 

２．学用品の支給 

災害救助法が適用された場合、町（教育部）及び学校長は学用品を失った児童生徒等を把握し、

教材、文房具等を同法の基準により支給する。 

【資料編「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」】 

 

３．授業料等の減免・育英補助の措置 

町（教育部）は、被災した児童生徒等に対する学校納付金等の減免を必要に応じて行う。 
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４．学校給食の措置 

町（教育部）は、教育の再開に応じた学校給食の早期再開に努める。また、必要に応じて県を

通じて(公財)千葉県学校給食会等へ応援を要請する。 

第４ 文化財の応急対策 

１．状況把握・報告 

(1) 町（教育部）は文化財の被害状況を把握し、速やかに県に報告する。 

(2) 文化財所有者等は、安全を確保した上で文化財の被害状況を確認し、町（教育部）を経由し

県に報告する。 

２．応急措置 

(1) 県は、必要に応じて文化財担当職員を現地に派遣し、状況確認、応急措置等の指導・助言を

行うとともに、復旧計画に必要な指導・助言及び支援を行う。 

(2) 町（教育部）は、文化財所有者等や地域住民等と協力し、必要に応じて応急修理等の救済措

置を講ずる。 

(3) 文化財所有者等は、町（教育部）及び自主防災組織等の協力を得て危険のない範囲で次の応

急的措置や災害の拡大防止措置の実施に努める。 

ア 建造物の二次災害からの保護、文化的価値の喪失防止 

イ 有形文化財の収蔵・展示施設が被災した場合の搬出、保護 

ウ 記念物の二次的倒壊・崩落防止のための応急措置 
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第１２節 応急保育計画 

 

項  目 担     当 

応急保育 教育部 

１．園児の安全確保 

(1) 園児等の避難 

 こども園長は、災害発生時に園児の安全を確保し、状況に応じて安全なスペースや近隣の

避難場所等に避難させる。 

 また、保護者等の引き取りがあるまで、園児を一時保護する。 

(2) 情報共有 

こども園長は、施設の被害状況、園児の安否等を町（教育部）に報告する。 

また、保護者等に対し、メール等を活用して園児の安否、保護の状況等を提供する。 

２．応急保育 

町（教育部）は、被害状況や復旧状況等を考慮して応急保育計画を作成し、保育施設や保育士

等を確保する。 

また、応急保育を利用できる被災者等に保育内容等を周知し、申請を受け付ける。 
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第１３節 帰宅困難者等対策 

 

項  目 担     当 

第１ 一斉帰宅の抑制 総務部、管財経理部、教育部 

第２ 企業・学校・観光施設等の利用者

保護 

事業所、学校、観光施設等管理者 

第３ 帰宅困難者の把握・情報提供 総務部、管財経理部 

第４ 一時滞在施設の開設等 管財経理部、教育部、観光施設等管理者 

第１ 一斉帰宅の抑制 

大地震発生直後の一斉帰宅を抑制するため、町（総務部、管財経理部、教育部）は国、県と連

携し、住民、企業、学校などに対して施設内に留まるよう呼びかける。 

また、呼びかけの効果を高めるため、同報系防災行政無線、防災メール、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ

等）、Yahoo!防災速報などを活用する。 

第２ 企業・学校・観光施設等の利用者保護 

１．企業・学校等における施設内待機 

事業所及び学校等は、従業員、顧客、児童生徒及び施設の被害状況を確認するとともに、報道

機関や町等から提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上で、従業員、顧客、

児童生徒を施設内又は安全な場所で待機させる。 

２．観光施設等における利用者保護 

観光施設等の管理者は、報道機関や町等から提供される災害関連情報等により、周辺の安全を

確認した上で利用者を施設内の安全な場所に保護する。 

第３ 帰宅困難者の把握・情報提供 

１．帰宅困難者等の把握 

町（管財経理部）は、観光施設の管理者等から帰宅困難者の発生状況を収集する。また、町外

から移動してくる帰宅困難者等の情報を県から収集する。 

２．帰宅困難者等への情報提供 

町（総務部、管財経理部）は、災害情報、家族等との安否確認方法、一時滞在施設の開設状況

などを、同報系防災行政無線、防災メール、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）、Yahoo!防災速報、ホームペ

ージなどを活用して帰宅困難者向けに提供する。 

第４ 一時滞在施設の開設等 

１．一時滞在施設の開設 

町（管財経理部、教育部）は、一時滞在施設候補施設（第２章 第 10 節 第２「１．一時滞在

施設の確保」参照）の安全性等を確認して帰宅困難者を受け入れる。 

町（管財経理部）は、一時滞在施設の開設状況や帰宅困難者の受入状況を集約し、町本部（総

務部）を通じて県へ報告するとともに、観光施設の管理者等と情報を共有する。 
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２．一時滞在施設への誘導 

観光施設等の管理者は、警察署と連携して施設で発生した帰宅困難者を一時滞在施設へ案内

し、又は誘導する。 

３．一時滞在施設の運営 

町（管財経理部、教育部）は、一時滞在施設において災害関連情報や公共交通機関の運行・復

旧状況などの情報を提供するほか、飲料水や食料等の提供に努める。 

また、状況に応じて受け入れた帰宅困難者にも一時滞在施設の運営について協力を求める。 
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第１４節 保健活動・防疫計画 

 

項  目 担     当 

第１ 保健・防疫活動 公安部、技術部、長生保健所 

第２ 飲料水の安全確保 技術部、長生保健所 

第３  動物対策 技術部、経済部、長生保健所 

第１ 保健・防疫活動 

１．保健活動 

(1) 要配慮者の健康状態等の把握  

町（公安部）は保健師等の資格を有する職員を統括し、栄養指導、歯科保健活動、こころの

ケア活動等を実施する。 

 また、長生保健所と協力して活動を推進するとともに、必要に応じて次の支援を要請する。 

 ① 要配慮者の安否・健康状態に関する情報共有 

  ② 保健活動チームの派遣（栄養指導、避難者の健康管理、避難所の衛生確保等） 

  ③ こころのケア、食中毒の予防活動 

(2) 避難所等巡回による被災者の健康管理 

町（公安部）は、避難所及び避難所以外の被災地において、巡回や健康相談等により被災者

の健康状態や、保健医療福祉のニーズを把握し、保健医療活動チーム、介護・福祉の関係機

関と連携し要配慮者に対する支援及び調整を行う。 

(3) 二次健康被害の予防 

町（公安部）は、災害発生後早い時期から、避難所における特異的な健康課題となる環境整

備と併せ、食中毒や感染症の発生予防、熱中症予防、深部静脈血栓（いわゆるエコノミーク

ラス症候群）、こころのケア等について、積極的な予防活動を継続的に行う。 

特に高齢者は、生活不活発病※になりやすいため、適度に体を動かせる場の提供や他者等と

のコミュニケーションが図れるよう配慮し、心身機能の低下を予防する。 

※動かない状態（生活不活発）が続くことで心身の機能が低下する症状 

(4) 活動体制の整備 

町（公安部）は、平常時から要配慮者等の把握、避難所における予防活動や保健活動の連携

等について協議を行う。 

発災後、町は上記(1)から(3)を実施する保健師・栄養士の応援派遣の必要性について検討し

保健活動計画を立て、必要な支援を長生保健所に報告する。 

２．防疫活動 

 県及び町は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」

という。）」に基づく防疫活動を推進する。 

(1) 情報収集等 

長生保健所は、避難所等における感染症の発生予防を啓発するとともに、感染症の流行の兆

候を早期に把握するため、サーベイランス情報の収集に努める。また、感染症発生時には、

積極的疫学調査を速やかに行うほか、必要に応じて町や関係機関等の協力を得て感染拡大防

止策を講じる。 
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(2) 消毒等 

町（技術部）は、感染症が発生し、又は発生のおそれがある地域の消毒や害虫駆除等を行う。 

なお、消毒器具及び消毒薬剤等が不足する場合は、県に薬剤の供給の支援を要請するほか、

状況に応じて災害協定により県ペストコントロール協会の協力を得る。 

(3) 感染症患者への入院勧告 

長生保健所は、感染症法第 19 条の規定により、必要に応じて感染症患者に入院を勧告する。 

(4) 情報共有及び報告 

町（公安部）は、感染症患者の発生状況や防疫活動の状況等を随時長生保健所に報告する。 

長生保健所は、指定感染症の感染者や濃厚接触者等が在宅中である場合、その者の避難場所

が確保されるよう、町等と連携して情報を共有する。 

第２ 飲料水の安全確保 

町（技術部）は、県（長生保健所）と連携して、飲料水に汚染のおそれがある場合は、検水を

実施して安全を確保するとともに、被災者等に広報及び指導を行う。 

第３ 動物対策 

１．死亡家畜の処理 

町（経済部）は、県（東部家畜保健衛生所）の指導により、死亡した家畜等を処理する。 

２．放浪動物への対応 

町（技術部）は、飼い主の被災等により廃棄又は逃げ出したペット等が発生した場合は、長生

保健所、千葉県動物愛護センター、(公社)千葉県獣医師会等関係団体及びボランティアと協力し

て救助及び保護する。 

また、特定動物（「動物の愛護及び管理に関する法律」で人の生命、身体又は財産に害を加え

るおそれがある動物）が逃亡した場合は、人的危害を防止するため、飼養者、警察等と連携し必

要な措置を講ずる。 

３．ペット対策 

避難時のペットの保護及び飼養は、原則として動物の管理者が行うこととする。 

また、避難所等での生活が長期化し、避難生活に支障となるペット問題が生じた場合、町（技

術部）は、長生保健所及び千葉県獣医師会等と取り扱いについて協議する。 

県が、関係団体と協同で千葉県動物救護本部及び動物救護センター（富里市）を設置し、動物

救護活動を実施する場合、町（技術部）はその旨を避難者等に広報する。また、動物救護センタ

ーでの一時保護が困難な場合等は、町内に一時保護場所を確保し、運営スタッフや資機材等の提

供を動物救護センターに要請する。 
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第１５節 遺体の捜索・処置・埋火葬計画 

 

項  目 担     当 

第１ 遺体の捜索 長生郡市広域消防本部、茂原警察署 

第２ 遺体の処理 公安部 

第３ 遺体の埋火葬 公安部 

 

 災害救助法が適用された場合は知事が遺体の捜索、処理、埋火葬を実施し、町長は知事を補助す

ることとなるが、災害救助法の適用には時間がかかるため、災害直後は本部長（町長）が実施を判

断し、行方不明者の捜索に着手する。 

第１ 遺体の捜索 

災害により行方不明の状態にある者（各般の事情により死亡していると推定される者を含む。）

の捜索を実施する。 

１．要捜索者情報の収集 

長生郡市広域消防本部及び警察署は、被災現場の状況から捜索を必要とする行方不明者の情報

を収集する。また、行方不明者情報は、救助関係者と相互に共有する。 

２．捜索活動 

長生郡市広域消防本部、警察署は、消防団、災害派遣の自衛隊等の協力を得て行方不明者を捜

索する。 

また、死亡している行方不明者を発見した場合は、警察官による遺体の調査等を行う。 

第２ 遺体の処理 

１．処理の対象 

  町は、次の場合に遺体の処理を行う。 

(1) 災害による社会混乱のため遺体の処理を行うことができない場合 

(2) 他市町村から遺体が漂着した場合 

(3) 警察等が取り扱う遺体の死因又は身元の調査等に関する法律、遺体取扱規則、刑事訴訟法、

検視規則に基づき、警察官の遺体の調査又は検視終了後、警察当局から遺族又は町等に引渡さ

れた後の遺体の処理を必要とする場合 

２．処理の実施 

 町（公安部）は、遺体安置所を長柄町民体育館に設置し、遺体の洗浄、縫合、消毒、一時保存、

検案等の必要な処理を行った後、遺族へ引き渡す。 

 また、日本赤十字社千葉県支部、茂原市長生郡医師会、茂原市長生郡歯科医師会等に検案医師

の出動を要請する。 

 なお、町が処理できない場合や町の施設が使用できない場合は、国、県、近隣市町及びその他

関係機関の応援を得て実施する。 

３．遺体の搬送 

 遺体の搬送は、原則として遺族が行う。ただし、遺族が搬送できないときは、災害派遣の自衛

隊等に協力を要請する。  
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第３ 遺体の埋火葬 

１．埋火葬の対象 

 町（公安部）は、災害時の混乱の際に死亡した者（死因及び場所の如何を問わない）で、遺族

等が埋火葬を行うことが困難な場合、又は、死亡した者の遺族がない場合に遺体の埋火葬を行う。 

２．埋火葬の実施 

 町（公安部）は遺体安置所等で埋火葬許可書を発行し、長南聖苑にて火葬を行う。 

 町の火葬能力を上回る場合などは、「千葉県広域火葬計画」に基づく応援を県に要請する。 

また、災害時の埋火葬を円滑に行うため、民間事業者との災害協定の締結を検討する。 

３．身元不明者の対応 

 町（公安部）は、一時保管した遺骨及び遺留品の台帳を作成して一定期間公示し、引き取り人

がある場合は、身元確認の上引き渡す。 

 また、引き取りがない遺骨は、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」により扱う。 
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第１６節 災害廃棄物・障害物等対策 

 

項  目 担     当 

第１ 災害廃棄物処理 技術部 

第２ 道路・河川等の障害物除去 技術部、長生土木事務所、東日本高速道路（株） 

第３ 土砂・がれき等の一括除去 技術部、経済部、各部 

第１ 災害廃棄物処理 

 災害廃棄物対策指針（環境省）、千葉県災害廃棄物処理計画に基づき、被災地で発生する災害廃

棄物を適切に収集し、処理する。 

１．廃棄物の処理 

(1) 処理体制の確立 

町（技術部）は、災害廃棄物の発生量を推計し、災害廃棄物処理実行計画を策定して処理

体制を確立する。なお、町が処理することが困難な場合は、「災害時等における廃棄物処理施

設に係る相互援助細目協定」に基づき、他市町村等に応援を要請する。 

また、建築物の解体に伴うがれき等の大量発生が予想される場合は、県の「地震等大規模災

害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」及び「地震等大規模災害時における被災建

物の解体撤去等に関する協定」を活用し、民間事業者の協力を求める。 

(2) 処理方針 

が れ き 

膨大な量が発生することから仮置場に一時保管し、可能な限り効率的

な分別・選別、性状に応じた中間処理、再生利用等により減量化し、

最終処分量を低減したのち、原則として長生郡市広域市町村圏組合の

一般廃棄物最終処分場で適正に処分する。 

粗 大 ご み 
平時に比べ増大することから、災害時の混乱を想定して特例的な排

出、収集、処理方法を検討する。  

生 活 ご み 

（避難所を含む） 

生活ごみは、衛生、防疫に十分配慮するとともに、災害時の混乱を想

定して特例的な排出、収集、処理方法を検討とする。 

適 正 処 理 が 

困 難 な 廃 棄 物 

産業廃棄物に該当するものは、平時と同様に事業者の責任において処

理する。 

(3) 仮置場の確保 

町（技術部）は、災害廃棄物が大量に発生した場合、処理前に一時保管等を行える広さ、搬

入・搬出の利便性、汚水対策等に優れた仮置場を次の点を考慮して確保する。また、状況に

応じて各自治会・自主防災組織に仮集積所の確保を要請するほか、被害甚大地区については

戸別収集を検討する。 

〈仮置場の選定上の留意点〉 

①  公園、グラウンド、公民館、廃棄物処理施設、水域等の公有地（町有地、県有地、国

有地等）  

②  未利用工場跡地等で長期間利用が見込まれない民有地（借り上げ）  

③  二次災害や環境、地域の基幹産業等への影響が小さい地域  

④  応急仮設住宅など他の土地利用ニーズの有無 

(4) 災害廃棄物処理事業等の適用 

被災建築物の解体、撤去は、原則として所有者の責任において被災者生活再建支援金等を活
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用して行う。ただし、災害等廃棄物処理事業が適用される場合は解体住家の運搬及び処分を

町が実施し、さらに、大規模な災害等により被災住家の解体について国の事業が適用される

場合は、住家の解体においても町が実施する。  

この場合、町（技術部）は、対象住家や申請方法等を広報し、申請窓口を設置する。また、

申請窓口では、申請の受付、解体・運搬業者の紹介、手続きの説明等を行う。 

(5) 環境大臣による廃棄物処理の代行 

環境大臣に廃棄物処理特例地域として指定された場合、町本部長は必要に応じて災害廃棄物

処理の代行を国に要請する。 

(6) 排出・回収ルール等の広報 

災害ごみの区分、出し方等を被災者に広報する。また、災害ボランティアセンター等を通じ

て災害ごみの搬出等に協力する災害ボランティアに周知するとともに、災害ボランティアセ

ンター等関係機関にも周知を図る。 

２．トイレ対策・し尿処理 

農業集落排水の被災地区（断水の場合含む。）では、発災直後から水洗トイレの使用を禁止し

て災害時のトイレの確保に努め、し尿の排出量に応じたし尿処理対策を講じる。 

(1) トイレの確保 

 避難所となる施設の既設トイレが使用できない場合は、既設トイレの便座や個室等を活用

して施設等に備蓄する携帯トイレや簡易トイレを使用する。 

 町（技術部）は、避難所のトイレが不足する場合や在宅避難者のために公園等にトイレを

設置する必要がある場合、町内の事業者にレンタル仮設トイレの設置を要請する。 

 また、町（技術部）は必要に応じて町内の事業者から携帯トイレを調達し、避難所等にお

いて在宅等避難者に配布する（第３節「第 4 在宅等避難者の支援」参照）。 

【資料編「災害協定一覧」】 

(2) 収集処理体制の確立 

 仮設トイレのし尿貯留量、使用済みの簡易トイレや携帯トイレの排出量等を推定し、また、

町の収集許可業者の人員及び車両等の稼働状況を把握し、し尿収集体制を確保する。 

 また、収集体制が不足する場合は、県を通じて(一社)千葉県環境保全センター（加盟民間業

者）の協力を要請する。  

第２ 道路・河川等の障害物除去 

各道路管理者（技術部、長生土木事務所、東日本高速道路株式会社）は管理道路の通行障害物を、

河川管理者（長生土木事務所、技術部）は管理河川の流下障害物をそれぞれ除去し、緊急車両や航

行船舶の通行確保及び二次災害の防止を図る。 

除去や仮置きの方法は前項の処理に準ずるものとし、除去に当たっては障害物の所有者等の同意

を得るよう努める。 

第３ 土砂・がれき等の一括除去 

災害により大量の土砂とがれきが混ざりあった状態で宅地に堆積し、堆積土砂排除事業（国土交

通省）の対象となる土砂と災害等廃棄物処理事業（環境省）の対象となるがれきを一括除去する必

要がある場合や、災害復旧事業（国土交通省、林野庁など）の対象となる道路等公共土木施設の土

砂も一括除去する必要がある場合は、それらを分別せずに除去する「連携スキーム」の活用を検討
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する。 

この場合、技術部、経済部など関係各部は連携して対策チームを編成し一括除去体制を確保する

とともに、関係省庁（環境省、国土交通省、林野庁など）と連携スキームの運用について協議す

る。なお、一括除去を一体的に行う場合、関係各部が連携して被災者の申請窓口を一本化するなど

総合的な処理を推進する。 

〈連携スキームのイメージ〉 

【処分】 【宅地】 

 

【道路等公共土木施設】 

土砂 

災害等廃棄物処理 

事業（環境省） 

 

堆積土砂排除事業 

（国土交通省） 

 

災害復旧事業 

国土交通省、 

林野庁など 
 

流木 

がれき 

土砂等 

【仮置場】 

・分別 

がれき流木混じり土砂 

がれき流木混じり土砂 除去 運搬 

（注） 

・宅地内のガレキと流木・土砂の費用は、重量等で按分． 

・宅地と道路等公共土木施設の費用は、面積で按分． 

・ 各事業は査定前の着工が可能． 

・ 宅地内は事前にどの事業で行うかを決定し、契約・業者等を分けずに一体で実施可能． 

・ 堆積土砂の堆積厚の証拠（高さが分かる写真、計測）を残しておく． 

「宅地内からの土砂・がれき撤去の事例ガイド（国土交通省、令和 2年 3月）」参考 
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第１７節 環境汚染等対策 

 

項  目 担     当 

第１ アスベスト等対策 技術部 

第２ 工場・事業場等対策 技術部 

第１ アスベスト等対策 

町（技術部）は、倒壊建築物の解体・撤去等に伴うアスベストの飛散や、危険物の漏えいによる

環境汚染に対処するため、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」（環境省水・大

気環境局大気環境課）を参考に環境監視体制を確立し、環境汚染防止体制の強化を図る。 

また、必要に応じて、アスベスト飛散の危険性について住民やボランティアに対し注意喚起や被

害防止のための指導を行う。 

県は、被災した建築物に吹付けアスベスト等が使用されている場合、解体・撤去に伴うアスベス

トの飛散を防止するため、必要に応じ事業者に対し大気汚染防止法に基づき適切に解体等を行うよ

う指導・助言する。 

第２ 工場・事業場等対策 

 町（技術部）は、工場及び事業場等からの汚染物質の流出や拡大を防止するため次の措置を講じ

る。 

(1) 工場及び事業場において、自然災害及びそれに伴う不慮の事故等による汚染物質等の漏えい

又はそのおそれがある場合、速やかに住民の健康を保護し、生活環境の保全を図る措置を実施

する。 

(2) 報告された環境汚染状況や調査結果等の情報を収集・整理し、本部長に提供する。 

(3) 工場、事業所周辺地域を調査し、環境汚染状況を把握するとともに、当該工場、事業所に対

し、状況報告を求めるなど、情報の収集に努める。 

(4) 必要に応じて工場、事業所内の立ち入り調査を行い、環境濃度の測定、流出した汚染物質の

除去等、事故の拡大防止及び早期復旧のための指導を行う。 

(5) 必要に応じて廃棄物最終処分場等をパトロールし、施設から発生する異常水質、施設の崩落

等についての調査をするとともに、施設周辺地域の環境の状況を把握する。また、異常水質に

ついて、飲料水、農業用水等に使用される可能性があるときは、緊急の水質分析を実施する。 

なお、有害物質等が検出された場合、関係機関へ速やかに情報の提供を行う。 
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第１８節 住宅等応急対策計画 

 

項  目 担     当 

第１ 被災住宅の応急修理 技術部 

第２ 住居障害物の除去 技術部 

第３ 応急仮設住宅の供与等 技術部 

第４ 被災建築物の応急危険度判定 技術部 

第５ がけ地等の危険防止 技術部 

第６ 被災宅地の危険度判定 技術部 

第７ 被害家屋調査・罹災証明書の発行 管財経理部、長生郡市広域消防本部 

第８ ブルーシートの供給等 技術部、総務部 

第１ 被災住宅の応急修理 

災害救助法が適用された場合に知事が実施し、町長は知事を補助する。 

１．応急修理の対象者 

災害救助法に基づき、災害のため住家が半焼、半壊、準半壊し、そのままでは当面の日常生活

を営むことができず、自己の資力では応急修理ができない被災者、又は大規模な補修を行わなけ

れば居住することが困難である程度に住家が被災した被災者を対象とする。 

町（技術部）は、住宅の応急修理の申し込みを受け付け、対象者の資力の確認等により対象者

を選定する。 

２．応急修理の実施 

居室、便所及び炊事場等日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理とし、建設業者と

の請負契約により実施する。 

なお、町（技術部）は、県と連携し、被災者に対してブルーシートの設置や住宅修理を行う事

業者を迅速に紹介するよう努める。 

町が実施できない場合は、国、県、近隣市町及びその他関係機関の応援を得て実施する。 

第２ 住居障害物の除去 

災害救助法が適用された場合に知事が実施し、町長は知事を補助する。 

１．障害物除去の対象者 

災害救助法に基づき、災害によって障害物が住居又はその周辺に運び込まれ、日常生活が営み

得ない状態にあり、かつ自らの資力では障害物を除去できない被災者を対象とする。 

町（技術部）は、住居障害物除去の申し込みを受け付け、対象者の資力の確認等により対象者

を選定する。 

２．障害物除去の実施 

住居又はその周辺に運ばれた土砂、材木などで日常生活に欠くことのできない場所に運び込ま

れた障害物の除去とし、建設業者との請負契約により実施する。 

町が実施できない場合は、国、県、近隣市町及びその他関係機関の応援を得て実施する。 
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第３ 応急仮設住宅の供与等 

災害救助法が適用された場合に知事が実施し、町長は知事を補助する。 

町（技術部）は、被害状況や応急仮設住宅の需要を踏まえ、応急仮設住宅の建設又は賃貸住宅の

空室等を確保し、被災者に供与する。 

１．応急仮設住宅の建設 

(1) 需要の把握 

応急危険度判定や被害家屋認定調査の結果等を踏まえ、応急仮設住宅の必要数を推定する。

また、災害相談窓口や避難所において、応急仮設住宅への入居希望を調査する。入居対象者

は、災害救助法に基づく次の条件の該当者とする。 

〈応急仮設住宅の入居対象者〉 

① 住家が全焼、全壊又は流失した者 

② 居住する住家がない者 

③ 自らの資力をもってしては住宅を確保できない者 

(2) 用地確保 

農村公園等の公有地などから利便性を考慮して建設用地を確保する。不足する場合は、私有

地の借用を検討する。 

(3) 建設 

「千葉県応急仮設住宅マニュアル」に基づき応急仮設住宅を建設する。 

また、応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内に概ね 50戸以上設置した場合、集会

所等に使用できる施設を設置する。さらに、応急仮設住宅として高齢者等であって日常の生

活上特別な配慮を要する者を数人以上収容し、介護等事業を利用しやすい構造及び施設を有

する施設（福祉仮設住宅）を設置できる。 

なお、町が建設できない場合は、県、県内市町村等に応援を要請する。 

(4) 管理 

入居者の要望等を把握し、応急仮設住宅設備の修理や改良等の管理を行う。 

２．賃貸住宅の借り上げ等 

応急仮設住宅の不足状況、賃貸住宅の空き戸数の状況等を確認し、公営住宅や民間賃貸住宅の

空室を借り上げて応急仮設住宅を確保する。 

３．入居者の選定 

  応急仮設住宅への入居申込みを受け付け、対象者の資力の確認等により入居者を選定する。 

第４ 被災建築物の応急危険度判定 

 町（技術部）は、公共建築物や一般建築物の応急危険度判定を実施する。 

１．実施体制の確保 

町（技術部）は、町本部長が必要と判断した場合、応急危険度判定実施本部を設置し、判定士、

コーディネーター、資機材等を確保する。 

また、判定士の確保に当たっては必要に応じて県に要請する。 

なお、災害発生直後は判定士の資格を有する他部の職員の応援を得るほか、必要に応じて県等

に判定士の応援派遣を要請する。 
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２．判定の実施 

実施に当たっては判定実施計画を作成し、対象地域、判定の趣旨、作業の概要等を事前に住民

等に広報する。また、判定結果を使用者等が見やすい場所に表示し、危険な建築物の注意を促す。 

第５ がけ地等の危険防止 

町（技術部）は、震度 5強以上の地震が発生した場合、長生土木事務所、北部林業事務所並びに

国と連携し、土砂災害警戒区域、山地災害危険地区等の点検を行う。亀裂や一部崩壊が発生した場

合は、建設業者等に協力を依頼し、土砂の撤去、二次災害防止のためのシート等による防護等を行

う。 

また、点検結果により周辺に危険が及ぶおそれがある場合は、速やかに関係機関や住民に連絡す

るとともに、必要に応じ適切な避難対策、危険箇所への立ち入りを制限するとともに、避難指示等

を行う。 

なお、点検の実施に当たり住民などに不安を与えないように、点検の実施目的、実施期間、実施

範囲及び作業内容等について、警察等関係機関・住民に対して事前に周知する。 

第６ 被災宅地の危険度判定 

町は、宅地の危険度判定を実施する。 

１．実施体制の確保 

町（技術部）は、町本部長が必要と判断した場合、判定実施本部を設置し、判定士、判定調整

員、資機材等を確保する。 

なお、災害発生直後は判定士の資格を有する他部の職員の応援を得るほか、必要に応じて県等

に判定士の応援派遣を要請する。 

２．判定の実施 

判定に当たっては実施計画を作成し、判定実施区域、判定の趣旨、概要等を事前に広報する。

また、判定結果を使用者等が見やすい位置に表示し、危険な宅地の注意を促す。 

第７ 被害家屋調査・罹災証明書の発行 

１．被害家屋調査 

町（管財経理部）は、災害救助法による滅失世帯の確認や罹災証明書の発行のため、被災地区

のすべての住家を対象に被害認定調査を行う。 

調査に当たっては県土地家屋調査士会等の協力を得て実施体制を確保し、「災害に係る住家の

被害認定基準運用指針」（内閣府）に基づく認定作業を行う。 

〈住家被害の程度と基準〉 

被害程度 損壊割合※１ 損害割合※２ 

全  壊  ７０％以上 ５０％以上 

半  壊  ２０％以上７０％未満 ２０％以上５０％未満 

 大規模半壊 ５０％以上７０％未満 ４０％以上５０％未満 

 中規模半壊 ３０％以上５０％未満 ３０％以上４０％未満 

一部損壊  ２０％未満 ２０％未満 

 準半壊 １０％以上２０％未満 １０％以上２０％未満 

※１ 損壊割合：住家の損壊、焼失又は流失した部分の延床面積に占める割合 
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※２ 損害割合：住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める割合 

なお、状況に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等

を活用するなど、適切かつ円滑な調査手法を検討する。 

また、火災により焼失した家屋等は、長生郡市広域消防本部が消防法に基づく火災調査を行う。 

【資料編「災害協定一覧」】 

２．罹災証明書の交付 

町（管財経理部）及び長生郡市広域消防本部は、被害家屋調査及び火災調査の結果に基づき、

災害相談窓口等において罹災証明書を交付する。 

罹災証明の対象とならない家財等の被害については、被害の事実ではなく届出があったことを

証明する被災証明書を必要に応じて交付する。 

第８ ブルーシートの供給等 

１．ブルーシート等の供給 

町（技術部）は、大地震や暴風等の発生により多数の家屋の屋根が被災した場合、又は、その

可能性がある場合は、国、県、協定団体等にブルーシート、土のう、ロープ等の供給を要請する。 

配布に当たっては、状況に応じて被災地区の公共施設等にブルーシート等配布窓口を設置し、

休日や夜間の配布に努めるとともに、配布する際は、ブルーシート設置のための高所作業による

転落事故について注意喚起を行う。 

なお、配布窓口の人員確保が困難な場合は、総務部に調整を依頼する。 

２．ブルーシートの設置支援 

町（技術部）は、ブルーシート施工が可能な建設業者を確保し、被災者に紹介する。また、国

や県が被災者と施工業者のマッチングサービスを開始した場合は、同サービスを周知する。 

町（総務部、技術部）は、避難行動要支援者の被災住宅のブルーシート設置を支援するため、

災害ボランティアセンターに技術系ボランティア（プロボノ）の募集、派遣を依頼する。 

 



第３章 第 19 節 ライフライン施設等応急対策計画 

（地震）115 

第１９節 ライフライン施設等応急対策計画 

 

項  目 担     当 

第１ 上水道施設 総務部、長生郡市広域水道部 

第２下水道施設（農業集

落排水施設） 

技術部 

第３ 電力施設 東京電力パワーグリッド(株) 

第４ ガス施設 大多喜ガス(株)、(一社)千葉県ＬＰガス協会 

第５ 通信施設 東日本電信電話(株)、日本郵便(株)、(株)ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ

(株)、ソフトバンク(株) 

第６ 道路・橋梁 技術部、長生土木事務所、東日本高速道路（株） 

第７ その他公共施設 各部 

第１ 上水道施設 

長生郡市広域水道部は、飲料水及び生活用水の確保を図るとともに、二次災害の防止に努め、迅

速な応急復旧を行う。また、町（総務部）は、長生郡市広域水道部と被害状況や復旧計画の共有、

相互応援の調整、被災者相談窓口の一本化等を推進する。 

長生郡市広域水道部のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」等による応援

体制を確保する。 

〈上水道施設の復旧における優先事項〉 

(1) 取水、導水、浄水施設の復旧を優先する。 

(2) 主要な送・配水管及び病院や避難所等への管路の復旧を優先する。 

(3) 液状化等により漏水箇所の特定が困難な場合は、速やかに漏水調査を実施する。 

 長生郡市広域水道部は、被害調査、応急復旧等を推進する。 

 なお、配水管等が破損した場合には、応急的に至近距離にある制水弁を閉鎖して断水区域を最小

限に止めるよう努める。 

また、水道施設の被害状況や復旧予定等について、地域住民への広報に努める。 

【資料編「災害協定一覧」】 

第２ 下水道施設（農業集落排水施設） 

町（技術部）は、「関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール」による応援等

を得て必要な体制を確保し、被害状況調査や施設点検、下水道機能の低下や二次災害の防止活動の

推進を図る。 

なお、応急復旧については、施設の重要度や危険度、道路や他のライフラインの復旧工程を考慮

して推進する。 

その他、農業集落排水施設の被害及び復旧の状況等について、地域住民への適切な広報に努める。 

第３ 電力施設 

東京電力パワーグリッド(株)は、災害時における電力施設の応急対策が社会一般に及ぼす影響の

大なることに鑑み、被害状況の把握と迅速な応急復旧措置を講ずる。 

発災時には、非常災害対策本部を設置し、応急措置、応急復旧対策を推進する。特に大規模停電
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の発生時には、災害協定に基づいて連絡調整員を町本部に派遣し、停電復旧作業及び道路障害物除

去作業、電源車の配備、重要施設の優先復旧、停電に関する広報活動及び停電復旧に関する住民対

応へのサポートに関する情報連携を行う。 

また、感電事故及び漏電による出火を防止するための注意事項や、電力施設の被害状況及び復

旧予定について、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関やＷＥＢ、ＳＮＳ及びインターネット等を通

じて広報活動を実施するとともに、広報車や町（同報系防災行政無線による放送等）の協力を得て

直接該当する地域へ周知する。 

第４ ガス施設 

１．都市ガス 

大多喜ガス(株)は、都市ガス施設に被害が生じた場合、二次災害を防止するとともに、応急措

置を行ってライフライン機能を維持する。また、できる限り供給区域全域の供給を停止せず、被

害程度に応じてブロックごとに供給を停止する。 

また、二次災害を防止するための注意事項や都市ガスの被害状況及び復旧予定について、テ

レビ、ラジオ、新聞等の報道機関や町（同報系防災行政無線による放送等）の協力を得て広報す

る。 

２．ＬＰガス 

(一社)千葉県ＬＰガス協会長夷支部は、加盟業者と連携してＬＰガス設備等の被害状況の把握、

二次災害防止対策、応急復旧対策の推進を図る。 

また、二次災害を防止するための注意事項等について、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関

や町（同報系防災行政無線による放送等）の協力を得て広報する。 

第５ 通信施設 

１．電話施設 

各通信事業者（東日本電信電話(株)、(株)ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ(株)、ソフトバンク(株)）

は、通信施設の速やかな復旧対策を講じる。 

また、災害のため通信が途絶し、又は利用を制限するときは、テレビ、ラジオ、インターネッ

ト等によって次の事項を利用者に周知する。 

〈電話に関する広報事項〉 

(1) 通信途絶、利用制限の理由と内容 

(2) 災害復旧措置と復旧見込み時期 

(3) 通信利用者に協力を要請する事項 

(4) 災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板等のサービスの提供開始 

(5) 特設公衆電話の設置場所 

２．郵便関係 

日本郵便(株)は、被災地における郵便の運送及び集配の確保又は早期回復を図るため、災害の

態様及び規模に応じて、運送や集配の経路又は方法の変更、郵便物区分方法の変更、臨時輸送便

又は臨時集配便の開設など機宜の応急措置を講ずる。 

また、被災地における郵便局の利用者に対する窓口業務の維持を図るため、被災により業務継

続が不能となった郵便局についての仮局舎急設による窓口業務の迅速な業務の再開、移動郵便車

等による臨時窓口の開設、窓口支払資金の確保及び窓口取扱時間又は取扱日の変更等の措置を講
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ずる。 

その他、災害特別事務取扱い、(株)ゆうちょ銀行の非常払及び(株)かんぽ生命保険の非常取扱

いについて、各社から要請があった場合に取扱う。 

第６ 道路・橋梁 

各道路管理者（技術部、長生土木事務所、東日本高速道路株式会社）は、所管の道路、橋梁につ

いて被害状況を速やかに把握し、「緊急輸送道路」を優先した応急復旧を行う。 

また、迂回路の選定、通行の禁止又は制限等の措置など利用者の安全策を講じるとともに、ライ

フライン等の復旧と整合するように被災道路・橋梁の応急復旧を推進する。 

第７ その他公共施設 

町（公共施設を管理する各部）は、管理施設の被災状況を調査し、施設利用者等の安全確保を図

るため、避難誘導措置を行うとともに、二次災害の防止等の応急措置を行う。 
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第２０節 災害ボランティア対応計画 

 

項  目 担     当 

第１ 災害ボランティアの受入れ 公安部、社会福祉協議会 

第２ 災害ボランティア活動の支援 公安部、社会福祉協議会 

第１ 災害ボランティアの受入れ 

１．災害ボランティアセンターの設置 

町（公安部）は、長柄町災害ボランティアセンターを公共施設等に設置する。（候補施設：福

祉センター）、また、ボランティアセンターから離れた被災地区がある場合は、当該地区へのサ

テライトセンターの設置に努める。 

２．災害ボランティアの募集・受入れ 

(1) ボランティアの募集 

町社会福祉協議会は、インターネットや報道機関への協力要請等により、災害ボランティア

を募集する。また、県災害ボランティアセンター、その他のボランティア団体やＮＰＯ法人

等へ、募集活動や災害ボランティアセンターの運営協力等を要請する。 

なお、町災害ボランティアセンターは、感染症が懸念される状況においては、ボランティア

の募集範囲は町域を基本とし、募集範囲を拡大する場合は被災地域の住民のニーズや意見な

どを踏まえ、関係団体と協議する。 

(2) ボランティアの受入れ 

一般分野のボランティアは町災害ボランティアセンターにおいて受付け、登録する。なお、

ボランティア活動に伴う事故に備え、ボランティア保険の加入を受入れの条件とする。 

専門分野のボランティアは町社会福祉協議会が受け付け、各専門分野に対応する部（下表参

照）にあっせんする。 

ボランティアが不足する場合は、県災害ボランティアセンターに登録されたボランティアの

派遣を要請する。 

〈ボランティアの協力を得て実施する主な活動内容〉 

一般分野 

① 避難所の運営補助 

② 炊き出し、食料等の配布 

③ 救援物資や義援品の仕分け、輸送 

④ 高齢者や障がい者等要配慮者の介助 

⑤ 被災地の清掃、がれきの片づけなど 

⑥ 避難所や仮設住宅における生活支援（心理面での支援を含む。） 

⑦ その他被災地における軽作業等 

専門分野 

① 救護所での医療救護活動〔公安部〕 

② 被災建築物応急危険度判定〔技術部〕 

③ 被災宅地危険度判定〔技術部〕 

④ 外国語の通訳、情報提供〔公安部〕 

⑤ 災害情報や安否情報、生活情報の収集整理、広報〔総務部〕 

⑥ 被災者への心理治療〔公安部〕 

⑦ 高齢者や障がい者等要配慮者の看護、情報提供〔公安部〕 

⑧ その他専門的知識、技能を要する活動等 
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３．ボランティアの派遣 

町社会福祉協議会は災害ボランティアセンターにボランティアニーズの受付窓口を設置して被

災者からの要望を受け付け、各地区の被災者のボランティアニーズの把握に努める。 

また、被災者からのニーズと登録したボランティアのマッチングを行い、ボランティアを派遣

する。 

第２ 災害ボランティア活動の支援 

１．食事、宿泊場所の提供  

 食事や宿泊場所はボランティア自身で確保することが原則であるが、困難な場合は、必要に応

じて町（公安部）や関係機関が確保、手配に協力する。 

２．活動費用の負担  

ボランティア活動に伴う経費は、必要に応じて町が負担する。 

３．資機材の確保  

ボランティア活動に必要な資機材については、町、関係機関が協力して確保する。 
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第２１節 災害救助法適用事務計画 

 

項  目 担     当 

第１ 災害救助法の適用基準 － 

第２ 災害救助法の適用手続き 管財経理部 

第３ 災害救助法による救助の実施 管財経理部、総務部、公安部、技術部、教育部、長

生郡市広域水道部、長生郡市広域消防本部、各部 

第４ 救助に係る費用の請求等 管財経理部、各部 

第１ 災害救助法の適用基準 

災害救助法は、被災者の救済と社会秩序の保全を図ることを目的として制定された法律であ

る。この法律における救助は国の責任において行われ、地方公共団体、日本赤十字社その他の

団体及び国民の協力の下に行われる。救助の実施については知事に全面的に委任されており、

救助にかかる費用は県が支弁することを原則として、国はその一定額を負担すると定められて

いる。 

町域で発生した災害が、この法律の適用基準に該当する場合は、同法の適用を受けて災害救

助を実施する。 

１．災害救助法の適用基準 

(1) 災害が発生した場合 

県の人口が300万人以上で、町の人口が1万5,000人未満の区分に該当する本町は、町域の

被害状況が次のいずれかに該当する場合に、知事によって災害救助法が適用される。 

ア 家屋の全壊、全焼、流失等によって住家を滅失した世帯（以下、「滅失世帯」とい

う。）の数が 40世帯以上に達する場合 

イ 県内の滅失世帯の数が 2,500世帯に達する場合であって、町の滅失世帯数が 20世帯以

上に達する場合 

ウ 県内の被害世帯の数が 12,000 世帯以上に達する場合、又は当該災害が隔絶した地域

に発生したものである等、被災者の救護を著しく困難とする、内閣府令で定める特別の

事情がある場合で、町の滅失世帯数が多数である場合 

エ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、次

の基準に該当するとき 

① 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継

続的に救助を必要とすること。 

② 災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方

法を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

(2) 災害が発生するおそれがある場合 

災害が発生するおそれがある段階において 国が災害対策基本法に基づく災害対策本部

を設置し、本町域がその所管区域になった場合で、現に救助を必要とするときである。 

２．被害の認定基準 

住家の滅失、半壊等の認定は、災害の被害認定基準による。 

住家が滅失した世帯の算定は、住家の全壊（全焼、流失）した世帯を基準とする。半壊等
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については、次のとおりみなし換算を行う。 

〈滅失住家の換算〉 

○ 全壊（全焼・流失）住家  1世帯・・・・・・・・・・・・滅失住家 1世帯 

○ 半壊（大規模半壊・中規模半壊・半焼）住家 2世帯・・・・滅失住家 1世帯 

○ 床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することが 

できない状態となった住家 3世帯・・・・・・・・・・・・滅失住家 1世帯 

（注）床下浸水、一部破損（準半壊等）は換算しない。 

※全壊、半壊、床上浸水等の認定基準は、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準

運用指針」による。 

〈被害の認定基準〉 

被害の区分 認   定   の   基   準 

住家の全壊全焼

（全流失） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が

倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により

元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若

しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70％以上に達した程

度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体の占める損害

割合で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達した程度のものをいう。 

住家の半壊 

（半焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家

の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。 

大規模半壊：損壊部分がその住家の延床面積の 50％以上 70％未満のもの、

又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表

し、その住家の損害割合が 40％以上 50％未満のものをいう。 

その他：損壊部分がその住家の延床面積の 20％以上 50％未満のもの、又は

住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、そ

の住家の損害割合が 20％以上 40％未満のものをいう。 

住家の床上浸水 

土砂の堆積等 

住家の全・半壊等に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上以上に

達した程度のもの、又は土砂、竹木等の堆積等により、一時的に居住するこ

とができない状態となったものをいう。 

※「住家」とは、現実に居住のために使用している建物であり、社会通念上の住家であるかど
うかは問わない。ただし耐火構造のアパート等で居住の用に供している部屋が遮断、独立し
ており、日常生活に必要な設備を有しているもの等は、それぞれ「1 住家」として取り扱う。 

※「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

※内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」より 

第２ 災害救助法の適用手続き 

(1) 町域の災害が、災害救助法の適用基準のいずれかに該当する又は該当する見込みがある

場合、本部長（管財経理部）は直ちにその旨を知事に報告する。 

(2) 災害状況の把握及び報告は、県「災害救助の手引き」に基づき行う。 

(3) 災害救助法施行細則第 5 条の規定により、災害の事態が急迫して知事の行う救助の実施

を待つことができない場合、本部長は災害救助法による救助に着手し、その状況を直ちに

知事に報告する。 

第３ 災害救助法による救助の実施 

町（管財経理部）は、災害救助法の事務を委任することについて県から通知を受けた場合、

委任された事務の内容について事務を担当する各部に通知するとともに、災害救助法による救
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助の実施を指示する。 

町（各部）は、災害救助法施行細則及び県「災害救助の手引き」に従い、救助を実施すると

ともに、災害救助法による救助事務を日ごとに記録し整理する。 

 

 ＜災害救助法に基づく救助の種類〔担当部〕＞ 

(1) 避難所の設置〔公安部〕 

(2) 応急仮設住宅の供与〔技術部〕 

(3) 炊き出しその他による食品の給与〔総務部、教育部〕 

(4) 飲料水の供給〔長生郡市広域水道部、総務部〕 

(5) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与〔総務部〕 

(6) 医療及び助産〔公安部〕 

(7) 被災者の救出〔長生郡市広域消防本部〕 

(8) 被災した住宅の応急修理〔技術部〕 

(9) 学用品の給与〔教育部〕 

(10) 埋葬〔公安部〕 

(11) 遺体の捜索〔長生郡市広域消防本部〕 

(12) 遺体の処理〔公安部〕 

(13) 住居障害物の除去〔技術部〕 

 

また、災害救助法による応急救助の程度、方法及び期間等については、災害救助法施行細則

別表第一によるものとする。 

なお、町（総務部）は、救助事務の実施に当たり、必要に応じて特別基準の設定や救助の期

間の延長等について県と協議する。 

第４ 救助に係る費用の請求等 

町長へ委任された業務を担当する各部（前項参照）は関係帳簿を整理し、管財経理部はこれ

らの帳簿をとりまとめ、県に報告する。また、救助費用は町が一時繰替支弁した後、県に請求

する 

災害ボランティアセンターの運営を社会福祉協議会に委託する場合はボランティアの調整事

務にかかる費用が災害救助法の対象となることから、関係帳簿の整理を社会福祉協議会に依頼

する。  
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第４章 災害復旧・復興計画 
 

第１節 被災者の生活再建支援 

 

項  目 担  当 

第１ 被災者の支援 管財経理部、公安部、技術部、経済部、（社福）長柄町社会福祉協

議会、長生郡市広域市町村圏組合、東日本電信電話(株) 、東京電

力パワーグリッド(株)、大多喜ガス(株)、日本放送協会、日本郵

便(株)、県、千葉県市町村総合事務組合、茂原公共職業安定所 

第２ 中小企業者、農林漁

業者の支援 

経済部、県 

第１ 被災者の支援 

町及び関係機関は、被災者への各種生活再建支援制度について、広報活動や相談窓口の設置等に

より、周知や手続きの円滑化を図る。 

１．義援金の支給等 

(1) 義援金の募集、受付け保管 

町（管財経理部）は、義援金の受付口座を指定金融機関に開設し、町に寄せられた義援金及

び県又は日本赤十字社等に寄せられた後に町に配分された義援金を保管する。 

また、町本部長の指示に基づき、町独自に義援金や寄付金を募集し、町ホームページ等で広

報する。なお、被災者の生活再建資金を早期に確保するため、大規模災害時には発災直後か

ら速やかな募集開始に務める。 

(2) 義援金の配分 

町（管財経理部）は、被災者数、被災世帯数、被災状況等を考慮した配分方法を決定する。 

なお、県、日本赤十字社等の義援金受け付け団体に災害義援金配分委員会が設置された場合

は、その配分基準を参考に被災者への配分内容を決定する。 

(3) 義援金の支給 

町（管財経理部）は、対象者に支給内容、申請方法等を通知し、口座振り込み等により義援

金を支給する。 

２．支援金の支給等 

(1) 被災者生活再建支援金の支給 

町（公安部）は、被災者生活再建支援法により、この制度が適用された大規模な災害で著し

い住宅被害を受けた世帯に対して支援金の申請の受付け、とりまとめ、県への報告等を行

う。 

また、千葉県被災者生活再建支援事業により、被災者生活再建支援法による支援金の支給

対象とならない世帯であって、一定の要件に該当する場合に同法と同等の支援金の支給を

行う。 

(2) 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援護金の貸付 

町（公安部）及び千葉県市町村総合事務組合は、千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する
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条例により、一定規模以上の自然災害により死亡した住民の遺族に対し災害弔慰金を、一定

規模以上の自然災害により負傷し又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が固定したとき

も含む）に精神又は身体に著しい障害がある住民に対して災害障害見舞金をそれぞれ支給す

る。 

また、一定規模以上の自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害援護資金の貸

付けを行う。 

(3) 生活福祉資金の貸付け（災害援護資金・福祉費） 

町社会福祉協議会は、被害を受けた低所得世帯に対して生活福祉資金を貸付ける。 

なお、災害援護資金については、町災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく災害援護資金

の貸付対象となる世帯は、原則としてこの資金の貸付け対象とならない。 

(4) 災害復興住宅融資 

町（技術部）及び県は、金融機関と連携して住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等につい

て、被災者に周知する。 

３．税金、公共料金等の特例措置 

(1) 租税 

町（管財経理部）は、町税条例、国民健康保険条例等により、被災者の町税、国民健康保険

税等の減免や徴収猶予等の災害特例措置を講じる。 

国及び県は、国税、県税について同様の措置を講じる。 

(2) 公共料金 

町、ライフライン機関、日本放送協会は、被災者の公共料金等の支払いについて、監督省庁

の認可や要件（災害救助法の適用等）に基づいて、可能な限り特例措置を講じる。 

ア 保育料の減免【公安部】 

イ 町営住宅家賃等の減免【技術部】 

ウ 水道料金の減免等【長生郡市広域水道部】 

エ し尿くみ取り、ごみ処理手数料の減免【長生郡市広域市町村圏組合、技術部】 

オ 電話料金・電話工事費の減免等【東日本電信電話株式会社】 

カ 電気料金・工事費負担金の免除等【東京電力パワーグリッド（株）】 

キ テレビ受信料金の免除等【日本放送協会】 

４．郵便物の特別取扱い 

日本郵便株式会社は、災害救助法が適用された場合、災害の態様及び公衆の被災状況等被災地

の実情に応じ、次のとおり、郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を迅速かつ的確に

実施する。 

〈日本郵便株式会社における措置〉 

(1) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

(3) 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

(4) 災害時における窓口業務の維持 

(5) 日本郵便株式会社の災害特別事務取扱い、株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株

式会社かんぽ生命保険の非常取扱いについて、各社から要請があった場合の取扱い 
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５．公営住宅の建設等 

(1) 災害公営住宅の建設等 

町（技術部）は、自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図るため、住

宅被害の状況、被災者の要望等に応じ、公営住宅法に基づく災害公営住宅を建設若しくは買

取又は被災者へ転貸するために借上げる。 

これに対し、県は適切に指導・支援を実施する。 

(2) 公営住宅の空き家の活用 

町（技術部）は、公営住宅の入居者資格を有する被災者（災害が大規模な場合等において、

被災市街地復興特別措置法第 21 条の規定に該当する者については、同条に規定する公営住宅

の入居者資格の特例を適用する。）に対し、既存公営住宅等の空き家を活用し、優先的に入居

できる措置等を講じる。 

６．職業のあっせん 

茂原公共職業安定所は、震災による離職者の把握に努めるとともに、その就職については、町

の被災状況等を勘案の上、県内各公共職業安定所及び隣接都県の公共職業安定機関等との緊密な

連携をとり、公共職業安定所を通じ速やかにそのあっせんを図る。 

震災により離職を余儀なくされた者の早期再就職等を促進するため、以下の措置を講じる。 

(1) 被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

(2) 巡回職業相談の実施 

(3) 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

７．便乗値上げの防止 

町（経済部）は、災害に便乗した値上げ防止のため、以下の措置を講じる 

(1) 便乗値上げの監視パトロール 

(2) 災害時に値上げが予想される商品の調査等 

(3) 被災地販売業者（商店）等への協力要請等（物資協力店の確保） 

第２ 中小企業者、農林漁業者の支援 

災害の状況に応じて、次のような資金融資の措置及び利用について事業者に周知する。 

１．中小企業者への融資資金 

町（経済部）は県及び商工会と連携し、災害により被害を受けた中小企業の再建と経営の安定

のための各種融資制度を周知する。 

２．農林漁業者への融資資金 

町（経済部）は長生農業事務所及び農業協同組合と連携し、被災農林漁業者に対する災害復旧

に係る各種融資制度について周知する。 

３．雇用の維持に向けた事業者への支援 

県は、雇用の維持と失業の予防を図るため、事業主に対して各種雇用関係の助成金制度の周

知・啓発に努める。 
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第２節 災害復旧事業の推進 

 

項  目 担  当 

災害復旧事業の推進 各部、防災関係機関 

１．復旧方針 

町（各部）及び防災関係機関は、所管する公共施設や事務の復旧事業を計画的に実施する。 

復旧事業計画は、関係機関と十分な連絡調整をとりながら、次の点に考慮して速やかに作

成する。 

(1) 災害の再発防止のため、被災の原因等を十分に把握する。 

(2) 迅速な復旧、災害に強いまちづくり等を考慮する。 

(3) 国又は県が財政援助するもの※１については、復旧事業費の決定及び決定を受けるため

の査定計画を立て、査定が速やかに実施されるように準備する。 

(4) 公共土木施設災害復旧事業国庫負担法等に規定する緊急査定※２が実施されるよう必要な

措置を講じる。 

※１ 災害復旧事業として採択されうる限度及び範囲については、国庫負担法、同施行令、

同施行規則、国庫負担法事務取扱要綱及び同査定方針により運営される。また、災害

復旧事業費の決定は、知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査に

基づき決定される。財政援助等を受ける事業は次表を参照。 

※２ 公共土木施設の被害の程度により、緊急の場合に応じて実施される。 

〈財政援助を受ける主な事業〉 

対象事業 
国の財政援助等 

一般災害 激甚災害 

公共土木施設の復旧等 

 河川､砂防施設､林地荒廃防止施

設､急傾斜地崩壊防止施設､道路､

下水道､公園 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負

担法 

激甚法第 3･4条 

砂防事業 災害関連緊急砂防事業、災害関連緊

急地すべり対策事業、災害関連緊急

急傾斜地崩壊対策事業、災害関連急

傾斜地崩壊対策特別事業、災害関連

緊急雪崩対策事業、災害関連地域防

災がけ崩れ対策事業 

 

都市施設の復旧等 

 街路、都市排水施設 都市災害復旧事業国庫補助に関する

基本方針（予算補助） 

 

 堆積土砂排除 激甚法第 3・4条 

 湛水排除   

公営住宅の復旧等 

 公営住宅の補修 公営住宅法第 8条 激甚法第 3･4条 

 公営住宅建設 公営住宅法第 8条 激甚法第 22条 

 農地､農業用施設､林道､漁業用施

設等 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫

補助の暫定措置に関する法律 

激甚法第 5条 

 共同利用施設  激甚法第 6条 
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対象事業 
国の財政援助等 

一般災害 激甚災害 

農林漁業施設の復旧等 

 天災融資の特例 天災による被害農林漁業者等に対す

る資金の融通に関する暫定措置法 

激甚法第 8条 

 森林組合の堆積土砂排除  激甚法第 9条 

 土地改良区の湛水排除  激甚法第 10条 

 漁業組合の共同利用小型漁船  激甚法第 11条 

 森林災害復旧  激甚法第 11条の 2 

治山事業、地すべり対策事業 災害関連緊急治山事業、災害関連緊

急地すべり防止事業 

 

厚生施設の復旧等 

 生活保護施設、児童福祉施設、老

人福祉施設、障がい者福祉施設、

婦人保護施設、感染症指定医療機

関 

 激甚法第 3･4条 

 

 

 感染症予防事業  激甚法第 19条 

 医療施設 医療施設等災害復旧費補助金交付要

綱 

 

 廃棄物処理施設 廃棄物処理施設災害復旧費補助金交

付要綱 

 

 災害廃棄物処理事業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第 22条 

 

 水道 水道法第 45 条  

文教施設の復旧等 

 公立学校施設 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 激甚法第 3･4条 

 公立社会教育施設  激甚法第 16条 

 私立学校施設  激甚法第 17条 

その他の復旧等 

 水防資材費  激甚法第 21条 

 中小企業信用保険法による災害関

係保証の特例 

中小企業信用保険法第 2条 激甚法第 12条 

 寡婦福祉法による貸付けの特例  激甚法第 20条 

 雇用保険法による求職者給付の支

給の特例 

 激甚法第 25条 

 事業協同組合等施設の災害復旧事

業に対する補助 

 激甚法第 14条 

 

２．復旧事業の促進 

(1) 技術職員等の確保 

町（各部）は、災害復旧事業に係る技術職員等を十分確保するため、必要に応じて県に

技術職員等の応援派遣等を要請する。 

(2) 資金の調達 

町（管財経理部）は、災害復旧事業に係る資金については、国の負担金（補助金）のほ

か、必要に応じて財源を求めて調達に努める。 

(3) 激甚災害の指定促進 

町（総務部）は、災害対策基本法に規定する著しく激甚な災害（以下「激甚災害」とい

う。）に該当する場合又は該当する見込みがある場合には、激甚災害に対処するための特
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別の財政援助等に関する法律（以下「激甚法」という。）による激甚災害の指定を受ける

ことによって災害復旧事業が促進されるよう、必要な措置を講じる。 

また、国や県が行う被害額、復旧事業に要する負担額、その他激甚法に定める事項の

調査に協力し、速やかに調査が実施されるように努める。 

３．災害復旧事業の実施 

町（各部）は、復旧事業の事業費が決定され次第、速やかに事業が実施できるよう措置し、

復旧事業の実施効率を上げるよう努める。 

実施に当たっては、災害協定を締結している企業と連携・協力するほか、外部委託を行う

に当たっては国土交通省による「災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン」に基

づいた手続きを行うなど、適切な業務の実施に努める。 

また、災害復旧工事における労働災害を防止するため、災害復旧工事現場に対し監督指導

等を行う。 
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第３節 災害復興計画 

 

項  目 担  当 

第１ 復旧・復興本部の設置 管財経理部 

第２ 復興計画の策定 管財経理部 

第１ 復旧・復興本部の設置 

１．復旧・復興本部の設置 

町長は、災害対策本部の解散時において被災者の生活の復旧及び災害復旧事業の推進又は著

しい被害を受けた地区の復興を総合的に推進する必要があると認めるときは、長柄町復旧・復

興本部（以下「復旧・復興本部」という。）を設置する。 

なお、復旧・復興本部の構成及び業務分掌については、設置の際に定める。 

２．復旧・復興本部の組織・運営 

(1) 本部員の任務 

構 成 員 任  務 

本部長 町 長 本部の事務を総理し、本部を代表する。 

副本部長 副町長 
本部長を補佐し、本部長に事故があるとき

は、その職務を代理する。 

本部員 
各部長、教育長 本部長の定めるところにより本部の事務に従

事する。 

その他 必要に応じ町長が指名する 本部長の求めに応じ意見を述べる。 

(2) 部の編成及び分掌事務 

部  名 分掌事務 

総務部 
○復旧・復興に関する総合的企画及び調整に関すること 

○復旧・復興本部会議の庶務 

復興対策部 

○くらし、住宅の復旧・復興に関すること 

○都市機能の復旧・復興に関すること 

○地域産業の復旧・復興に関すること 

(3) 復旧・復興本部会議 

構成員 事  務 

本部長、副本部長、本部員、 

町長の指名する者 

○復旧・復興の基本方針、復旧・復興に係る重要施策の審

議、調整 

○各部の重要事項の報告 

第２ 復興計画の策定 

１．基本的考え方 

町（管財経理部）は、総合計画との整合性を図りつつ、被災者、各分野にわたる有識者、住

民団体等の参画、提案等を十分に配慮するとともに、県の復興計画との調整を図り、災害発生

以前の状態に回復するだけではなく、新たな視点から地域を再生することを目指し、必要に応

じて被災の規模や社会情勢等の状況に応じた復興計画等を策定する。 
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２．復興計画の策定 

(1) 策定手順等 

計画策定に当たっては、次の事項等に留意し、被災の規模や社会情勢等の状況に応じたも

のとする。 

ア 多様な行動主体の参画と協働 

住民の自分たちの生活は自分たちで守り創造していくという取組みが重要であり、行政

は、住民、企業及び団体等多様な価値観を持った行動主体の主体的な参画を得ながら相

互に連携し、協働して復興を進めていく新たな仕組みづくりに配慮する。 

・被災者、各分野にわたる有識者、住民団体、各地区の住民等への意見募集 

・有識者、各種団体からなる委員会や各分野別の委員会の設置 

イ 将来のニーズや時代潮流の変化への対応 

復興計画の推進は長期にわたることから、社会情勢や住民の多様なニーズの変化に対応

できる、柔軟な計画となるよう配慮する。 

ウ 既往災害の経験と教訓の活用 

過去に経験した災害の検証結果や復旧の過程等から得た経験や教訓の反映に配慮する。 

(2) 構成 

復興施策を総合的に推進するため、復興の目標、基本方針、重点プロジェクト等を定め、

明確な戦略とスケジュールの下で復旧・復興を推進する。 

(3) 復興計画の内容 

町域が大きな被害を受けた場合、再び災害を被らないために、現状復旧にとどまらず「災

害に強いまち」を形成する「復興まちづくり」を推進する。 

また、復興施策は次のような分野ごとに整理し、復興施策を検討する。 

ア くらしの復興 

被災者の自立を尊重し、当面の生活資金の支援から生業支援、雇用対策などの被災者の

生活再建支援を中心とした施策を盛り込む。  

また、被災者の心身の健康の回復は、すべての基礎となることから医師・保健師等の巡

回診断、心的外傷やＰＴＳＤ等、被災者、被害者に対するこころのケアの重要性の認識

など健康・福祉面でのきめ細かい支援を検討する。  

イ 都市の復興 

壊滅的な被害を受けた都市の復興については、生活の基礎地盤となる都市(地域)社会の

継続の必要性と都市(地域)機能の回復の観点から、より質の高い都市への回復を念頭に入

れた、まちづくりを検討する。  

また、迅速に、将来を見越した被災地の建築制限、行政と県民とが協働した都市計画の

策定を目指す。 

さらに、都市(地域)の特性、それぞれの歴史、文化を途絶えることなく継承するととも

に、その特性を考慮した対策をとり、より発展できる施策を検討する。 

ウ 住宅の復興  

被災者が生活の拠点となる住まいを確保すること、宅地及び住宅の復旧は被災者の自立

を促すこと、被災者の自力での住宅再建を支援することに留意し、民間住宅のあっせ

ん・補助、公的住宅の建設など多岐にわたり検討し、被災者の将来設計に合致した住ま

いの復興を支援する。 
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エ 産業の復興  

地域産業は、地域の活力の源であることに留意し、産業(事業者)が被災し、操業(営業)

の停止を余儀なくされた場合は、融資制度の活用などによる財政的な支援のほか、賃貸

工場・店舗の提供などの措置を検討する。 

また、産業間を結ぶ流通、通信の復興について、速やかな復旧・復興支援を検討する。  

その他、観光、農業などの復興支援の観点から、積極的な情報の発信、マイナスイメー

ジを払拭するイベントの開催や宣伝などを検討する。 

３．特定大規模災害時の措置 

大規模災害からの復興に関する法律に基づく特定被災町となった場合は、必要に応じて県と

共同して国の基本方針に即した復興計画を策定し、また、復興協議会を組織して復興整備事業

の許認可の緩和等の特別措置の適用を受け、市街地開発事業、土地改良事業等を実施する。 

なお、特定大規模災害等による被害により、行政機能の低下や専門知識を有する職員が不足

する場合は、同法に基づき、復興を図るために必要な都市計画の決定や変更について県知事に

対して代行を要請するほか、復興計画の作成や復興整備事業の実施等に必要な人員が中長期的

に不足する場合は、同法に基づき、関係地方行政機関の長又は県知事に対して職員の派遣又は

そのあっせんを要請する。 

 



 

 

 


